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平成25年知立市議会９月定例会建設水道委員会 

 

  １．招集年月日  平成25年９月25日（水） 午前10時00分 

  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（７名） 

     明石 博門     田中  新     池田 滋彦     稲垣 達雄 

     高木千恵子     佐藤  修     久田 義章 

  ４．欠席委員 

     な し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   林  郁夫      副 市 長   清水 雅美 

     建 設 部 長   塚本 昭夫      土 木 課 長   稲垣  衛 

     建 築 課 長   塩谷 興信      都 市 整 備 部 長   神谷 幹樹 

     都市整備部次長   伊藤 俊司      都 市 計 画 課 長   柘植 茂博 

     まちづくり課長   野々山 浩      都 市 開 発 課 長   加藤  達 

     上 下 水 道 部 長   鈴木 克人      水 道 課 長   國分 政道 

     下 水 道 課 長   太田 知見 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   成田 春夫      議 事 課 長   島津 博史 

     議 事 係   加藤 智也 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                審査結果 

     議案第48号 知立市市営住宅条例の一部を改正する条例           原案可決 

     議案第49号 
西三河都市計画事業知立第三土地区画整理事業施行規程を廃止す 

る条例 
  〃 

     議案第51号 平成24年度知立市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について   〃 

     議案第52号 平成25年度知立市一般会計補正予算（第４号）           〃 

     議案第54号 平成25年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）    〃 

     認定第１号 平成24年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について      原案認定 

     認定第３号 
平成24年度知立市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

いて 
  〃 

     認定第７号 平成24年度知立市水道事業会計決算認定について          〃 
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――――――――――――――――――― 

午前９時58分開会 

○稲垣委員長 

 それでは、定足数に達していますので、ただい

まから建設水道委員会を開会します。 

 本委員会に付託されました案件は８件、すなわ

ち議案第48号、議案第49号、議案第51号、議案第

52号、議案第54号、認定第１号、認定第３号、認

定第７号です。これらの案件を逐次議題とします。 

 議案第48号 知立市市営住宅条例の一部を改正

する条例の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第48号について、挙手により採決いたしま

す。 

 議案第48号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第48号 知立

市市営住宅条例の一部を改正する条例の件は、原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第49号 西三河都市計画事業知立第三土地

区画整理事業施行規程を廃止する条例の件を議題

といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 西三河都市計画事業知立第三土地区画整理事業

施行規程を廃止する条例についてということです

けれども、この規定ですけれども、提案理由に書

かれておりましたけれども、この案を提出するに

は、西三河都市計画事業知立第三土地区画整理事

業による清算金の分割徴収が完了したことに伴い、

必要とあるというふうに書かれております。この

条例、今、知立市にあります条例を見ますと、こ

こには六つの地域に分かれておりました。このこ

とですけれども、この条例の内容の中に、第８条

で審議会、第３章に審議会があるんですよ、15人

とすると。そして、うち12人は土地区画整理法第

58条第１項の規定により選出する委員ですけれど

も、ほか３名は学識経験者ということで、この15

人のうち12人は、その土地の持ち主でなければな

らないということになりますけれども、これに間

違いはありませんでしょうか。 

○まちづくり課長 

 御質問の12人につきましては、この土地所有者

及び権利者でございます。 

○高木委員 

 そして、学識経験委員というふうになっており

ますけれども、この学識経験委員という方は、ど

のような方が整備事業にかかわられたんでしょう

か。 

○まちづくり課長 

 学識経験者でございますが、具体的な話し方で

申しわけないですけども、市会議員のＯＢ、それ

から市の元建設部長、愛知県のこういった事業に

かかわってみえたＯＢということで、そういった

方を学識経験者でお願いしておりました。 

○高木委員 

 区画整理事業に、今、学識経験者ということで、

市議会議員のＯＢということなんですけれども、

これで６区画に分かれておりましたね、この事業

は６区画に分かれてましたよ、この条例の中に。

この６区画の中の土地の地権者たちが絶対にそこ

の中に12人入らなきゃいけないというふうな条例

になっているんですね。ここで学識経験者という

のは、そのたびごとに変わったのか、学識経験者
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ということで３人の方はずっと変わらなかったの

か。 

○まちづくり課長 

 記憶で申しわけないですけども、変わってない

と思っております。 

○高木委員 

 変わっていない。私が一番心配しますのは、こ

れはもう平成６年からずっと、この何年かで終わ

りますよということなんですけど、大きな土地の

部分を整備していくのに当たり、地権者の方には

入っていただいたよということをお聞きしたんで

すが、この有識者という方たちがお三人さんで余

り変わりないということになってきますと、新し

い構想とか、その地域地域での対応とか、対処の

仕方とかいろいろな問題が出てきたのではないで

しょうか。 

○まちづくり課長 

 委員がおっしゃられるんですけども、やはりこ

ういった事業につきましては、経験というもので

すか、そういうことも大事かと思いまして、経験

豊かなこの方々でお願いしておりました。 

○高木委員 

 この計画は、これで今回は終わるというんです

けれども、今度また都市計画事業が新たに始まっ

た場合に、山町のほうにというか、今の三河知立

駅が移転するとなると、また山屋敷方面で土地区

画整理事業というのが考えられるのでしょうか。

そういうのが入ってくるという見込みはあるのか、

全くそれはないというのか。 

○まちづくり課長 

 委員の御質問を確認したいんですけども、こう

いった審議会制度というものにつきましては、市

等の行政のほうが行う区画整理でございまして、

山町のほうは現在、組合施行を想定しておりまし

て、それはちょっとなり合いが違います。 

○高木委員 

 山町も入っておりますけれども、山区画整理の

ことではなくて、今度駅ができるときに、またそ

こで区画整理が始まるのかということをお聞きし

たんですけれども、それも含めてのかもわかりま

せんけれども、今この第三土地区画整理事業に関

しましても、駅前開発のものとはちょっと別のと

ころなんですよね。それはわかっておりますよ。

今度、駅ができるに当たり、場所がまたそこでき

れいになるとか、そういう整備事業が始まるのか

ということをお聞きしたんです。 

○まちづくり課長 

 私どものことでございますけども、現在こちら

のほうで行おうとしているのは、従来からの山土

地区画整理事業でございまして、想定区域に予定

がされている新駅については現在のところ入って

おりませんので、ちょっと今の質問については、

お答えがしづらくございます。 

○都市開発課長 

 今、駅移設の関連で都市開発課のほうで影響調

査というものを委託をかけております。その中で、

まちづくりの基本構想をつくってまいるわけです

けれども、その基本構想の中で、将来どういった

まちづくりができるのかというものを検討してお

ります。そのまちづくりの一つとして区画整理事

業があるわけですけれども、それが可能かどうか

まだ判断できておりませんが、今後、そのまちづ

くりのあり方について、たたき台をつくるという、

そういう作業をしておりますので、区画整理が立

ち上がるかどうかということにつきましては、ま

だ未定でございます。 

○高木委員 

 これから知立市がどんどん発展するのに、土地

区画整理法という法律にのっとって、またやられ

ると思うんですけれども、この場合に、きょうお

聞きしました学識経験者、この方たちにつきまし

ては全然変わらなかったという、変わらなかった

からいい面もあるけれども、いろんな人の意見を

聞くというのも必要だというふうに私は思います

けれども、都市整備部長、どのようにお考えでし

ょうか。 

○都市整備部長 

 区画整理の審議会の学識経験委員につきまして

は、これは公平公正な立場で、見識の深い方とい

うことで、法には具体的な明示はございませんが、
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そのような基準で私どもは選ばせていただいてい

るわけでございますが、やはり公共団体施行の場

合に限り、こういった学識経験委員というのを置

かなければならないことになっておるわけでござ

いまして、これはなぜかといいますと、地権者の

方々がいわゆる審議会の委員として、事業に対す

る判断、審議等をしていただくわけですが、これ

はやはり公的な事業として、市のお金も使ってい

るわけでございますので、いわゆる公平公正な立

場で、権利者だけの考えではなく、そういう立場

の中で御意見をいただくということも含めて、そ

ういう位置づけがされているわけでございます。

したがいまして、任期は５年という一定任期があ

るわけですが、引き続き、特に支障がなければお

願いをしていくという中で選任をさせていただい

ておるわけでございまして、事業の中で審議会の

委員として活躍をされている方に継続してお願い

しているのがこれまでの例でございまして、そう

いった意味で、公平公正な立場の中で発揮してい

ただけるという方にお願いをさせていただいてい

るのが現状でございます。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第49号について、挙手により採決します。 

 議案第49号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第49号 西三

河都市計画事業知立第三土地区画整理事業施行規

程を廃止する条例の件は、原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 議案第51号 平成24年度知立市水道事業会計未

処分利益剰余金の処分についての件を議題としま

す。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第51号について、挙手により採決いたしま

す。 

 議案第51号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第51号 平成

24年度知立市水道事業会計未処分利益剰余金の処

分についての件は、原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 議案第52号 平成25年度知立市一般会計補正予

算（第４号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○田中新委員 

 １点だけ確認をさせていただきます。 

 実は、新地公園の中に時計台がございまして、
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その時計は１日６回キャラクターが回って、その

時点でメロディーが流れる仕掛けになっていると

思います。 

 28ページ、都市計画費第４項ございますね。そ

の中で、時計台の修理というのは何の項に入るん

ですか。 

○都市計画課長 

 済みません、質問の御趣旨の中で、28ページと

いう中で、都市公園緑地費の中の公園維持管理事

業の委託料の時計ではないですか。 

○田中新委員 

 それに関しまして。 

 それで、それが時間によりましてモニュメント

とメロディーが一致せずに、タイムラグを生じて

おります。これは、タイムラグを生じるような仕

掛けなのか、タイムラグなしに、例えば正午に扉

が開いてモニュメントが動いて、そこでメロディ

ーが鳴るような仕掛けになってるんでしょうか。 

○都市計画課長 

 ちょっと今の御質問に関して、しばらくお時間

をいただいて、後ほど御回答させていただきたい

と思います。 

○田中新委員 

 後ほどよろしくお願いします。 

 以上で私の質疑は終わります。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

○明石委員 

 ２点ほどお聞きします。 

 ８款、２項、２目、27ページですけど、幹線市

道路面緊急改良事業3,500万円、これは牛田西中

線の都市計画道路だと聞いております。これ、国

庫支出金が400万円減っておるわけですが、減っ

た理由をまずお聞かせください。 

○土木課長 

 国庫支出金がマイナス400万円となっておりま

す。これにつきましては、社会資本整備総合交付

金で要望しておったものにつきまして採択がされ

なかったということで、マイナス400万円という

ことです。 

○明石委員 

 これは、今回の補正予算に3,500万円上げてき

たわけなんですが、国庫の要望が認められなかっ

たというのは理解できます。では、何でこの９月

補正予算の中に上がってきたか。当初予算の中で

は、これは予定されていなかったというふうに理

解してよろしいわけですか。 

○土木課長 

 当初予算におきましては、要望していこうとい

うことで当初予算には計上させていただきました

けど、実際に内示を受ける段階では、不採択とい

うことでございます。 

○明石委員 

 400万円は別としまして、これが採択される、

されないは別としまして、新たに今回の９月の補

正のところで3,500万円が上がってきたわけです

よね。当初１億9,270万円で計上されてまして、

今回９月で3,500万円上がってきている。もとも

とは、これは当初にはこの3,500万円が予定され

ていなかった事業になるのかどうかということを

お聞きします。 

○土木課長 

 １億9,270万円は道路維持費全体でございます

ので、幹線市道の路面緊急改良事業、これにつき

ましては当初で2,400万円計上しておりました。

そのうちの400万円を補助金ということで計上さ

せていただいておりまして、今回、新たに３路線

を追加させていただきまして、3,500万円の補正

予算をお願いしております。しかし、先ほどの

2,400万円のうちの補助採択がなかったものにつ

きまして一般財源化しておりますので、一般財源

としてはさらに400万円プラスで3,900万円という

ことでございます。 

○明石委員 

 確認ですが、当初、平成25年の予算のときには、

この3,500万円は予定していなかったと。ここ半

年たったうちに、安全対策工事が必要になったと

いうことで、一般会計から3,900万円を計上した

という理解でよろしいわけですね。 

○土木課長 



 

- 6 - 

 そのとおりでございます。 

○明石委員 

 よくわかりました。 

 続きまして、８款、４項、３目の29ページ、公

共下水道事業特別会計繰出金事業ということで、

4,576万4,000円が特別会計のほうに繰り出しをし

ていますけど、これはどういう理由で特別会計に

これが移ったんでしょうか。ちょっと勉強のため

に説明をお願いします。 

○下水道課長 

 これについては、平成24年度の決算におきまし

て、収入から支出を差し引きました黒字分を毎年

度同様に出資をいただいておるものですから、そ

れを黒字分を一般会計のほうへ戻すというもので

ございます。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

○佐藤委員 

 それでは、今、明石委員が聞きました幹線市道

ですけども、これについては元気印の交付金が予

算化というふうに説明があったかと思いますけれ

ども、その辺ちょっとお知らせください。 

○土木課長 

 補助金としては減額ということですけど、元気

交付金の対象事業として事業を当てるということ

で、財政のほうから伺っております。 

○佐藤委員 

 それで、今３路線ということでありましたけれ

ども、３路線はそれぞれどこなのか、それと、ど

れぐらいの範囲でやられるのか、その辺はどうで

しょうか。 

○土木課長 

 まず、１路線は牛田町20号線の昭和４丁目でご

ざいます。この路線につきましては、去年から継

続してやってきておりまして、当初1,200万円で

予定しておりましたけど、設計を実際にしてみま

すと予算が足りなくて、600万円、ここで補正さ

せていただくと全線が完了するということになり

まして、当初1,200万円を1,800万円ということで

追加をお願いしております。延長的には、410メ

ートルでございます。 

 それと、もう１路線が、これは市道牛田西中線

の八ツ田小学校から南に240メートルほどでござ

います。県道との交差点まででございます。この

区間の路面の補修ということで、この部分が

2,000万円でございます。 

 それと、もう１路線が同じ牛田西中線でござい

ます。正文館の北側の端から次の信号交差点まで

約200メートル区間、この部分の路面補修という

ことで900万円、あわせて3,500万円でございます。 

○佐藤委員 

 路面補修ということでありますけれども、昭和

のところ、かつて路面のぐあいが悪くて、大変騒

音が車が通るとするということで、アオキスーパ

ーの手前まで工事がかつてやられましたけれども、

特に八ツ田小学校、牛田西中線ですね、そういう

関係はそのような形での路面の工事をやられるの

か。工事の中身は、ただ単にでこぼこだから補修

するのか、近隣住民からそうした騒音等があって、

そうした対策で、そういうふうにやられるのか、

その辺はどうなんですか。 

○土木課長 

 最近、特に１号線から西中インターに通じる大

型車両が極端に多くなってきております。舗装に

つきましては、耐久性ですけど、５年から10年ぐ

らいあるわけですけど、特に大型が多い場合は、

やっぱりウエーブだとか、亀裂だとか、そういっ

た現象がどうしても数年たつと起きてしまいます。

今回のこの案件も同じ状況なんですけど、そうい

ったことで、表面の10センチ、２層で舗装してあ

るんですけど、通常は乗用車程度だと１層はがし

て、その上にまた補修するということでいけたわ

けですけど、大型車が多いということで、ここは

２層分を処理していきたいというふうに考えてお

ります。ですから、大型車のそういったウエーブ

だとか亀裂の対応をさせていただくということで

ございます。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それと、もう１点、その下の生活道路の新設改
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良、これについても御説明ください。 

○土木課長 

 生活道路新設改良事業の300万円の補正でござ

います。これにつきましては、牛田町山屋敷２号

線ということで、学校のグランド周辺の道路の整

備を計画をしておるんですけど、そこに排水路が

あるものですから、その周辺の排水路を整備する

学校の真ん中を通すということで、グランドの真

ん中を通す排水路工事を実施していくということ

で、当初予算では平成24年度予算の繰り越しをさ

せていただいて、工事のほうを進めていくわけで

すけど、通学路沿いも若干、20メートルぐらいで

すか、あわせて整備、グランドの中と通学路部分

も整備するという中で、学校ですとか、業者との

調整の中で、現道の中で作業ができるということ

で発注はさせていただいたんですけど、そういっ

た協議をしていく中で、中学校の生徒の通学がか

なり多いということで、そういった生徒の安全を

図るという意味合いで、工事箇所の隣に通学の仮

設通路を設けたほうがより安全が図れるというこ

との中で、その部分の費用を今回補正させていた

だいて、通学の安全を図っていこうという、そう

いうものでございます。 

○佐藤委員 

 牛田山屋敷２号線については、私も道路が狭い

ということで改良を求めてきましたけれども、実

施計画の中では、今年度は丸がついてなくて、今

年度については、山屋敷川に通じる排水路の工事

がたしか予算化されているというふうに思うんで

すけれども、その辺との関係で、ちょっと場所的

にぐるっと排水路を管路化というよりも、グラン

ドの中を排水路を通して、外を埋め戻ししていま

す、工事をやって、道路拡幅、できれば歩道整備

をするということが一つ計画をされているという

ふうに思うんですけども、ちょっと今の説明だけ

だと、どの場所からどの場所ということが余りよ

くわからないんですけども、これは当初予算には

なかったと思うんですけど、それは前倒ししてや

るということですか。ちょっとよくわかりません。 

○土木課長 

 平成24年度の３月補正をさせていただいて、そ

の部分を繰り越しをして、平成25年度に施工する

という予算体系になっております。場所としまし

ては、竜北中学校の周辺の道路と排水路がずっと

あるんですけど、その道路拡幅ということの前段

で、排水路がありますので、その排水路をグラン

ドの中を通して、排水路が必要なくなった周辺道

路を以後整備していくという中身になるわけです

けど、その前段で、グランドの中に排水路を設け

るというのを繰越事業で行わさせていただきます。

その事業を行う中で、ほとんどがグランドの中で

すけど、一部、山屋敷町２号線の部分があります

ので、西門の付近が20メートルぐらい若干ありま

すので、その部分の工事を行うときに、その道路

の中だけで重機を置いたり、歩行者を通したりと

いうことでやれると判断をしておったんですけど、

学校教育だとか、そういったところと協議してい

く中で、生徒がかなり多いという中で、より安全

を図っていくという意味合いで、その工事エリア

の外に歩行者用の通路、そういったものを設ける、

そうしたほうがより安全が図れるだろうというこ

とで、その通路部分の工事費用を300万円補正さ

せていただくという、そういった中身でございま

す。 

○佐藤委員 

 そうすると、排水路をグランドを通すというこ

とですけれども、その前段の工事で、西門があり

ますよね。そうすると、現道があって、隣に田ん

ぼがありますよね、市の土地で、山町の区画整理

の種地だと。この間、駅の移設ということがあっ

て、そこをテニスコートがつぶれた分、どうかと

いう議論もありましたけども、そちらのほうに通

学路の安全対策として、20メートルほどそうした

対応をするということでしょうか。今だと、西門

のところは道路を挟んで田んぼしかないわけです

ので、学校側にそれをつくるわけではないのか、

それとも田んぼ側のほうにそういうものを一次借

りるとかそういうことをして、そうした道路を仮

設的に、安全対策のためにつくるのか、ちょっと

図がないとなかなかそれはわからないので、どう
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なんでしょうか。 

○土木課長 

 大体、おおむねそういう感じですけど、グラン

ドから真っすぐ通して、旧の山屋敷の排水路に真

っすぐつながらなくて、クランクにちょっとなり

ますので、そのクランクのこの部分が通学路と平

行している排水路があるんですけど、その部分の

工事をやるときに、西側の市の所有地、その農地

の部分に仮設的に工事期間中の通路を設けるとい

う、そういった作業になります。 

○佐藤委員 

 そうすると、市が持っている土地のところに排

水路をつける、その工事をするために、クランク

で山屋敷川に入る水路等を取りつけるわけなもの

だから、そこの通学路になっている部分について、

迂回する意味で田んぼをつくって安全対策をとる

と。ちょっと後で図面くださいね。お願いします。 

 それで、そうすると、そういう形で竜北中学校

の周辺道路の整備に具体的に着手をしていくとい

うことですけど、そうすると、着手するためには、

とりあえず前段として、今こういうことを言いま

したけども、校庭の中を排水路を抜かないかんわ

けですよね。その工事は、いつやられるんでしょ

うか。というのが、この工事をやるのとあわせて、

ちょっと所管が違いますけど、グランド整備も一

つ課題になってますよね。それはグランドを何メ

ートルぐらい抜いて、工事の使用といいますか、

そういうものと、それから具体的に、年次的にど

のような形でこれから整備をされていくのかなと、

その辺はどうでしょうか。 

○土木課長 

 グランドの中を抜くのと、それから２号線の道

路沿いを工事するのとは、同じ工事でございます。

これは繰越工事でございます。補正させていただ

くのは、西側の農地の部分に仮設通路を設けると

いうのが補正の部分でございます。グランドの工

事の関係につきましては、ちょっとグランドの工

事の内容は詳しくないんですけど、教育委員会と

調整しながら、この工事を来年の２月いっぱいぐ

らいまでに全てを終えるという、そういう計画に

なっております。 

○佐藤委員 

 そうすると、グランドを抜く工事をやるわけで

すけども、今回９月補正が出されて、これが可決

をされれば、具体的に何月から、２月ぐらいまで

にグランドの工事をやるわけですけども、すぐに

これが可決されたら、入札をやって抜くというこ

とですけども、それが今年度中に終わって、そう

すると次年度は、周辺の学校周りのところの工事

を具体的に来年度、何カ年かけてこれは整備をさ

れるんですか。 

○土木課長 

 この前段の工事が終わりますと、排水路部分が

暗渠化できるものですから、グランドの周辺を整

備していくということになります。当初計画では、

２カ年で整備していこうという話でありましたけ

ど、今年度中に新駅の関係がどういう進展になる

か、ちょっと予測ができない状況の中で、あと手

戻りになってもいけないものですから、排水路に

つきましては今年度に終わっちゃいますけど、周

辺道路の整備につきましては、今年度は通学路が

西から来て、グランドにぶつかるわけですけど、

そこぐらいまでは来年度できるのかなというふう

には思っておりますけど、あとにつきましては、

新駅の工程と合わせていく話になろうかと思いま

す。 

○佐藤委員 

 これは、そういう形でグランドを抜くというこ

とと、もう一つは、今年度予算ですか、排水路と

同時に、田んぼの中を走っている、山屋敷川に通

じる排水路もありますよね。あれについても工事

はされるんですか。 

○稲垣委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午前10時41分 

――――――――――――――――――― 

再開 午前10時42分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○土木課長 
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 失礼いたしました。 

 竜北中学校から下流、山屋敷川までの排水路の

ことかと思いますが、この件につきましては、昨

年度、調査をさせていただきまして、改修計画等

を検討させていただきましたけど、山町の区画整

理事業のエリアでございます。山町の区画整理事

業の動向を見ないと、どういう施工ができるのか

なというその辺がちょっとまだ判断ができないと

いうことで、工事開始するにつきましては、しば

らく山町の区画整理の動向を見た中で計画をして

いくということになります。 

○佐藤委員 

 実施計画を見ますと、今年度、それから来年度、

それから2015年、３カ年のやつはそれぞれ計画、

それ以降どうなっているかちょっとわかりません

けれども、おおむね当初の計画では３カ年で終わ

る計画だということですかね。 

○土木課長 

 その計画というのは、山屋敷のグランド周りの

計画のことですか。 

 そうですね、今までの実施計画におきましては、

グランドの中に通すのが１カ年、それから周辺道

路を２カ年で整備するという、そういう計画で実

施計画を組んでおりました。 

○佐藤委員 

 ３カ年で、概算工事費はどれぐらいを予定され

ていましたか。 

○稲垣委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午前10時44分 

――――――――――――――――――― 

再開 午前10時45分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○土木課長 

 全体事業費としては、約２億5,000万円でござ

います。 

○佐藤委員 

 それで、当初は、今言ったように２億5,000万

円という形です。ただ、駅移設の問題、それと今、

排水路の関係で、山町の区画整理の関係というこ

とがありましたけれども、当初の計画で２億

5,000万円かけて、道路総延長と道路拡幅はどの

ような形でなっていくのか、この辺はどうでしょ

うか。 

○土木課長 

 周辺の道路の全体延長としましては480メート

ルで、約３メートル程度の片歩道を設置しまして、

全体を約９メートルぐらいの道路整備を考えた内

容となっております。 

○佐藤委員 

 それで、もう一つは、今、駅の移設ということ

がありまして、当初の計画どおりにはいかないと。

竜北中学校のテニスコート部分のところが駅の移

設広場ということになります。そうすると、従来

予定していた道路形状というか、道路のとり回し

と違ってくるわけですけども、駅の移設という形

でまだ結論が出てなくて、駅を、例えば今週の日

曜日の日に、28日の日に地元説明会、市役所での

説明会がありますけども、国との関係で移設が認

められるかどうか、ちょっとありましたよね、ス

ケジュール的に、駅移設。そうすると、駅移設自

体はたしか平成30年以降ですよね。そうすると、

この事業は、当初していたよりも大分延伸される

のじゃないかなという感じもしますけれども、そ

の辺はどうなりますかね。 

○都市開発課長 

 移設関連では、踏み切りのところのＴ字交差点

から移設駅の駅前広場までは連立関連として、都

市開発課のほうで整備することになっております。

その整備時期につきましては、今、委員がおっし

ゃられたとおりの内容でございます。平成30年と

いうことですが、若干遅くなりそうな感じもあり

まして、平成32年、平成33年というような今、計

画を聞いておるところでございます。 

○佐藤委員 

 それから、もう一つ、山町の区画整理もなかな

か、規模を縮小してやろうということであります

けれども、その見通しはどうでしょうか。その見

通しが立たないと、排水路の工事もできないとい
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うことになります。一つは、駅移設の問題があり

ますし、もう一つは、山町の区画整理となります

けど、これは山町の区画整理の見通しとの関係で、

排水路の工事というものはいつぐらいになるのか、

いつぐらいを目指すのか、その辺はどうでしょう。 

○まちづくり課長 

 山の区画整理の話でございますが、今年度、仕

切り直しと言ったら何ですけども、新たに面積等、

区域を設定し直しまして、今年度、区画整理設計

を行っております。予定でうまくいきますと、駅

移設等の問題をちょっと調整いたしまして、来年

度、組合設立等々が始まってくるわけなんですけ

ども、駅移設との絡みの学校のテニスコートの移

設用地と、こちらのほうのまたすり合わせと、こ

れからでございますので、少しうちとしましては、

そちらのほうを決めないと、ちょっと計画等が見

えないところでございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、中学校周りの道路計画というもの

は、駅移設が今言われたように、平成32年にでき

上がると。でき上がるのはそれだけれども、その

前に、あそこに駅移設だよということを国がＯＫ

すれば、移設がかなうわけだけども、それは国と

の関係で手続せないかんと。連立の事業の中に新

駅も含めるという手続の問題があって、その手続

がうまくいったとして、いつに新駅移設が決定さ

れるんですか、最短で。 

○都市開発課長 

 これから地元説明に入りまして、御理解をいた

だければ、年度内には名鉄、愛知県、知立市、３

者の中で正式な合意をいたしまして、それから国

に協議をすることになります。ですから、来年度

中には結論が出るかと思っております。 

○佐藤委員 

 そうすると、順調にいって、平成26年度中に新

駅に移るよと決定されるということ、最短でそう

なった場合、そうすると来年ですので、2014年と

いうことだと、駅の大体の広場の見取り図も示さ

せてもらっておるわけで、そうすると事業計画自

体は最短でいけば、来年度中には新駅が確定する

ということになれば、事業自体はどのような形で、

これ、調整が要るわけですけども、粛々とその部

分を除いて進めてくのかどうか、予定どおり2015

年にこの事業が完結するのか、その辺の見通しは

どうでしょうか。 

○土木課長 

 私のほうとしては、駅が来るのか来ないのか、

その辺もまだはっきりしてない中で、今後２億円

を投じて周辺を整備していっていいものかどうか

という、その辺があるんですけど、当面、来年度

につきましては、その駅が来ても来なくても支障

のない範囲の中で、下流から整備をしていきたい

と思います。 

 それから、条例につきましては、駅の動向によ

って計画をつくり直さなきゃいけない状況があり

ますので、これは都市開発課のほうと協議して、

計画と、それから施工年次等も調整していきたい

と思っております。 

○佐藤委員 

 そうすると、駅との関係で、排水路も山町の区

画整理の関係でどうなるかはわかりませんけれど

も、今年度中にグランドを通して、来年度以降に

ついては、駅部分を除いて、下流からですので、

西門のほうから道路の築造といいますか、工事と

いいますか、それを予定どおり進めていくという

ことですよね、今の答弁は。上流ということです

ので、上流ということになりますと、駅の正門の

ほうのところから線路ぎわのところ、線路の並行

する排水路、あの関係は様子を見てと、こういう

ことでよろしいですか。 

○土木課長 

 はっきりしない場合につきましては、西から来

る通学路、そこまで100メートルちょっと切るか

なと思いますけど、通学路までは整備しても、手

戻りはないだろうということで、そこまでは来年

度予定したいと思っております。 

○佐藤委員 

 わかりました。通学路というのは、１号線をく

ぐって、牛田山屋敷２号線の接合するあの部分ま

ではとりあえずやりますよと、あとについては駅
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移設との関係、それがどうなるかわからんので、

保留しつつも、最短でいけば来年度駅移設が決ま

ると。そうすると、2016年度にはそうした工事が

可能になりますよね。そうすると、予定どおり、

事業費ベースでいけば、通学路まででとまるわけ

ですので、それを最短で決まった場合については、

2015年度には決まったということであれば、それ

は工事できるわけですので、予定どおり2015年度

中には終われるということになりますよね、最短

でいけば。ただ、その単年度にかける工事費が来

年度が薄くて、2016年度にかける工事費が厚くな

りますけれども、今の話を聞けば、それは可能だ

なと、そんな見通しが今の答弁でわかるわけです

けども、どうでしょう。 

○土木課長 

 来年度、若干はやれるにしても、やはりその後、

残る残事業がかなり多いですし、私としては２カ

年ぐらいまだかかるんじゃないのかなと。それと、

やり方が、新駅が来ることによって経路が変わっ

てしまうものですから、設計そのものもちょっと

やり直さないけない状況がありますので、それと

駅だけじゃなくて、ほかの関係もどういう構想が

もたれるのか、その辺も考慮した中で、計画して

いかなきゃいけないのかなと。何にしても、多額

の費用を道路に投じますので、手戻りのないよう

な形で協議していきたいと思っております。 

○佐藤委員 

 わかりました。ぜひそうした点では、都市整備

部のほうと調整していただいて、区画整理の関係、

新駅の関係がありますのでね。しかしながら、速

やかにこれが施工されて、完了することを希望し

ているところです。 

 それから、次ですけれども、その下の長寿命化

計画についても御説明ください。 

○土木課長 

 橋梁の長寿命化修繕工事でございます。今回、

五輪橋と北吹戸小橋ということで、橋梁長寿命化

計画の中の、10年計画ではございますけど、その

中の部分で、こういった工事をしていきたいとい

うことなんですけど、この計画はことしの３月に

できたものでありまして、当初予算の作成時には

ちょっと計画等が出ていなかったものですから、

ちょっと当て馬的な形で予算計上させていただき

ましたので、今回はっきり金額等が組まれて、そ

の差額分、それを補正させていただくということ

になりましたので、お願いいたします。 

○佐藤委員 

 そうすると、橋梁の長寿命化については10年計

画ということを言われましたけれども、これにつ

いては、公共施設のあの計画の中にこれが全体と

しては位置づけられている工事ですかね。この橋

梁については、対象の橋の長さはどういう内容で

したか。 

○稲垣委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午前10時58分 

――――――――――――――――――― 

再開 午前11時07分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○都市計画課長 

 先ほどの田中新委員の質問に対して、大変失礼

いたしました。 

 新地公園のからくり時計の件でございます。 

 からくり時計とからくり人形の動きにタイムラ

グがあるのかという御質問でございましたけども、

からくり時計、一応現在、午前９時、午前10時、

正午、午後１時、午後３時、午後４時の５回から

くり人形が動き出す仕組みになっております。タ

イムラグについては、そういった形でつけており

ませんので、ずれているということでありました

ら、一度現場のほうを調査させていただきまして、

修正させていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○土木課長 

 橋梁長寿命化計画の対象の橋梁の橋長はどのぐ

らいかという話ですけど、対象の橋梁としては、

橋長15メートル以上の橋梁と、それから更新費用

と比較して補修のほうが経済的、そういった橋梁、

それから地震発生時に通行を確保すべき橋梁、そ
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ういった３点を主眼に置いて、26橋を選定してお

ります。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 次のページですけれども、まず一つは、知立環

状線整備事業ということで予算が計上されていま

すけど、これについて御説明ください。 

○都市計画課長 

 知立環状線の整備事業でございます。 

 今回、追加補正させていただいている事業に関

しましては、平成25年度事業として、一般会計予

算にて当初５件を用地買収、物件補償で１億

5,000万円を計上させていただいておりました。 

 今回の事業費の補正は、当初分の土地費物件補

償の精査によるものと、新たに２件、追加施工す

るものでございます。これは、社会資本総合交付

金の配当が多くついたために、交付金を前倒しし

て実施するものでございます。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、今の説明だと、当初で１億5,000

万円予定をされたと。しかしながら、精査をした

ということですけども、精査をしたということは、

予算上は５件をやったけれども、実際には１億

5,000万円以上かかったということで、今回、追

加分として補正をされた、加えて２件分の用地を

購入する、そして移転補償金を払うというような

ことなのか、もうちょっとわかりやすくそこを説

明してください。 

○都市計画課長 

 今回の補正の１億800万円の内訳でございます。 

 当初予定しておりました１億5,000万円に対す

る精査の分で、今回、追加補正で約3,100万円分

を精査分として上げさせていただいております。

追加補正で、２件追加させていただきますけれど

も、その分で7,700万円とさせていただいており

ます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そうすると、精査をした結果、１億5,000万円

を予定していたけれども、実際には3,100万円少

なくて済んだということですか。ふえたというこ

とですか。3,100万円ふえたわけですよね。そう

すると、3,100万円ふえて、当初は５件分で498平

方メートルを購入し、それに見合う物件補償、移

転補償をするということでしたけれども、どの部

分でこれはふえたんですか、3,100万円というの

は。用地のほうなのか、移転補償なのか、その辺

の内訳をもうちょっと詳しく教えてもらえますか。 

○都市計画課長 

 3,100万円の増額分についてでございますが、

今回ふえている部分は、物件費で約3,300万円の

増、用地費で約200万円の減でございます。この

物件の3,300万円の増に関しましては、当初、予

算計上させていただいておるときには、建物の物

件調査、こういったものが終わっておりませんで、

概算で計上させていただいておりました。その後、

物件調査等を行いまして、建物のうちの補償額を

正式に出させていただいております。その段階に

おいて、当初の見込みと3,000万円ずれが生じた

ということでございます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そうすると、この環状線については、物件とし

ては23件程度、それに見合う用地を購入し、なお

かつ移転補償を払わないかんということですよね。

この事業認可が、平成24年度に事業認可をされた

ということで、ことしが初年度で、５件の用地を

買うと、498平方メートルですかね、５件分の補

償をするということですけども、通常のやり方で

見たときに、物件についてのところが3,300万円、

それから用地について200万円、概算だというも

のの、その幅が余りにも大き過ぎはせんかという

ふうに私は思いますけれども、その辺の精査は当

初予算を立てるときに、もうちょっとしっかり精

査をできたんじゃないですか。今ここに来て、聞

かなきゃわからん話で、聞いたからそこが明らか

になったんですけど、通常そういう形で、もちろ

ん予算計上だから概算ということなんだけども、

概算にしたって、もうちょっと精度を上げるよう
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な予算計上の仕方をするべきものじゃないですか。

この辺ちょっと非常にわかりにくいなという感じ

がしますけど、どうなんでしょうか。 

 今後も、今回５件と２件ですので、23件で、あ

と18件分あるわけですよね。そうした点で、今と

同じようなやり方をやれば、そうした若干の誤差

は当然出るのはあれですけども、余りにも大幅な

誤差じゃないかなと、3,500万円というのは、１

億5,000万円に対してですよ。その辺はどういう

認識かなというふうに思いますけど、どうでしょ

う。 

○都市計画課長 

 今、佐藤委員の御指摘のとおり、3,000万円の

当初予算からの誤差というのは、確かに若干大き

い面があったかなというふうに私も思っておりま

す。ただ、概算段階において、建物の調査をさせ

ていただく前の段階で、木造、非木造に対してあ

る程度、平均単価を掛けた形で概算というものを

出させていただいております。そういった中で、

木造、非木造の分類が若干見誤ったという点もあ

るかというふうに考えております。そういった意

味では、今後そういったことのないように、もう

少し精査した形の中で、概算ももう少し精査して、

慎重に対応させていただきたいと思います。 

 それと、今後18件、残りの分についてでござい

ますけども、それも含めた形の中で、現段階にお

いて一度全体事業費の見直し、ある程度精査も行

って、現事業費の中で対応できるかどうか、その

辺の判断も進めさせていただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 ぜひその辺の精査がないと、当初予算と大幅な

ずれが生じると。トータルで約10億1,000万円ぐ

らいの用地費購入、移転補償という総額が、これ

も概算ですけど、出てるわけですけども、実際に

用地を購入し移転補償をしたら足が出るというよ

うなことではいかんわけですよね。そんなことか

ら、ぜひそうした点では精査をしっかりしてもら

いたいなというふうに思います。 

 それともう１点、物件で3,300万円ということ

ですけども、５件全部にこれが該当するのか、何

件分なのか、そこのところと、200万円という用

地についてどうなのかということです。その辺は

どういうふうですか。 

○都市計画課長 

 物件の3,000万円に関して、全体かどうかとい

うことでございますけども、ちょっと私、申しわ

けございません、資料的にちょっと持ってござい

ませんけども、たしか１件の建物に対して大きな

差があったというふうに感じております。それは、

やはり先ほども申しましたように、木造、非木造

の判断の誤りではなかったかというふうに解釈し

ております。 

 それと、200万円の用地費のマイナスのほうで

ございますが、用地費は当然土地の基準価格、そ

れから定めになっておりますので、年度において

用地費のスライド、差額を補正させていただいて

おります。ですから、今回の200万円に関しては、

当初計画を立てさせていただいた段階から、今年

度までの用地費のスライドによるマイナスの200

万円という形でございます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 それで、ここについては今後18件ありますよね。

今回５件プラス２件を予定をされるわけですけど

も、移転補償という形で、お金で清算される方も

みえれば、代替地をくださいという方もみえるん

じゃないかというふうに思いますけども、今現在

こうした話を、環状線を購入、もう都市計画決定

したわけですので、そこに該当される18件の方は、

みんなわかるわけですよね。そうした方たちは移

転補償金をいただいて、自分の好きなところへ新

たな家を建てる方もおるけれども、代替地をくだ

さいという方はみえますか。 

○都市計画課長 

 街路事業といたしまして、原則として私どもは

全て移転補償金で対応させていただいております。

今、佐藤委員がおっしゃられたような形で、代替

地を希望される方もおみえになります。そういっ

たときには、ある程度、民民での売買という形に

なりますけども、その点に関しても当然、市のほ
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うも間に入って、全く知らぬ存ぜぬという形では

なく対応させていただいております。 

○佐藤委員 

 代替地という形ですけれども、それと、もう一

つお聞きしたいのは、たしか土地開発基金のほう

から土地開発公社のほうに１億5,000万円余、498

平方メートルについて借り入れをし、そして土地

開発公社でもって、一般会計の予算だけでは対応

できんということで、土地開発基金から借りて、

土地開発公社が用地を購入すると、後でそれは買

い戻すんですけど、これについては具体的にどの

ような動きになっているんでしょうか。 

○都市計画課長 

 おっしゃるとおり、今年度、一般財源のほかに

公社のほうで先行取得４件を予定させていただい

ておりました。しかし今回、先ほども２件追加さ

せていただいておりますけども、これは社会資本

総合交付金の配当が多くついているということで、

その公社の分を今回２件をこの社会資本整備総合

交付金で対応しようということで、一般財源のほ

うへ回しております。残りの２件につきましては、

まだ公社という形の中で進めていきたいというふ

うには考えておりますけども、ただ、まだちょっ

と交渉ごとでございますので、実際にやれるかど

うかというのはまだちょっとわかりませんけども、

今のところは当初計画のまま、公社で２件という

形で考えさせていただきたいと思っております。 

○佐藤委員 

 それで、18件あるわけですけれども、いち早く、

これは環状線を早く整備をするということで、こ

れは平成30年までですよね、これは事業としては。

事業としては、道路築造も含めて30年ということ

ですので、そうすると残りの18件の用地を購入し、

移転補償費を払っていくという行為をするわけで

すけど、これはいつぐらいまでに完了を目指して

おるのか。その辺は、ことしが平成25年度ですよ

ね、あと５年で全部用地購入をやり、築造をやる

という行為もするわけですので、用地購入はいつ

まで完結をし、やっていこうとしてるのか、その

辺のスケジュール的なものをちょっと教えてくだ

さい。 

○都市計画課長 

 スケジュール的なものでございますが、今、私

どもが考えているのは、平成27年ないし平成28年

までに全て用地、移転、物件補償を終えさせてい

ただいて、平成29年と平成30年で築造工事のほう

に進めたいというふうに考えております。 

○佐藤委員 

 それで、これは市の対応する部分ですよね。道

路として完結するには、県の用地購入をし、県が

対応する分についても、当然のことながら同じよ

うなスケジュールの中でやらざるを得ないという

ふうに思いますけど、県のほうの対応は、380メ

ートルか、これは、それから移転物件の数が31件

というような形で、長さも市施工よりも２倍ちょ

っと長い区間で、件数も10件弱多いわけですけど、

これは現状になってますでしょうか。 

○都市計画課長 

 今、佐藤委員のお話になってるのは、知立環状

線の安城知立、弘法線までの間の部分のことだと

思います。県施工分で、知立環状線は、本郷知立

線のタッチする交差点部分、その部分55メートル

分はもう既に本郷知立線と合わせた形で、事業認

可は受けております。ただし、本郷知立から安城

知立、弘法通線まで、この間に関しては、まだち

ょっと事業認可のほうを受けておりません。それ

は現在、鉄道高架事業の仮線の位置、これが北に

なるのか、南になるかによって知立環状の用地買

収も変わってきますので、ある程度、そこの鉄道

高架事業の仮線の状況を見ながら、知立環状のほ

うのその部分については進めていくというふうに

聞いておりますので、まだ現段階において、ちょ

っと申しわけございませんけど、スケジュール的

なものに関してはお答えができません。 

○佐藤委員 

 そうすると、ちょっとこの図面で見ますと、本

郷知立線ですよね。県施工の部分は、ここから井

谷屋のここの間が県施工分、本郷知立線を含めて。

そうすると、本郷知立線については事業認可を受

けてますよと。しかしながら、ここの部分につい
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ては事業認可を受けてないということですよね。

しかし、期限はいずれにしても、これについても

平成30年までにつながらなきゃおかしな話で、本

郷知立線も含めて、つなげた上で、鉄道高架が三

河線を上がってそこを通るということになります

ので、そうすると、まだこれは決定をされていな

いので、用地購入も具体的なアクションは何もさ

れてないということですよね、今の説明だと。そ

れでよろしいですか。 

○都市開発課長 

 連立関連でございますので、私のほうから回答

させていただきます。 

 知立環状線のその部分でございますけれども、

また駅移設の関連ですが、駅移設がされますと、

鉄道の線形が変わってまいります。現在の線形で

すと、ホームが線路線形から出っ張った形で決定

されておりまして、環状線とホームの間がわずか

な土地しか残りませんので、その部分が今、道路

用地に含まれています。そういった道路の都市計

画決定がされていますが、駅が移設されますと、

その出っ張り分がなくなることによって、道路区

域にする必要がなくなってくるという状況が発生

します。そのために都市計画変更という手続が必

要になりますので、駅移設がはっきりしない限り、

その都市計画変更の手続が始められないというこ

とで、まだ事業化がおくれているというところで

ございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、先ほどの議論の中で、駅移設は国

の認可を含めて来年度中に最短で可能だと、2014

年度、平成26年度で可能だと。そうすると、具体

的には平成26年度以降に、この都市計画決定を道

路はしているけども、事業認可としてはやられて

いないということになりますと、県の部分につい

ての事業認可は平成26年度以降と、こういう形に

なるんでしょうか。 

○都市開発課長 

 駅の移設と関連しまして、平成27年度に都市計

画変更するという今予定を立てていると聞いてお

ります。 

○佐藤委員 

 平成27年度に都市計画変更をやるということは、

ここの三河知立駅の出っ張り部分を、環状線を真

っすぐな線に直すということですよね。それを平

成27年度にやるということは、平成27年度以降に

事業認可をするということですよね。そうすると、

平成27年度に事業認可をするということだと、こ

の環状線、知立市部分については平成30年まで築

造が終わっちゃうということを言ってるんだけれ

ども、本郷知立線は別にしても、県部分について

は平成27年、平成28年、平成29年、平成30年、４

年ですかね、３年ですかね、その間にこれだけの

件数の用地買収をし、なおかつ道路築造と。道路

築造は早いかもしれんけれども、それはスケジュ

ール的に可能ですかね。一体的にこの道路はつな

がりますか。どうなんでしょう、見通しは。 

○都市開発課長 

 確かに物件がたくさんございますので、時間的

にはかなりかかるかと思います。しかしながら、

そういった計画で進めることが必要でございます

ので、県のほうにはそのスケジュールどおり行っ

ていただけるように働きかけていきたいと考えて

います。 

○佐藤委員 

 今の話を聞きましたら、平成27年度ということ

ですので、なかなか切羽詰まった内容だなという

ことを、市の部分はできても、県のところはなか

なかことが前に進まんということになると、切羽

詰まった事業になってるなというふうな感じで私

は受けとめました。 

 それで、もう一つ聞きますけども、知立環状線

にドッキングする本郷知立線ですね、これについ

ては、もう既に事業認可を受けているので、具体

的にこれについても平成30年までということです

よね、はっきり言って。これはもう県の施工です

けども、具体的にはどんな形で今進んでいるんで

しょう。用地買収や移転補償、ココストアのコン

ビニがありますけども、今何の動きもあそこら辺

はないわけですけども、その辺を含めて、見通し

をちょっと教えてください。 
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○都市計画課長 

 本郷知立線の関係でございますが、佐藤委員の

おっしゃったとおり、本郷知立線の事業認可、今

の知立環状と同じような形で平成30年までという

形の認可をとっております。 

 現在、愛知県のほうでこれは進めていただいて

いるわけでございますが、平成24年度に用地測量

は終わっております。平成25年度といたしまして

は、用地買収のための物件調査及び土地の価格を

算定する不動産鑑定を行っていただいております。 

 買収状況でございますけども、今年度からやは

り数名の方には一応お話を、交渉に入っているこ

とを聞いております。 

○佐藤委員 

 いずれにしても、なかなかスケジュール的には

厳しい事業の、一体的に、知立市部分はともかく

として、県事業も含めると、なかなかスケジュー

ル的に厳しい事態だなと。やるということを言っ

てますけども、延伸する可能性だってないとは言

えないような、特に県の部分については31件ある

よね。それを平成27年度に都市計画決定の変更と。

平成27年度中ですよね、これは。平成27年度中の

どこということがあるわけで、そうすると平成28

年、平成29年、平成30年というふうになるわけで、

３年間で用地買収やって、道路築造をやると、こ

れはなかなか厳しいスケジュールだなというふう

に思いますけど、一遍確認させてください。都市

計画変更は平成27年度中ということなのか、そう

なると事業期間は実質、事業期間としてはずっと

始まっているわけだけれども、具体的な用地交渉、

買収、築造というのは３年間しかスケジュールが

ないということなると、本当に大丈夫かなと、延

伸はないのかということがちょっと心配になりま

すけども、先ほど都市計画課長は、これは県にや

ってもらうように言ってもらいますということを

言いましたけれども、ちょっと心配にはなりませ

んか、このスケジュールは。 

○都市開発課長 

 先ほど来、平成30年に用地買収の完了というお

話が出ておりますけれども、その平成30年と申し

ますのは、やはり本郷知立線が三河線と交差する

部分、仮線が来ると、そこが通行どめになること

から、平成30年までには交差部分をつくっておか

なきゃいけないということで、平成30年というお

話をしております。当然、ネットとして安城知立

線、弘法通までつながるのが理想ですけれども、

連続立体交差事業としては、その部分がなくても

やれないことはない、あったほうが確かに工事跡

として使えますのでやりやすいわけですけれども、

なくても不可能ではないということでございます。

ですから、その部分が絶対に平成30年かというと、

そうではないですが、なるべく早く買収するに越

したことはございませんので、そういった働きか

けをしていきたいというところでございます。 

○佐藤委員 

 確かに知立施工分について広くなったと。しか

し、県施工分については、それはかなわなかった

となると、現道の広いところと県道の狭いところ

をドッキングさせるような形で使わざるを得ない。

ただ、都市開発課長が言われたのは、なかなか厳

しいので延伸もあり得るのかなというニュアンス

の答弁を今されたというふうに私は理解しました。

大体わかりました、これについては。ありがとう

ございました。 

 もう１点、お聞きをしたいわけですけれども、

公園維持管理事業の公園管理委託料、これは本会

議でも質疑がありましたけども、もう一度この点、

御説明をお願いしたいなと思います。 

○都市計画課長 

 委託料の中の公園維持管理事業、公園管理委託

料についてでございます。 

 今回の補正分は、公共工事の設計労務単価の取

り扱いによるもので、国から示されました直轄工

事における特例措置に基づき、公共労務単価を引

き上げるものでございます。今回、補正させてい

ただきます379万1,000円についてでございますが、

これは早期発注といいますか、４月早々に発注さ

せていただきました公園管理委託業務、その１、

その２、その３、その５に対する労務単価のさか

のぼった形の修正をさせていただいた差額による
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補正でございます。 

○佐藤委員 

 まず、そもそも公園管理委託料という形で、こ

れは企画文教委員会のところでその資料が出され

たもので、これによれば、公園管理委託料業務そ

の１という形で、新地公園を含めて22公園と、そ

して草刈公園を含めた21公園、昭和６号公園を含

めた24公園、あとは西井筋の緑道２号線ほかとい

う形になっておりますけど、公園管理業務委託料

というのは、そもそもどういう内容を含んでいる

のか。この間、長寿命化計画だとかいろいろ言わ

れてますけども、具体的な業務はどういうものか、

ちょっとお知らせください。 

○都市計画課長 

 公園管理委託業務でございますが、公園管理委

託業務につきましては、年間を通して公園の清掃、

樹木の管理、広場清掃、トイレ清掃、除草、樹木

の下枝の剪定、芝生の管理、パトロール等を行っ

ていただいております。 

○佐藤委員 

 これは、企画文教委員会に出されたやつですと、

それぞれ四つの、金額的には、今回補正された額

は379万1,000円でありますけれども、ここで見る

と、四つに分けて入札をされて落札をし、それぞ

れについて設計労務単価の見直しの中で今回補正

されたということですけれども、これはどんな形

で入札はされているんですか。 

○都市計画課長 

 入札につきましては、指名競争入札でやらさせ

ていただいております。 

○佐藤委員 

 そうすると、この四つの点で４本の入札があり、

それぞれ指名競争入札でやられたということでし

ょうか。 

○都市計画課長 

 おっしゃるとおりでございます。それぞれの委

託業務について、それぞれ指名業者を選定して行

っております。 

○佐藤委員 

 指名競争入札だということでありますので、そ

れぞれこれは何業者ぐらいを選定し、入札をやら

れているのか、その辺はどうでしょうか。 

○都市計画課長 

 済みません、金額によって換わってきますので、

ちょっと今、手持ちに資料がございませんので、

一度ちょっと確認させていただいた後、御報告さ

せていただきます。 

○佐藤委員 

 それで、そうすると予定価格の見積もりをしま

すよね。その中で、直接工事費という形で、労務

単価、資材単価、機械経費とかありますけれども、

労務単価についての見直しがあったということで

すけども、これは先ほど清掃、樹木の管理、除草、

トイレ、パトロールという形になりますけれども、

積算されている職種はどういうものですか。それ

によって労務単価はそれぞれ、愛知県の労務設計

単価になっていると、国が定めたものだけれども、

県の労務単価になっていて、それは職種ごとに労

務単価はさまざまあるよね。全部で51職種がある

わけですので、そのうち、どうしたものを対象に

して見直しをされたのか。 

○都市計画課長 

 今おっしゃられた労務単価でございます。今回、

変更の対象としておりますのが、公共労務単価と

いう形で、先ほど言われたように、例えばダンプ

トラックとか、そういったものは当然複合単価と

いう形になっております。ダンプトラックなんか

には、当然そういったトラックの送料のほかに運

転手とか、そういった形の労務が入っております

が、今回の変更の対象とさせていただいておりま

すのは、設計の中で直接労務費として上がってき

ております特殊作業員、普通作業員、造園業、あ

と軽作業員、そういった内容のものを変更の対象

とさせていただいております。これは、業者のほ

うに、今回変更の趣旨を説明する内容におきまし

ても、公共労務単価として設計で上がっている部

分、複合単価とかそういった市場単価は除くとい

う形で通知をさせていただいて、変更をさせてい

ただいております。 

○佐藤委員 
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 そうすると、平均で平成25年度の設計労務単価

は、平成24年度比で15.1％増というふうになって

いますけれども、今言われた特殊作業員や軽作業

員やいろいろありますので、平均すれば15.1％で

すけれども、それぞれにおいてその割合が違うの

で、そう単純ではないということであります。 

 それで、もう一つお聞きしたいのは、企画から

いただいた資料を見ますと、どういう形で、例え

ば単純に予定価格を積算しましたと、落札をしま

したと。そうすると、落札率が95％なら95％でも

いいですけれど、そうすると労務単価自体も単純

計算で100％を見積もったけども、実際には95％

で落札したものだとみなして、設計労務単価も

95％で計算をして、その差額分をここに計上して

補正したということなのか、そのやり方というか、

手法はどんなふうですか。単純に落札率は関係な

くて、その差額分をここで補正されたということ

なのか、その辺はどうでしょうか。 

○都市計画課長 

 今回の変更の方法でございますが、一般的な形

と同じでございます。直接工事費までの労務単価

を今回正式な引き上げの率の単価に構成しており

ます。その後、諸経費を掛けた形で、あと最後、

請負差額を掛けておりますので、今回の変更部分

は請負差額を含んだものというふうにお考えいた

だければ結構かと思います。 

○佐藤委員 

 今の説明では、１回では飲み込みができんなと

いうところですけども、請負価格ということは、

結局、落札率が反映した価格ということですよね、

早い話が。まず落札率を反映した価格、いわゆる

そこで労務単価も業者が積算しているわけなもの

で、先ほど私が言ったように95％なら95％で、例

えば前の業者の入れたやつよりも、落札率の関係

で、要するに95％の落札率でこちらの側も積算し

たもので、95％に、100％なら100％でもいいんだ

けれども、補正する場合に、こちらも落札したも

のとみなして95％に落として、その差額分をここ

で補正したというやり方ではないんですかという

ことを私は聞いたんですよ。そうではないんです

か。 

○都市計画課長 

 おっしゃるとおり、落札率を含めた形で、落札

率を乗じた形で変更契約額を算出しております。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それで、問題は、今回平成25年度の設計労務単

価を国が出しまして、一般質問でも言いましたけ

れども、公共事業を発注する自治体にも、もちろ

ん国が通知を出しました。それから建設関係、そ

れから民間同士のところでも設計労務単価の引き

上げをできるだけ反映する形でするようにという

ことが出されて、それもデフレ脱却の一つだとい

うことも言っているし、建設業に従事する方たち

も高齢化で後継者が、若い人が給料が安くて来な

いということでは困るという形でそういうふうに

したわけですけれども、そうした点で、ちゃんと

市ではこういう形で補正はしたけれども、それが

ちゃんと業者の、そこの事業者のところで働いて

いる、先ほど言った職種の方々にそれぞれきちっ

と反映できるかどうかが一番のかなめだと思うん

ですよね。そこは、どういう形で担保をされるの

か。もちろん、それは事業者が決めること、拘束

するものではないけれども、しかし今回の設計労

務単価の引き上げの根拠はそこにあるわけだもの

で、そこをきちっと業者に対して趣旨を理解して

もらって、それがちゃんと反映するという形が、

その仕組みがあればいいなと思うけど、残念なが

ら今それはないわけなので、どうしていくのかな

ということが問題になると思うんですが、その辺

はどうでしょうか。 

○都市計画課長 

 今の佐藤委員がおっしゃったとおり、市のほう

から、言葉が適切かどうかわかりませんけど、末

端の労務者までに、今回の変更補正分が反映され

ているかどうかというのは、市のほうとしては確

認しようが正直言ってございません。ただ、私ど

もといたしましては、やはり今回のこの変更の趣

旨を各事業者の方に御理解をいただいた上で、そ

ういった形で今回変更するという形で通知をさせ
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ていただいておりますので、事業者に対してそう

いった形のことをお願いするということでしか対

応はせざるを得ないというふうに考えております。 

○佐藤委員 

 その点で、ちょっと所管は違いますけれども、

土木、それから都市整備については、工事関係の

ところが非常に多いところですよね、はっきり言

って。そうしてみますと、私は今、知立市では総

合評価方式５件の中で、新宿方式の労働環境チェ

ックシートということで、いわゆる下請を含めて

賃金補償がどうなっているかということを提案し

て、その５件については、労働チェックシートで

設計労務単価と実際の落札業者の方の賃金が元請

を含めて、下請も含めてわかる仕組みになってい

るんだわね。ところが、今言われたように、それ

を今回補正しますよと。それが平成25年単価が当

たり前になれば、当然のことながら、そのことが

予定価格の中に反映されて、これから積算される

というふうに思うんだけれども、そう思うと、そ

うしたものが私はないと、事業者にはお願いする

けれども、実際にはそれが本当に担保されるかと

いう保障は、これはないわけですよ、はっきり言

って。ですから、入札の大枠は総務部か知れませ

んけれども、実態として、工事金額が多いのは土

木やそういうところなので、そうしたことについ

て意見調整して、そういうことを採用するように、

ぜひ私は調整すべきだなというふうに思うんです

よ。総務に、そのありようについてはお任せとい

うことではなくて、そうじゃないと、実際に労務

単価の引き上げで予定価格を積算しても、それが

実際のところ回っていかないということになった

ら、これはいけないので、そうしたことをぜひ私

は調整をしてほしいなというふうに思うんですけ

ども、その点、建設部長、どうですかね。私はそ

んなことを思うんです。 

○建設部長 

 今回の単価の見直しの趣旨でございます。それ

は当然、今、佐藤委員がおっしゃった中身だとい

うふうに思いますので、その辺のところは、企業

の方がやっぱりこの場しのぎではなくて、自分の

企業の将来的な中身も考えていただいて、そうい

った思いを今後に伝えていただきたいと。今、佐

藤委員が言われた、市の中においても、今回そう

いった部分は担保すべきじゃないかということに

ついては、今後研究させていただきたいというふ

うには私自身は思います。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 それ以上、答弁はないというふうに思いますけ

ども、公園を所管している都市整備部長はいかが

でしょうか。 

○都市整備部長 

 私も建設部長と同趣旨でございますけども、や

はりこの問題は、建設業界自体が自分たちの将来

も考えて、さらに適正な労務単価というのを施工

していく、そういう概念をもってもらわなきゃ、

幾らこちら側が単価を上げても、実際に反映され

ないということでございますので、そういう部分

で、私どものできる範囲の中で、業者にはそうい

った形の投げかけをしていくという、それは変わ

りはないわけですが、ただ、やはり業界も、例え

ば今私どもの身近な業界も、業界団体というのは

もう排除されていますので、１社１社になかなか

指導するのも非常に難しいと。だから、ある意味

そういった中で、全体の中でそういった方向性を

研究してほしいなというのが私の思いでございま

して、担当部局としても、佐藤委員がおっしゃる

ような部分について、透明性を確保できるような

方法がないのかというところをまた研究をさせて

いただきたいなと思っています。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それで、もう一つ、そこの下の土地区画整理事

業についてお聞きしますけれども、これについて

ちょっと御説明ください。 

○都市開発課長 

 駅周辺の区画整理内の調整委託ということで、

内容は物件調査委託業務でございます。ことしの

３月に再開発事業の都市計画決定がされておりま

して、その再開発事業の権利返還が平成27年に行
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われるということになっています。これに合わせ

るように、区画整理事業として再開発区域内の物

件を更地化する必要があるということでございま

す。そのために、今まで調査がされていなかった

４件の建物につきまして、物件調査を追加補正す

るというものでございます。 

○稲垣委員長 

 ここで午後１時まで休憩とします。 

休憩 午後11時55分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後０時57分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○都市計画課長 

 先ほどの佐藤委員からの御質問の中の公園管理

委託業務に対する指名業者数の数でございますが、

今回、補正で上げさせていただいております公園

管理委託業務その１に対しては７社でございます。

その２工事に対しても７社、その３工事が７社、

その５工事は６社という形で定めさせていただい

ております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 先ほど、土地の区画整理事業のところ、事業調

査委託料、４件という形でしたけれども、ちょっ

と私、この仕組みがよくわかってないので大変恐

縮ですけど、もうちょっとお聞かせください。 

 これは敷地というか、再開発ビルの地区面積が

4,518平方メートルですよね。区画整理という形

で、権利者が今、この資料を見ますと、22名とい

う形ですけれども、区画整理なので、もともとこ

の敷地のところにおった方たちが再開発ビルの区

域の外に、地権者がもともとおった方たちで、換

地を受けて外に出られた方、また入ってこられた

方、そういうことがあろうかと思うんですけども、

その辺はどういう状況でしょうか。 

○都市開発課長 

 おっしゃるとおり、地区内にとどまる方、ある

いは地区外から入ってみえる方もいらっしゃいま

す。この地区内の物件が全て除却されないと建築

にかかれないわけですので、外に換地がある方に

ついては、そこに移転するための補償をさせてい

ただく、再開発ビルに入られる方については、一

旦外へ出ていただく必要がありますので、そうい

った補償を差し上げると、そういったことで進め

ております。 

○佐藤委員 

 それぞれ件数はどうですか。 

○都市開発課長 

 もともと地区内にありまして、再開発ビルに入

居される方が、今ざっと数えますと、12件でござ

います。権利者数が22件でございますので、10件

は外から入っていらっしゃる方というふうに考え

ます。 

○佐藤委員 

 そこで、今回の区画整理事業の調査委託料とい

う形で、４件ということが言われましたけれども、

都市計画決定は平成24年度末にやったもので、こ

としは事業計画の作成、基本設計と、そのために

資金計画とかいろいろありますけれども、そうし

た中において、今回のこの４件というのは、どう

いう形で、多分それは補償する中身だというふう

に思うんですけど、ちょっとよくわからないので、

その辺を教えてください。 

○まちづくり課長 

 御質問の再開発ビルとの関連なんですけども、

今、まちづくり課、再開発準備組合等が今年度、

来年度で行う予定のものがビルの基本設計と資金

計画、これは主体は準備組合でございます。 

○佐藤委員 

 私の聞き方が悪いんですけど、要するに端的に

言って、先ほど４件の事業調査委託料、４件分だ

ということを言ったんだけど、その辺の内容と、

どういう関係の中でこの４件について、例えば、

先ほどの説明の中では、地区内にとどまる方が22

件あって、そのうち12件だと。そして、外から入

ってくる方が10件だと。いずれにしても、地区内

にとどまって、今、区画整理で換地を受けられた

方たちはそういう形で出て行かれるわけだけども、

そして12件の方がそこへとどまる、権利者として
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残ると。一旦、施工するに当たって出ないかんと

いうことを言われたもので、出る方が12件という

ことですよね。今回が４件ということを言われた

もので、その辺の関係の中でどういう調査をし、

この４件にはどういう対応をするのかということ

を教えてほしいんです。 

○都市開発課長 

 ４件のうち２件が外へ出られる方です。残りの

２件が、再開発ビルの中に新しく居を構える方と

いうことでございます。 

 補償の内容でございますが、換地先に移転され

る方については、そこに建築するための補償費と

いうことでございます。再開発に参加される方に

つきましては、一旦、仮住居に入っていただく必

要がございますので、その補償が、一般的な補償

にプラスをされるということになります。 

○佐藤委員 

 そうすると、今まで、例えば今回は４件ですけ

れども、12件の方はそこへ残られるということで

すよね。残られて、その方たちも一遍外へ出ない

かんということだと思うんですよ。そうすると、

そこに残られる方の２件についてはよろしいわけ

ですけれども、残りの方は、もう既に物件調査は

終わったということなのか、そのことと、もう一

つは、トータルで権利者が22件という形ですけれ

ども、実際に区画整理の区域外に出て行かれる、

もともとそこの4,500平方メートル用に地権者が

何人おって、外に出て行かれる方が何人おって、

入ってくる方が10人だということはわかりました

けども、その辺の関係の中で、今回４件だという

けれども、あぶれる方たちが当然、この数からい

えばあるわけですので、その方たちの補償はもう

既に終わっていることなのか、これからやるとい

うことなのか、その辺の関係のことをお聞きして

いるんです。 

○都市開発課長 

 まず、物件調査が済んでいるかどうかというこ

とですけれども、おおむね今回のもので完了する

ということでございます。まだ一部残るところも

ございます。 

 それから、出る方への交渉状況ということです

が、一部入っておりますけれども、まだ大方が残

っている、今後対応していくというものでござい

ます。 

○佐藤委員 

 そもそもこの4,500平方メートルの中に、もと

もと地権者でおる方は何件ですか。というのは、

残る方は12件だということはわかるんです。入っ

ている方も10件だということはわかるんです。ト

ータルで22件あるということですけど、もともと

はどういう状況かということの中で、どうした補

償をされていくのかということの全体像がちょっ

とわからないものですから、そこを聞いています。 

○都市開発課長 

 再開発区域内に現在何件あるか、ちょっと手元

に資料がございません。取り急ぎそろえさせてい

ただいて、後で報告させていただきます。 

○佐藤委員 

 そうした形で、ほぼこの４件が終わると、大体

片がつくと、若干残っているという御説明はあり

ましたけれども、そうした中で、この平成26年、

平成27年、平成26年が終われば、平成27年度から

建築工事に入って、平成27年、平成28年という形

で、平成29年には事業完了、それから組合の解散

というような形ですけれども、１階部分の、これ

を見ていますと、事業化に向けてというところの

84ページ、ちょっと違ったね。店舗を構えるにし

ても、鉄道高架下利用の中でどうなっていくかわ

からんわけで、再開発ビルで店舗を構えるにして

も、高架の下利用でどうなっていくかわからんの

で、そこを見きわめた上で店舗をどうするかとい

うことを、競合するようなものであってはいかん

ということがたしかこの中に書いてあって、それ

はどんな見通しでね。当初は、１階部分、２階部

分も店舗ということを言ってたわけですけども、

それが１階部分になって、さらに縮小されたのか

な。その辺は平成25年度中に店舗の所有、運営方

法等の決定等の中で決めていくことだろうと思う

んですけど、どんな見通しでやられていますかね、

これは。 
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○都市開発課長 

 まず、高架下について私のほうから回答させて

いただきます。 

 高架下の利用、我々はなるべくよいところ、駅

の近くで使いたいということ、そういう希望があ

るわけですけれども、その位置の決定というもの

は、なかなか難しいお話でして、まずその協議が

できる時期ですけれども、高架が全て完了する１

年ほど前ぐらいしか鉄道事業者のほうが協議に応

じてくれないような状況でございます、過去の地

区を見ますと。ということですので、それでは余

りにも遅過ぎますので、我々は何とか早くそうい

った協議の場に臨みたいということを考えており

ます。したがって、まだ高架下のどこに何が入る

のかというのは全く白紙でございます。 

○佐藤委員 

 もらった冊子の49ページのところに、連続立体

交差事業との関連調整事項ということで、駅の高

架化による生み出される高架下の空間がどのよう

に利用されるかによって、当地区の施設建築物の

内容と競合する可能性があるということで書かれ

ておるんですよね、49ページに。そうしてみると、

こうは書かれているけれども、今、都市開発課長

が言われたように、鉄道高架が平成35年完成です

ので、その１年前というと、平成34年にならない

と鉄道高架下利用についての協議は名鉄とはでき

ないということですので、そうすると、ここにこ

ういうふうな形で書かれてはおるけれども、実際

はこの考え方は不可能ということで、そうした中

で店舗をどうしていくかという課題が今あると思

うんですけども、その辺の見通しはどうですか。 

○まちづくり課長 

 再開発ビル内での商業床のことの回答をさせて

いただきます。 

 先ほど、繰り返しになりますけども、ことし、

来年２カ年で基本設計等をやっていく中で考えて

いきます。そちらに書かれている書類というのは、

多分、平成22年度の推進計画かと思われます。そ

の平成22年度の推進計画に基づいた絵で、佐藤委

員がおっしゃるような１階店舗、２階から駐車場、

それ以上がマンションというようなもので、都市

計画決定をさせてもらいましたけども、絵の決定

ではございませんもので、用途的なものの都市計

画決定でございます。まさに今から平成25年度で

準備組合が発注なさる計画、これにて今回つくる

建物の大枠が決まってきますので、商業床のあり

方については、基本的な都市計画決定ではああい

うお示しがしておりますけども、今後、詰めて決

定していくことでございます。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第52号について、挙手により採決いたしま

す。 

 議案第52号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第52号 平成

25年度知立市一般会計補正予算（第４号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第54号 平成25年度知立市公共下水道事業

特別会計補正予算（第１号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○明石委員 

 それでは、１点だけお伺いします。 

 １款、１項、２目の67ページ、雨水維持管理費、
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これが1,363万5,000円が下の段の長寿命化対策事

業費のほうに移行していると思いますけども、こ

れはどうした理由で移行したのですか。説明をお

願いします。 

○下水道課長 

 今回の長寿命化対策事、落合ポンプ場の件でご

ざいますが、これについては、当初、雨水維持管

理として落合ポンプ場のほうの計上をしておりま

したが、長寿命化対策事業ということで、国のほ

うから補助の認定をいただきまして、そうしたこ

とによって、こちらの下水道建設費のほうへ計上

したということでございます。 

○明石委員 

 それはわかりますが、理解はできませんが、そ

ういう説明は受けておりまして、ということは、

当初予定しておりました雨水維持管理費、これは

もうやらないということになるわけですか。 

○下水道課長 

 やらないというわけではございません。形が予

算上、維持管理のほうの予算で落合ポンプ場の維

持修繕工事だとか、そこら辺のことをやっておっ

たわけですけど、これを今回、もともと社会資本

総合整備交付金の中で、５カ年計画の中で汚水の

整備だとか、それから浸水対策、地震対策、長寿

命化対策等のメニューがございまして、その中で

平成23年９月には補正いただいて、維持修繕のほ

う、落合ポンプ場のほうをやらさせてもらってお

ったわけです。それから、平成24年９月にも補正

のほうをいただきまして、大分老朽化してきまし

た落合ポンプ場の修繕のほうはさせていただいた

わけでございますが、ずっとそれと並行で長寿命

化計画のほうを国に申請はずっと行っていまして、

ちょうど平成25年３月15日に承認をいただきまし

たもので、補助のほうで、補助金をいただきなが

ら、厳しい財源でございますので、知立市の負担

軽減という意味も込めまして、補助金のほうで対

応していくという形で、こういう形をとらさせて

いただきました。 

○明石委員 

 当初予算でいきますと、1,363万5,000円は、も

ともとは当初予算で落合ポンプ場施設修繕工事費

として計上されていたわけですよね。これが丸々

マイナスで、同額が1,363万5,000円なくなったわ

けですから、じゃあ残りはゼロになっていると私

は思ったんですけども、それでまだなくならない

ということは、これはどういうふうに考えればよ

ろしいですか。 

○下水道課長 

 維持管理費の中では、今、明石委員のおっしゃ

られる額、1,363万5,000円が減額しておるんです

が、やっておる内容は、下にあります下水道建設

費で、同じ内容といったらいかんのですけども、

こちらへ移ったような形でございます。 

○明石委員 

 では、内容は変わらないけども、呼び方、名称

が変わったというふうに理解してよろしいですか。 

○下水道課長 

 維持的な工事だとか、そういった件については、

内容的には一緒なんですが、長寿命化対策事業と

いう、そういった社会資本整備の補助枠に対応す

るような事業の認可を得たものですから、そちら

へ変えたものでございます。 

○明石委員 

 ということであれば、最初から長寿命化対策事

業費に充てておいて、1,363万5,000円を、この上

の段の雨水維持管理費はゼロで計上する必要はな

かったのではないかなと思うんですけども、それ

は最初からできなかったわけですか。ちょっとわ

かりにくいんですが。 

○下水道課長 

 この維持管理費の中には、雨水整備だとか汚水

整備、いろんなものが含まれておりまして、その

中の総額の中から落合ポンプ場のところについて

の減額をさせていただいたということでございま

す。 

○明石委員 

 そうじゃなくて、最初から長寿命化対策事業費

の中に今回上げている雨水施設長寿命化対策工事

費が上げれなかったかということなんですけれど

も。なぜ上げれなかったかということなんですけ
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れども。 

○下水道課長 

 当初予算の段階では、まだちょっと国のほうの

協議のほうが進行中でありまして、ちょっとはっ

きりしなかった部分がありまして、当初予算では

計上はしておりません、工事的にはしておったん

ですが、長寿命化としては上げていなかったとい

うことでございます。 

○明石委員 

 この社会資本総合交付金２億5,000万円が、当

初承認されるかされないかわからなかったという

ことですけども、これは先ほども一般のほうで出

てきました、例えば土木費の道路橋梁費、国庫支

出金400万円が減額になってますよね。最初から

社会資本の交付金があろうがなかろうが、仮に承

認されないとしても、ここであげておって、減額

されようが認められようが、あげるということは

可能ではなかったわけですか。 

○下水道課長 

 あくまでも長寿命化対策事業として、ちょっと

まだ認められなかったということで、従来、落合

ポンプ場については、単独事業のほうで維持管理

費の中で維持修繕をしておったわけですけども、

そういうことであげておりませんでした。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

○佐藤委員 

 まず、減額された落合ポンプ場の実績委託料、

それから落合ポンプ場の修繕工事費、この内容は

落合ポンプ場については老朽化が激しいというこ

とは、この間、議論されてきたとおりでありまし

て、その点で今回の修繕工事の内容について、ま

ずお知らせください。減額になってるけどね。 

○下水道課長 

 御質問の工事の内容でございます。 

 実施設計委託料の290万円の内容でございます

が、これについては、受水槽というものがありま

して、それと空気圧縮槽というものが３基ござい

ます。それの更新の委託と工事でございます。 

○佐藤委員 

 ちょっとよくわかりませんけども、くみ上げた

水を一旦受けるのかな、受水槽というものは。そ

れから、空気圧縮ですので、それを空気を圧縮し

てポンプで、あそこは水干川というか、川のとこ

ろからあふれてきたやつを逢妻川のほうに送り出

すわけだ。そうすると、それはある意味、メーン

の落合ポンプ場、いろいろありますけれども、メ

ーンのところなのかどうかわかりませんけど、そ

ういう工事を予定しておったというわけですね、

それはわかりました。 

 それで、先ほど社会資本整備総合交付金という

ようなことも言われてましたけど、その後、明石

委員との質疑の中で、市が単独で維持修繕をやっ

てきたということで、社会資本整備総合交付金の

対象ではなかった単独事業ということで今までや

られてきたということですか。その辺ちょっと。 

○下水道課長 

 先ほどちょっと申しましたのは、まだ単独事業

のときに、平成23年９月の補正でさせていただい

て、エンジンの始動、動力部分の修繕をさせてい

ただいたことがありまして、それから平成24年９

月にも非常電源の蓄電池等の劣化の更新工事をさ

せていただいておったわけですけど、それと並行

で長寿命化対策ということで、国のほうに補助金

をいただくということで申請を上げておりまして、

やっと御承認いただきまして、急遽こういったこ

とで、いつも補正で御迷惑ばっかりかけちゃいか

んもんですから、補助金のほうで対応したいとい

うことで変えさせていただきました。 

○佐藤委員 

 今までは、これは社会資本整備総合交付金もつ

かない、いわゆる市単でこの事業をやっていたと

いうことですよね。そこを一遍確認します。その

上で、それでは市の持ち出しが多いということで、

今、長寿命化ということがいろんな分野で取り組

まれてて、長寿命化計画ということで認められれ

ば国の補助金が出るということですけど、これは

そういうことでいいと思うんですけど、補助率は

どれぐらいですか。 

○下水道課長 
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 補助率は２分の１でございます。 

○佐藤委員 

 補助率は２分の１という形で、目が変わるわけ

ですけども、同じ事業を長寿命化対応ということ

で、国の補助金を２分の１いただいて、この事業

をやるということですね。この間、先ほど下水道

課長のほうがエンジンだとか、その他修繕を積み

重ねてきたということですけども、落合ポンプ場

は今回、1,300万円余で工事をやるわけですけど

も、落合ポンプ場のどういう設備で構成されてい

るか、私はわかりませんけれども、まだまだこれ

を実施したとしても、残っている部分について修

繕が必要なのかどうか、その辺の見通しと、老朽

化が進んできて、今後、修繕しなければならない

というものはどういうものがあって、概算でどの

ぐらいの予算が要るものなのか。今回、長寿命化

ということで認められたということは、今後の修

繕というか、工事をやるに当たっても長寿命化の

対象になっていくんだろうということですね。今

回を除いて、これから見通せる維持修繕というか、

工事の内容及び工事額の概算はどれぐらいかと。

そうすると、その２分の１が長寿命化で認められ

れば、市負担がどれだけ減るかということがわか

るので、その辺ちょっとお知らせください。 

○下水道課長 

 この長寿命化計画は、落合ポンプ場の長寿命化

計画でございます。平成25年から平成29年で、５

カ年の計画でございまして、主に機械設備、それ

から電気設備の改築更新、そういう内容でござい

ます。落合ポンプ場も築造して31年がたちまして、

基本的に機械電気は20年が耐用年数でございます

ので、対応していくということでございます。 

 概算でございますが、平成29年度まで、合計し

ますと、ちょっと計算しますので済みません。 

○稲垣委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後１時32分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後１時32分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○下水道課長 

 大変申しわけございませんでした。 

 平成25年から平成29年までで、今の試算でござ

いますが、２億8,000万円の予定でございます。

これは総事業費でございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、総事業費が２億8,000万円という

ことは、２分の１補助ということが担保されれば、

市負担は１億4,000万円と、こういうことだとい

うことがわかりました。 

 それで、長寿命化ということで、ちょっと私も

全然調べてなくて聞いて大変恐縮ですけれども、

先ほど施設がつくられてから31年ということで、

今回こうした形で、今までの修繕と、そして長寿

命化という形でやられると、これはどのぐらい延

伸寿命が延びるんですかね。 

○下水道課長 

 今の機械、電気、20年耐用としまして、約10年

の長寿命化を図り、約２倍まで使用できるという

計画でございます。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第54号について、挙手により採決いたしま

す。 

 議案第54号は、原案のとおり可決することに賛
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成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第54号 平成

25年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）の件は、原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 認定第１号 平成24年度知立市一般会計歳入歳

出決算認定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○明石委員 

 それでは、８款、１項、１目の土木費、土木管

理費、主要成果報告書の96ページの放置自動車保

管場所整備工事179万8,650円、これの場所と何台

分ぐらいのスペースの工事か、まずお示しくださ

い。 

○土木課長 

 場所は、いろいろ転々してきているわけですけ

ど、東栄町の名鉄三河線と旧引き込み線との間の

知立市の普通財産で所有していた土地でございま

す。 

 台数的には、ちょっと形状的にはすごく変形な

状態になってますので、何台収容可能かというと

ころまでは、配置計画まではしていないんですけ

ど、およそ三、四十台は保管することが可能かな

というふうに思います。 

○明石委員 

 これをやって、平成24年度、何台の車がここに

運ばれてきたんでしょうか。 

○土木課長 

 平成23年度までは５台ぐらい保管しておりまし

たけど、処分いたしまして、平成24年度はゼロで

ございます。 

○明石委員 

 平成23年、平成24年はゼロと５台だということ

ですが、ということは、これだけの工事費をかけ

ておきながら、持ち主の引き取りがなかったとい

うことになるんでしょうか。 

○土木課長 

 これは平成16年からずっと進めておるんですけ

ど、毎年大体10台から15台ぐらい保管しておりま

した。所有者が判明しないものについては、判定

委員会にかけて、３カ月後に処分しておりました。

それがずっと平成23年まで続いておりましたけど、

たまたま平成24年度は放置自動車が、平成23年度

から少なくなってきておって、平成24年度は放置

自動車がゼロだったという状況でございます。 

 所有者が判明すれば、所有者に引き取りに来て

いただきますけど、所有者が判明しないものにつ

いては３カ月後に処分するという、そういう形に

なっておりまして、現在はゼロでございます。 

○明石委員 

 １点だけ。所有者が判明した実績はないという

ことになるんじゃないですか。 

○土木課長 

 所有者の判明した実績はございます。 

○明石委員 

 何年に何台ですか。 

○土木課長 

 ちょっと今、その実績表を持参しておりません

ので、後ほど。 

○明石委員 

 多分、台数的には少ないと思うんですけども、

平成23年度でいえば、処分という、要するにこれ

はスクラップというふうに私は思うんですが、そ

れかどこかの中古車屋に売却するのか、これはど

ういうふうに考えればよろしいですか。 

○土木課長 

 処分する場合は、廃棄物処理業者と契約を結ん

でおりますので、そちらのほうで処分をしていた

だいております。 

○明石委員 

 ちょっと私は判断できませんが、この179万

8,000円をかけて、これだけの工事をやっておき

ながら、なぜ廃棄処分もしくは業者に渡すような

ことをする車両にこれだけの価値を持った工事を

しなければならないかというのがちょっと私は理

解できないんですけども、その辺はどのようにお

考えでしょうか。 

○土木課長 
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 まず、放置自動車の手順でございます。 

 放置自動車の通報だとか道路パトロール等で発

見します。そうすると、放置自動車であるか否か

ということで、タイヤの位置にチョークをさして

いただいて、移動がないものについては、放置自

動車だろうということで警告書、注意札ですかね、

そういったものを貼付させていただきます。２週

間経過後にある程度、まだ移動がない場合は、そ

れからまた２週間の間に所有者等の盗難があるか

ないか、警察等に協議とか、そういった連絡調整

を２週間させていただきます。そういったことで、

まだそれで動いていないものについては、所有者

がわかるかわからないかは別として、とりあえず

保管場所に移動させていただきます。そして、そ

の間にまた所有者が判明した場合は、その所有者

に連絡して、保管料と引きかえに自動車を引き取

っていただきます。なおかつ２週間の間にまたそ

ういったものがない場合は、判定委員会にかけま

して、廃棄物であるか否かという中で、廃棄物認

定をした場合、そこで処分するということになり

ます。トータル的には、所有者が判明する場合に

つきましては、約56日間、８週間かかります。所

有者が判明しなくて、また交通に支障があって緊

急を要する場合は、今、最短で28日間で保管場所

まで移動して、それからいろんな所有者とか調べ

たり、警察等と連絡をとったりした中でやる場合

もございます。ですから、移動した中で所有者が

判明する分については、保管場所から所有者にお

返ししまして、所有者が判明しない、犯罪も利用

されていないという状況が明らかになれば、それ

を判定委員会にかけまして、３カ月後に、なおか

つ所有者があらわれない場合に廃棄物処分、処理

業者に処分していただく、そういう形になります

ので、保管場所に移動した時点では、まだ所有者

が判明する場合がございますので、その辺は、一

応所有者があった場合に困るものですから、大切

に保管するという意味合いで、そういった保管場

所が必要だということでございます。 

○明石委員 

 そこまではわかるんですが、少ない台数でこれ

だけの179万円余というお金をかけるわけですが、

持ち主があらわれた場合は、運搬費だとか、保管

費とか、そういうものは請求はされているんでし

ょうか。 

○土木課長 

 台数なんですけど、たまたまちょっと、前は不

燃物処理場ですとか、旧三河知立の跡地だとか、

いろんなところの知立市のあいている土地といっ

たらあれですけど、使えそうな土地を転々として

いて、いろんな事情で場所が変わっておるわけで

すけど、最終的に不燃物処理場からこちらへ来る

ときに、放置自動車の保管場所として適当なとこ

ろはないのかということで、いろいろ探してはお

ったんですけど、つまるところなくて、最終的に

現在のところしかない状況で、実際には15台ぐら

い入ればよかったんですけど、面積的には結構広

い土地があったものですから、その土地を活用さ

せていただくことになりました。ですから、30台、

40台入りますけど、そういった土地を求めてじゃ

なくて、現在の土地をそういったところに活用し

ようというところで、たまたま長細い土地ですの

で、線路沿いに囲いを設けるということで、ちょ

っと多額な費用を費やしたところでございます。 

 それと、費用ですけど、保管場所に持ち込んで、

所有者が判明した場合、引き取っていただく場合

は、現地から保管場所へ移動した費用につきまし

ては、所有者負担ということで徴収しております。 

○明石委員 

 保管期間中の費用はどうですか。移動したりす

る費用。 

○土木課長 

 期間中の費用はいただいておりませんけど、移

動の費用をいただいております。 

○明石委員 

 普通のとき、例えば市道に置きますと駐車違反

を張られまして、そこからどこかの駐車場にレッ

カー車で持っていかれて、そこまで持ち主が取り

に行くと、運搬費とか保管場所の場合、普通の駐

車違反の場合はお金とられますよね。こういった

10台、15台の車がほとんど持ち主が取りに来ない
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というのは、どちらかというと、私は要らない車

をほかっておけば、知立市が処分してくれるかと

いう確信犯ではないかなと思うんですけども、そ

ういった車にこれだけの税金を投入するのは、ち

ょっと私は問題があるんじゃないかなと思うんで

すけども、これは市が引き取るんじゃなくて、警

察の中に駐車違反として引き取ってもらえるとか

いうような方法はとれないものですか。 

○土木課長 

 まず、保管の費用ですけど、自転車等につきま

しては、駅前駐車場のところに屋根つきで保管さ

せていただいて、それも保管料をいただいており

ますけど、東栄の保管場所につきましては屋根も

ございませんし、露天で、今の条例上は移動保管

料ということで移動費をいただいておるという状

況でございます。 

 それと、警察の件ですけど、警察のほうといた

しましては、駐車禁止場所でない場合の駐車違反

というのが非常に難しいらしくて、放置自動車だ

ろうということで警察から市のほうに手続に入っ

てほしいという依頼を、逆に警察のほうからいた

だくような状況でございます。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

○久田委員 

 １点だけ、手短によろしくお願いします。 

 主要成果報告書を見させていただきまして、公

園緑地費というところで１億8,530万1,000円、

102ページですけども、前年比で14.7％というこ

とで、若干落ちておるというふうに感じたけれど

も、予算をつけていただいて、よく仕事をやって

いただいたなというのが率直な感じであります。 

 それで、決算書の175ページで、公園緑地費の

15節の工事請負費で7,793万6,250円という支払い

済み額がありまして、ここで繰越明許費が5,450

万円というふうになっておりまして、これは当初

予算のほうで、公園施設改修工事ということで、

2,621万2,000円が計上されておるというのは予算

書と決算書のほうで確認をしてまいりました。そ

れで、この公園緑地費の工事請負費１億3,307万

5,000円という今言った、それと支払い済みが

7,793万6,250円に対して、先ほど申しましたよう

に、翌年度繰越額が5,450万円となっております

けれども、ここら辺の繰り越しの内容をもう少し

丁寧に御説明願いたいというふうに思います。 

○都市計画課長 

 繰越額の5,450万円の内訳でございます。 

 これは、公園改修工事として茶野ふれあい広場、

新池公園のトイレの設置工事と長寿命化工事によ

る御林公園、東栄公園、牛田公園の３公園のリニ

ューアル工事を予定しております。 

○久田委員 

 よくわかりました。茶野ふれあい広場と、新池

公園と、御林公園と東栄公園と牛田公園、三つの

公園のリニューアル工事というような説明があり

ましたけども、当初予算のところで、公園施設改

修工事費2,621万2,000円と計上されておりますけ

れども、この中に茶野ふれあい広場のトイレの関

係の工事費が入っておると思うんですが、この茶

野ふれあい広場の工事費は幾らぐらいかかってお

るでしょうか、お教え願いたいと思います。 

○都市計画課長 

 茶野ふれあい広場の平成24年度の繰越工事で、

平成25年度で契約させていただいておりますけど、

申しわけございません、今ちょっと手元に資料が

ございませんので、後ほど御説明させていただき

ます。 

○久田委員 

 工事費は、この2,621万2,000円の中に含まれと

るとは思うんですけれども、現在どんなような工

事をやっておるのか、そこら辺をちょっとお教え

願いたいと思いますが。 

○都市計画課長 

 現在、行っている茶野ふれあい広場の工事でご

ざいます。これは、トイレの新設と園路の整備、

照明灯の設置でございます。トイレは、ユニバー

サルデザインに基づいた形で、快適に誰でもが使

用できるといった多目的トイレとさせていただい

ております。また、園路につきましても、同じよ

うにユニバーサルデザインに基づいた形で、段差
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のないスロープで対応させていただいております。 

 また、工事の現在の状況といたしましては、10

月４日ごろまでに工事のほうを完了させていただ

きまして、町内会からの申し出がございますイベ

ントには間に合うような形で工事のほうは進めさ

せていただいております。 

○久田委員 

 10月４日ぐらいが完了予定というふうに考えて

よろしいですか。 

○都市計画課長 

 10月４日を予定させていただいております。 

○久田委員 

 新林のお祭りが10月20日ぐらいに、もち投げが

あるということを聞いておりますので、これには

ぜひ使えるように整備を急いでいただきたいと、

こんなふうに思っております。 

 それと、茶野ふれあい広場は入り口が南側に一

つしかないんですけど、昔この公園をつくるとき

に、北側にも一つ、つくったほうがいいなという

ようなことを私、お聞きしておったんですが、そ

こら辺、今後そんなような予定というか、そうい

う使い勝手がいいように改修していこうという、

そんな予定はないでしょうか。あるいは、そうい

う予定を入れていただけるようなことはできない

でしょうか。 

○都市計画課長 

 久田委員の申されるのは、現在、茶野ふれあい

広場は牛田西中線から南からの入り口が１カ所と

いうことでございます。この公園設置当時、当初

計画といたしましては、北林地区の北側の道路の

農地のほうを買収しまして、そちら側にも当初は

入り口を設けるような構想があったというふうに

聞いております。ただ、その構想に関しましては、

やはり財政的な面もございまして、用地買収に至

らなかったという形で、現在の南側からの一つの

入り口となっているというふうに聞いております。

ただ、久田委員が申されるような形の北林地区の

住民の方の利用が非常に多いということで、現在

の農地の買収というのはなかなか難しいかと思い

ますけども、そのほかの赤道、そういったものを

利用した形の中で、地区からの要望がございまし

たら、またその辺は検討はさせていただきたいと

思いますが、現段階では、入り口を新規に設ける

という計画は今のところございません。 

○久田委員 

 わかりました。買収して北のほうの入り口をつ

くるという、そういう話があったということはよ

くわかりました。 

 それで、茶野ふれあい広場は、牛西線を通って

北のほうに入っていくんですけど、この公園は恐

らく新林町茶野と新林町北林の地名になった公園

だというふうに私は理解しておって、茶野の住民

の方は非常に牛西線から非常に簡単に入っていけ

るんですけども、北林の方も結構御利用になって

みえて、北林の方は市道11号線というのが南北に

ありまして、その11号線を通って南側から入って

いくというふうで、非常にこの公園はラジオ体操

にも使わせていただいて、なおかつ児童が授業が

終わると、放課後にここでお母さん方と一緒に遊

んでおるということで、入り口が非常に使い勝手

が悪いという、そういう声も聞いておりまして、

北側に市道11号線と平行して西側に赤道があるん

ですけど、この赤道を若干使って、市民の方の農

地の中を通って北からこの公園に入っていくとい

う、そういう今、状況なんですね。農地の所有者

の方が、その赤道と公園の北側の入り口のところ

の農地を持っている地主さんが、寄附をしてもい

いから、一つここに入り口を正式につくっていた

だきたいと、こんなような要望があるんですが、

そこら辺、どのようにお考えでしょう。 

○都市計画課長 

 申しわけございません。市道名で、先ほど、私、

牛田西中線と言いましたけども、市道名で牛田町

西中線の誤りでございました。申しわけございま

せん。 

 それで、今、久田委員からの御質問でございま

すけども、田んぼの所有者の方の御協力で、市の

ほうへ提供してただけるということでございます

けども、私どもといたしましては、やはりそうい

った形で皆様から、また地域の皆様からの要望等
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がございましたら、やはり今の寄附ないし御提供

いただける方、あるいは地区の住民のやはり御理

解を得るのが必要かと思いますので、そちらのほ

うも含めた形の中で、市の財政面も考慮して検討

させていただきたいと思います。 

○稲垣委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後２時01分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後２時10分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○都市開発課長 

 先ほど、補正の中でお問い合わせのありました

再開発区域内の全戸数ということでございます。

ここでは、戸数でもって回答させていただきます

のでよろしくお願いいたします。 

 もともとここにあって、さらに再開発に参加さ

れる方が10戸でございます。この再開発区域の中

から外へ出られる方が８戸ということで、この区

域の中には、全体で18戸の物件があるということ

でございます。 

 以上でございます。 

○都市計画課長 

 先ほどの久田委員からの茶野ふれあい広場の契

約額でございます。 

 契約額といたしましては、1,275万7,500円でご

ざいます。ちなみに、請負業者は有限会社伯栄で

ございます。 

○久田委員 

 ありがとうございました。 

 何か公園は非常に難しくて、都市公園だとか、

近隣公園だとか、街区公園というふうにいろいろ

あって、茶野ふれあい広場は公園じゃないような

気がするんですが、茶野ふれあい広場は何公園に

なるんですか。 

 茶野ふれあい広場、名前はふれあい広場という

ふうに、公園という形にはなってはいませんが、

知立市の位置づけといたしましては、都市公園と

して位置づけています。 

○久田委員 

 知立市には、ちなみに都市公園は幾つぐらいあ

るんですか。 

○都市計画課長 

 知立市内、現在、公園と緑地をあわせた形で、

総数といたしましては123カ所ございますが、そ

のうち都市公園として位置づけているのは68公園

でございます。そのほかは、緑地43カ所で、児童

遊園等が12カ所でございます。 

○久田委員 

 ちなみに、近隣公園と街区公園、ここら辺の違

いをお教え願いたいと思います。 

○都市計画課長 

 近隣公園、街区公園というのは、都市公園の中

の分けという形になります。近隣公園というもの

は、１カ所当たり公園面積が約２ヘクタール程度、

これが標準でございます。その公園に対して、お

おむね500メートル範囲内の住民の方が利用され

る公園というものを近隣公園としております。ち

なみに、知立市内の今定めております近隣公園と

いうのは、草刈公園、新地公園、上重原公園、昭

和６号公園がこの近隣公園として位置づけさせて

いただいております。 

 また、街区公園といたしましては、公園の１カ

所当たりの面積が0.25ヘクタール、これもあくま

で標準としていただきますが、この公園に対して、

約250メートルの範囲の方が利用される公園とし

て位置づけさせていただいております。 

 ふれあい広場に関しましては、この都市公園の

中の街区公園に当たるというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○久田委員 

 ふれあい広場は街区公園というふうでよろしい

ですね。そうすると、新林には東新切公園と立野

公園があるんですが、これも街区公園というふう

に理解してよろしいですか。 

○都市計画課長 

 街区公園で結構です。 

○久田委員 
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 新林に三つ公園があって、南小学校区は、谷田

町には本林公園だとか、谷田公園だとか、西ノ割

公園、それから西中町へ行くと天神公園だとか、

跡落公園、ここら辺にたくさん公園があるんです

が、ちなみに新林町の立野公園だとか東新切公園、

ここら辺にいろいろ手を加えておられてきたと思

うんですが、今まで手を加えてきたことと、それ

から今後の予定、そこら辺がわかったら、お教え

願いいたいと思います。 

○都市計画課長 

 全てという形ではございませんけども、重立っ

た内容で申しますと、立野公園は公園設置してか

ら、平成９年にトイレ、水飲み場とか照明灯を設

置させていただいておりまして、平成22年には一

部遊具の更新をさせていただいております。 

 また、東新切公園につきましては、平成21年に

トイレの建てかえをさせていただいておりまして、

そのトイレの建てかえに合わせて、一部遊具の更

新もさせていただいております。 

 あと、欠藪公園については、平成23年度に照明

灯を設置させていただいております。 

 新林、谷田地区での今後の公園の整備の予定で

ございますが、長寿命化計画というものを今、定

めておりますので、その中で遊具とかそういった

もののライフコスト削減のために更新をしていく

という形の意味で、計画性を持った形でこの中の

地区の公園も整備のほうをさせていただきたいと

いうふうに思っております。申しわけございませ

ん、まだ具体的な計画としては上がっておりませ

んので、よろしくお願いいたします。 

○久田委員 

 最後に、南小学校区ということで、西中町の跡

落公園と天神公園、それから谷田の本林公園、西

ノ割公園、谷田公園、ここら辺の整備状況と今後

の方針、わかりましたら、お教え願って、私の質

問を終わります。 

○都市計画課長 

 今までの整備状況でございますけども、跡落公

園について、平成19年に時計を設置させていただ

いております。平成23年には、フェンスを一部改

修させていただいております。 

 あと、谷田公園については、平成21年にトイレ

のほうを改修させていただいております。 

 本林公園につきましては、平成11年ですけれど

も、時計を設置させていただいておりまして、天

神公園につきましても、平成11年に時計を設置さ

せていただいております。 

 そして、あと今後の計画といたしましては、先

ほども御説明させていただきましたけども、新規

にトイレを設置という部分においては、この地区

においてはちょっとトイレ計画はございませんけ

ども、先ほど言いました遊具等の修繕、そういっ

たものに関しては、もう少し検討させていただい

た状況を判断した中で、順次進めさせていただき

ますのでよろしくお願いいたします。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

○田中新委員 

 それでは、成果報告書の102ページをお願いい

たします。中ほどでございます。公園緑地費の中

の中ほどの緑化関係でございますけど、こちらに

あいち森と緑づくり事業費補助金を活用しと書い

てございますけど、この事業費の補助金というの

は、これは愛知県から支出される、負担される補

助金なんでしょうか。 

○都市計画課長 

 これは、県補助でございます。 

○田中 新委員 

 それで、お伺いしたいところは、知立市平成24

年度に、緑の募金を皆様方にお願いをいたしまし

て、148万3,387円の募金があったとホームページ

に掲載をされてございました。それで、この使途

につきましてお伺いをしたいと思います。お願い

します。 

○都市計画課長 

 今回、広報で出させていただいたのは、平成25

年度の募金の額かと思います。平成25年度、まだ

実施してはおりませんけども、使途といたしまし

ては、あくまでもこれは現在まだ予定でございま

すが、昨年度と同様に、スイセンの球根の配布を
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予定しております。それと、花と緑のカレンダー、

これも配布させていただく予定をしております。

あと、植樹・植栽の関係といたしましては、知立

神社の花しょうぶ、そちらのほうの池に少し補植

ということで、花しょうぶを配布していきたいと

いうことを思っております。 

 あと１点、明治用水緑道ですね、池がございま

すけども、そういった池のところで、現在、かき

つばたが植えてありますけども、大分還元で本数

が少なくなっております。ということで、そちら

のほうにもかきつばたを購入して、そちらのほう

にも補植をしていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○田中新委員 

 よくわかりました。 

 それで、例えば緑化推進協議会の議事録を拝見

いたしますと、知立市のそのようなボランティア

をやってみえる団体のところに、今言われました

草木の申し入れがあれば、それらを配布するとい

うような記載もございますけど、それはたくさん

の草木等の依頼があった場合には、どちらのほう

で配分といいますか、決められるんでしょうか。 

○都市計画課長 

 申しわけございません、草木の配布につきまし

ては、今年度、あいち森と緑の分で、先ほど言い

ましたスイセンの球根ですね、こちらのほうは一

応一般市民の方に、やはり緑の募金という形で御

協力していただいておりますので、ある程度、特

定の団体ということではなくて、やはり公共施設

の窓口において幅広く市民の方に還元させていた

だきたいというふうに今のところは考えておりま

す。 

○田中新委員 

 ちなみに、その公共の施設窓口というのは、現

時点はどの窓口なんでしょうか。 

○都市計画課長 

 平成24年度の実績といたしましては、まず市役

所と図書館、済みません、ちょっとお時間いただ

けますか。 

○稲垣委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後２時25分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後２時25分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○都市計画課長 

 済みません、市役所の窓口といたしましては、

都市計画課のほうでさせていただいております。 

 あと、公共施設といたしましては、先ほど言い

ました、市役所、図書館、公民館でございます。 

○田中新委員 

 どうもありがとうございました。 

 それで、お聞きしたいのは、募金は知立市の一

般会計に入るのか、それともスルーで協力団体等

にいくのか。もし入るのであれば、雑入に入るの

か、どこに入金されるんでしょうか。 

○都市計画課長 

 この緑の募金活動というのは、緑化推進協議会

という団体の中で進めている事業でございまして、

この知立市の一般財源のほうでは入っておりませ

ん。 

○田中新委員 

 そうしますと、この緑の募金の募金額は、全て

緑化推進協議会のほうの運用の中で収入・支出で、

あと都市整備部のほうでそれは管理されていると

いうことでよろしいんですか。 

○都市計画課長 

 そういう形で結構でございます。 

○田中 新委員 

 協議会なるものというのは、有形・無形の赤の

協議会であって、団体なんですか。会計管理まで

全てしている団体なんですか。 

○都市計画課長 

 協議会は、一応お金も全て管理する団体という

形になっておりまして、事務局として市役所の都

市計画課が事務局として対応しているという形で

ございます。 

○田中新委員 
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 ちょっとわからなくなってきたんですけど、そ

うしますと、現実よろしいんですけど、平成25年

度の知立市緑化推進協議会の予算書というのも全

部あるわけですか、平成25年度に限れば。 

○都市計画課長 

 推進協議会のほうで全て決算報告をさせていた

だいておりまして、平成24年度の決算も出ており

ます。 

○田中新委員 

 では、この推進協議会の主な原資というのは何

になるんですか。 

○都市計画課長 

 推進協議会の原資というのは、あくまでも募金

でございます。 

○田中新委員 

 そうしますと、例えば平成24年の募金額が148

万3,387円で、この148万3,387円の中で１年間の

運営管理をしていく、必ずそれはもう赤は出さな

いという、繰越があればの話なんですけど、赤と

いうのはないわけですね。 

○都市計画課長 

 運営の中でさせていただいておりまして、赤字

になるようなことはございません。逆に繰越のほ

うが発生しております。 

○田中新委員 

 それで、１点、最後でございますけど、この募

金の使い道といたしまして、平成23年度八橋かき

つばた園に苗を支給しましたということで、この

緑の募金の主体的な活動というのは緑地の保全と

いう、やはり大きな項目にあると思うんですよ。

それは確かに草木を植えて、まちの中に花をたく

さんふやそうという趣旨は結構なんですけど、あ

くまでも国交省なり県が各市町村において緑をふ

やそう、大きな樹木をふやそうという趣旨の行事、

行動だと思いますけど、そこで失礼ですけど、か

きつばた・花しょうぶにその趣旨から外れた補助

をするというのはいかがなものかということでお

伺いします。 

○都市計画課長 

 かきつばたとか花しょうぶが趣旨から外れては

いないかという御質問ですけども、私どもといた

しましては、緑の募金ということで緑化推進、花

も含めた形の中での推進事業ということで、そう

いった整備に関しても、緑の募金の趣旨にはそん

なにたがわっていないんじゃないのかなというふ

うには考えてやっております。 

○田中新委員 

 最後になりますけど、それでホームページのト

ップのところに、この募金につきましては、東日

本大震災地域の森林整備、緑化等にも支援いたし

ますという結びになっていますけど、ちなみに、

この地域に、失礼ですけど、いかほどの募金送金

をされたのか、お教えいただきたいと思います。 

○都市計画課長 

 申しわけございません、東北の震災、そちらの

ほうへの援助の募金という形の金額につきまして

は、これは緑化推進協議会、県のほうに大もとが

ございまして、そちらのほうで対応をしておりま

す。というのは、最初にちょっと御説明をしなく

てはいけなかったので、申しわけございませんが、

緑の募金の額でございますが、これは皆様に御寄

附いただいた緑の募金の総額、それをまず一度、

緑化推進協議会の本部のほうに送金しまして、そ

れに対して人口割で１世帯当たり幾らの支出をし

ているかということで、逆にこれだけを知立市に

還元しますという交付率がございます。そういっ

た形で、そこの中で、知立市の場合ですと、交付

率は約68％でございますけども、その68％で、先

ほど言いましたようなスイセンの球根とか、そう

いった事業を行わさせていただいております。今

言われた東北への募金とか、そういったものに関

しては、そこの差し引かれる前の納めた形の中で、

協会のほうがそこの部分から何％かをそういった

援助の募金にというふうに回しているという形で

ございますので、実際、私どものほうといたしま

して、そこの募金の援助額に関しては、申しわけ

ございませんけども、つかんではおりません。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

○高木委員 
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 主要成果報告書92ページ、明治用水土地改良区

の負担金についてお伺いいたします。 

 これですけれども、当初予算のところでは、な

どとなっておりますね。今回、本会議のときにも

説明があったと思うんですけども、などとなって

おりますけども、これはどの部分が入っているか

教えてください。 

○土木課長 

 92ページの明治用水土地改良区負担金ほかとい

うことになっております。この内容につきまして

は、主なものといたしましては、水源涵養林負担

金、それから環境用水対策負担金、それからパイ

プライン協議会負担金、このようなものが主なも

のがございます。 

○高木委員 

 平成24年度の当初予算では、明治用水の改良区

負担金の主たるものが水源の涵養林の負担金とい

うことなんですけど、これは、この部分だけの決

算額はどれぐらいだったんでしょうか。 

○土木課長 

 水源涵養林に限りましては、141万9,000円でご

ざいます。 

○高木委員 

 明治用水の土地改良区の負担金のみの総額とい

うのは幾らになっているんでしょうか。 

○土木課長 

 470万580円でございます。 

○高木委員 

 当初予算から見ますと、明治用水土地改良負担

金が約120万円ぐらい少なくなってるんですけれ

ども、これは要は、この明治用水の水を余り使わ

なかったというふうに解釈してよろしいんでしょ

うか。 

○土木課長 

 実績に応じて負担金を支出しておりますので、

当初予算ベースと精算ベースとでは金額が違って

きておりますので、その差額でございます。 

○高木委員 

 こんな質問をしてはいけないかもわかりません

が、明治用水のお水というのは、主に田んぼの水

のような気がしておりますので、田んぼもだんだ

んと減ってきましたけれども、何かほかにはこの

お水というのは使われているのでしょうか。 

○土木課長 

 明治用水の水に関しましては、矢作川から取水

して、5,700ヘクタールぐらい受益の農地がござ

います。ほとんどがそういった農地への受益とい

うことでございます。ただ、活水器等もございま

すし、その一部につきましては工業用水と上水道、

そういったところにも活用されていると伺ってお

ります。 

○高木委員 

 この近くにも流れておりまして、きれいな水だ

とは思うんですけれども、これからの管理という

んですかね、どんなふうに考えていかれるという

か、中学校の裏を流れているのも明治用水の水な

んでしょうか。 

○土木課長 

 管理の方法につきましては、明治用水土地改良

区が水源土地改良区として管理運営をしておりま

して、水源涵養ですとか 関係用水ですとか、受

益市町に還元していただける相応の分を受益面積

割ぐらいで、それぞれの相応の負担をさせていた

だいているということでございます。 

 あと、明治用水西井筋という路線につきまして

は、西井筋緑道の下に800から1,200ぐらいの農水

管が入っておりますけど、それは本流から分離し

て、西井筋、中井筋、東井筋というふうで分離し

ている一部でございます。刈谷市までつながって

おります。 

○高木委員 

 たくさんの水が流れているということで、知立

市はとても立地条件としてはありがたいなという

ふうに思うんですけども、今お聞きして、この水

が、水源涵養林というのが５カ所にあり、遠くは

長野県にまであるということを勉強しまして、本

当にすごいな、昔の人はというふうに思っており

ます。 

 次に、97ページの２項、２目の道路維持費のと

ころで道路管理費、街路樹管理委託ということで、
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2,205万円が上がっている、ちょうど真ん中辺で

すね。ここを市内６区画に分けてありますよとい

うことで説明を受けたんですけれども、この内容

をお聞かせください。 

○土木課長 

 街路樹の管理委託でございます。 

 高木が約2,000本近くございます。低木、中木、

それから地被類とかいろいろございます。街路に

植えられているそういった樹木の管理をさせてい

ただいております。内容といたしましては、高木、

低木の剪定と消毒、それから除草、清掃、かん水、

そういった内容が主なものでございます。 

○高木委員 

 ことしですけれども、７月４日だったと思うん

ですけども、南陽通り、昭和団地のバス停の近く

が剪定をされましたけども、これは知立市が依頼

されたのでしょうか。 

○土木課長 

 南陽通りの樹木の剪定につきましては、私のほ

うで委託しておる業者が剪定をいたしております。 

○高木委員 

 そういう意味ではなくて、７月の暑い真夏を待

つときに木を切ったら、枝を払ったらということ

で、知立市が指導されたかということを私はお聞

きしたかったんです。 

○土木課長 

 剪定につきましては、私のほうで委託しており

まして、夏季剪定ということで６月中旬から７月

下旬、冬季剪定ということで10月中旬から10月下

旬、そういった形で２回の剪定を依頼しておりま

す。 

○高木委員 

 高齢者が多い団地内でして、この決算報告の中

にもありますけれども、ミニバスのベンチがこと

しは８カ所に設置されましたよということを書か

れていますけども、ちょっと飛ぶんですけども、

ミニバスのベンチは、どういう目的で設置されま

したでしょうか。 

○まちづくり課長 

 利用者への御配慮でございます。 

○高木委員 

 ７月４日に街路樹の剪定がもう本当にされまし

て、ベンチが熱くなったという、そのような利用

者というか、市民の方からの声はありませんでし

たでしょうか。 

○まちづくり課長 

 今のところだけではございませんが、暑い中、

バスを待っているのにそういった施設があったら

いいなという声はいただいております。 

○高木委員 

 私、ちょうどこの剪定のときに、当日に来まし

て、市役所のほうで、土木のほうじゃなくて、ミ

ニバスのほうのまちづくりのほうにお願いに行っ

て、何とかバス停のところの木だけでも残らない

かと、日陰が全然なくなってしまうんだというこ

とでお願いしましたら、これは何ともならんとい

うことで、ああ、そうですかというふうに聞いた

ものですから、市民に優しい福祉バスということ

で、何とか来年度から剪定時期というのを、ベン

チにかかる木の剪定に対して、何かちょっと配慮

はいただけないでしょうか。 

○土木課長 

 樹木の剪定につきましては、目的が日陰をつく

るとかそういう目的ではなくて、春先で大きくな

ってくると、成長して標識が見えなくなるだとか、

それからまた台風シーズンを迎えるに当たって、

木が生い茂っていると、やっぱり根の張り方が余

りよくないもので、倒木とか危険な状態になって

しまう、そういったことから夏季剪定を行ってい

るものでございまして、そういった趣旨からいく

と、剪定をしていかざるを得ないのかなというふ

うに考えております。 

○高木委員 

 千葉県の松戸市、さいたま県久喜市、それから

街路樹を管理している条例が長崎市、大分市、横

浜市などがあります。どんなふうに剪定をしてい

ったら市民のためになるのかな、今のお話で台風

にもいい、しかし日陰にもなるというような剪定

方法を何とか業者と話し合いということはできま

せんでしょうか。 
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○土木課長 

 非常に難しい問題で、もう一つ、建築限界とい

うのがありまして、一定の範囲を逸脱して枝が出

ていると、それに車が当たったり、歩行者に当た

ったりということで、事故を誘引するということ

で難しいところがあります。今言われるのはよく

わかるんですけど、交通安全とそういった潤いで

すか、そういったものとの天びんになっていっち

ゃうのかなと思うんですけど。それと、樹木の育

て方から決めていかなきゃいけないのかな。もう

少しほどが大きくて、無剪定方式で植樹を生かし

て、下の低い、建築限界を侵すようなところだけ

剪定をして、あとは伸び放題伸ばしても、台風が

来ても倒れないよという、そういうようなやり方

をやっているところもあるみたいですけど、知立

市の場合、歩道が狭くて、根が余り張れないよう

な状況で、台風が来るとやっぱり葉っぱが生い茂

ると、どうしても倒木、危険という状況になりま

すので、なかなか難しいのかなと思います。 

○高木委員 

 次に、100ページの一番下になりますけれども、

先年度は書かれておりませんで、ミニバスの運行

の協定額を載せていただきまして、とてもこの表

が理解しやすくなりまして、ありがとうございま

した。 

 次に101ページ、上から２番目の野外彫刻です

ね、プロムナードのことでお聞きします。 

 これは一体、どういうお金でしょうか。 

○都市計画課長 

 野外彫刻プロムナード事業で、今回、主要成果

に上げさせていただいているのは、彫刻の設置費

用でございます。 

○高木委員 

 これ、設置のみで本町のポケットパークに46万

2,000円かかったよと。そして、もう一つの新地

公園の近くということでしたかね、そこでこの13

万6,500円かかったんだよというふうに、そんな

ふうに解釈するんですか。 

○都市計画課長 

 高木委員のおっしゃるとおりでございます。本

町の交差点にこの彫刻殻というものを設置させて

いただいた金額が46万2,000円でございまして、

公園通り線のほう、ほほえむ人という彫刻を設置

させていただきましたけれども、これが13万

6,500円ということでございます。 

○高木委員 

 この作品は、すばらしい作品だということをお

聞きしておりますけど、これが私はどうこうとは

言いませんけれども、都市計画道路に本町のポケ

ットパーク、これは将来的に道路になるよという

ようなことではないんですか、ここは。 

○都市計画課長 

 高木委員のおっしゃっているのは、恐らく本町

交差点部分が将来的に知立南北線が開通したとき

に、現在の中央通が知立南北線のほうにつけかわ

るということで、ここの部分が廃止されるのでは

ないかということかと思います。現在の計画では、

確かにそういった形の中で、知立南北線が開通し

た時点で、現在のホテル前の中央通線というもの

は、今の現道としての機能は廃止はされますが、

何らかの形でそこの部分については、整備方針と

か何もまだ決まっておりませんけども、そういっ

た部分で、その三角地というものはある程度残る

ような形になります。その中で、彫刻はそこの位

置に入るのではないかなというふうには考えてお

ります。ただ、そのまま移設しなくていいかどう

かということに関しては、将来計画に合わせた形

の中で移設は必要になるかというふうには思って

おりますが、直接新規道路にかかるとは、今のと

ころは思ってはおりません。 

○高木委員 

 このポケットパークというところの本町に決ま

ったというのは、どういう経緯からあの場所で、

目立たないところになったのか教えてください。 

○都市計画課長 

 本町の交差点に設置させていただいた理由でご

ざいますが、この野外彫刻プロムナード、上位計

画でも上げさせていただいております。その中で、

今の文化広場、パティオから知立駅駅前、そして

現在ホテルとなっておりますリリオ、こういった
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主要動線をある程度、重点的に彫刻を設置して整

備していこうというふうな上位計画でもうたわれ

ております。そういった中で今回初めて公園通線、

新地公園とかそういった周辺以外に設置させてい

ただいたわけでございますが、そういった将来計

画に基づいた形の中で、そういった部分的なとこ

ろも今、ポケットパークが殺伐としておりました

ので、そこへ設置させていただいたという経緯が

ございます。 

○高木委員 

 平成24年度、初めて今設置しましたよというこ

とでお聞きしました。 

 平成25年度の予定は、今年度は。 

○都市計画課長 

 平成25年度も彫刻設置費用として、約１基ない

し２基という予算でございますけども、計上させ

ていただいております。 

 それで、設置箇所につきましては、まだ現在、

模索中でございまして、まだ決定はしておりませ

ん。 

○高木委員 

 本町のポケットパークに作品を置かれましたと

き、本町の住人の方はどなたも御存じでなかった

と、区長も御存じでなかったという事実がありま

す。平成25年度、予定してみえると今お話を聞き

ましたけれども、ぜひとも住民の方にはこういう

ものを置くんだよと、せっかくこれだけのお金を

かけて、立派な先生がつくられた作品なんだから、

何も余りちょっと宣伝がなかったんじゃないかな

というふうに思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 次に、101ページの下のほうにありますけれど

も、知立駅周辺整備計画見直し計画、これは計画

はどういうもの、ここに書いてあるんですけど、

これはできたのですか。 

○都市計画課長 

 知立駅周辺見直し委託業務でございます。この

主要成果に上げさせていただいておりますのは、

平成24年度の実績という形の中で上げさせていた

だいております。この平成24年度の実績の中では、

まだ成果品としてはできておりません。平成24年

度の内容といたしましては、検討委員会というも

のを立ち上げまして、そこの検討委員会において

さまざまな、皆様の委員からの御意見をお聞きし

て、見直しの案をまとめていくという作業を実施

いたしました。また、それに伴いまして、関係機

関協議、公安協議、県との協議を実施させていた

だきまして、この平成24年度３月ごろまでに素案

というものをまとめさせていただいております。

その素案をもとに、この平成25年３月に一般の市

民の方からも意見を聞くということで、パブリッ

クコメントを実施させていただきました。そこの

時点で、平成24年度事業としては終了という形で、

そこまでの内容が今回の主要成果で上げてありま

す311万9,550円でございます。その後、パブリッ

クコメントを実施した後、平成25年度予算でござ

いますが、平成25年度予算でパブリックコメント

の成果をまとめ、委員の方に御報告させていただ

き、報告書を作成したということで、報告書は平

成25年６月に一応作成させていただきました。 

 以上でございます。 

○高木委員 

 今、平成25年６月に作成されましたということ

で、これは特別委員会のほうで配付されたのか、

私たち議員のほうがいただいたのが、これがもう

完成されたものというか、見直し案ということで

すか。 

○都市計画課長 

 申しわけございません、以前、駅周辺の特別委

員会、このときに、昨年度の２月でしたか、その

ときに一度報告書の案というものを御提示させて

いただいて、御説明させていただいておりますが、

それ以降、今回正式にできた、６月にできた報告

書をまだ御提示させていただいておりません。そ

れは今後すぐ、来月以降でまた御提出させていた

だくつもりではおりますけども、やはり提出した

だけではなかなか御理解いただけないということ

で、駅周辺の特別委員会、それに合わせた形の中

で御提出させていただき、そこの段階で御説明を

させていただきたいと思っておりますので、よろ
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しくお願いいたします。 

○稲垣委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後２時58分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後３時08分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高木委員 

 この都市計画街路調査委託料で、これで見直し

ということになるんですけども、この駅周辺整備

計画の見直しですけれども、これで近々に駅周辺

特別委員会で見せていただけるということなんで

すけど、これ、見直しということで、これがこれ

でまた都市計画決定につながっていくというふう

に解釈するものができたのでしょうか。 

○都市計画課長 

 今回、皆様、検討委員会の中で作成させていた

だいたのが一つの見直しという形の中で進めさせ

ていただき、今後、都市計画変更に向けた手続に

進めるということでございます。 

○高木委員 

 新しいものができてきて、それにまた進んで、

いろいろと新しい案ができて、時代に合ったもの

になったものになっていくのを期待しております

ので、よろしくお願いいたします。 

 次に104ページ、下のほう、下から二つ目の表

の中に、ここで施設民間住宅等耐震化促進費補助

金ということで、ここの件数の中に取り壊しとい

うものが入っております。この取り壊しにつきま

しては、広報ちりゅうの７月１日号に解体費が最

高限度20万円までになりますよということが書か

れておりました。地震発生時に通行を確保すべき

道路にかかるお家に関してはというようなことな

んですけども、この道は具体的にどのようなもの

なんでしょうか。 

○建築課長 

 今の御質問でございますが、作成時につくらさ

せていただきましたパンフレット、知立市耐震改

修促進計画の概要と、この中に地震発生時に通行

を確保すべき道路ということで、図面がつけてあ

ります。国道、県道、それから市道のほうの幹線

市道ということが書いてありますので、この沿線

沿いで建物、昭和56年度以前の建物を取り壊すと

きには補助金が出ると、ほかの要件がまだたくさ

んありますけど、そういうものでございます。 

○高木委員 

 南海トラフということで、知立市も何棟だった

かしら、本当に200人の方が亡くなるよというよ

うなことで、すごい被害が出るというようなこと

が出ておりました。それなのに、歩行者に対する

避難路というんですか、そういうものの確保は考

えてみえないんでしょうか。 

○建築課長 

 私のほうは、所管的に建物関係でございますの

で、全体的には各町内会で行っています、まちづ

くりのほうの勉強会ですね、そちらのほうである

程度やっていますけど、市内全域に係るところま

ではちょっと所管しておりません。 

○高木委員 

 所管と言われましても、防災計画となりますと、

各所管が管轄するんだよということをお聞きして

おります。本当に老朽化して、壊れかけているよ

うなお家が建っていますというところがあるんで

すね、実際に。以前にも一般質問でも、どう思っ

てみえますかということなんですけど、今これ、

もしもその家が壊れてきて前の通路をふさいでし

まった、そこはちょっと避ければ皆さんが通れる

道路かもわからないけれども、避難場所として指

定されている、例えば公共の建物のところに行く

道中であるならば、これは所管外ということで対

応されないということなんでしょうか。 

○建築課長 

 改修促進計画の中で、特に重点的にやるべきと

ころが記載されております。36ページ、37ページ

のほうに、重点的に耐震化を進める区域というこ

とで表になっております。ここについて、建築課

のほうでは勉強会ということで、毎年、１町内会

を目安に年６回、その地区に土日に赴いて、今、

高木委員の言われたように、町内会の細い道だと
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か、避難したときには災害路やなんかのところに

はこういう危険もあると、ブロック積みだとかそ

ういうものですね、そういうところがあると。だ

から、そういうところも歩いていただいて、災害

のときにもし、発生しても困るわけですけど、そ

ういうときには、あそこはたしか危なかったなと

いうことでそこは通らないということで、重点区

域を決めております。今回は、ことしは来迎寺町、

平成24年度のときは試験的に弘法町と新地町をち

ょっとやらさせていただきました。過去にも西中

町、上重原町、山町、中山町ということで、前に

一つずつやっていただきまして、そういう災害の

勉強会についての趣旨・目的をお話をさせていた

だいているということです。例えば、初回の趣旨

では、大規模地震に対する備えが必要だよという

ことで、地震は必ず来ると、念頭に地震による被

害をできるだけ小さく備え、被害の減災を図ると。

それから、ビデオの中にもあるわけですが、最大

の備えは地震に強い建物、家が無事ならば、命は

当然落とす可能性が少なくなる、けがも低くなる

ということがあります。それから、不便な避難生

活もなくなるということがあります。自宅の備蓄

食糧も使えるようになるということなど、いろい

ろあります。それから、地域で取り組むことが効

果的であると。１軒でも弱いところがあれば、そ

こから誘発火災によって全域が燃える可能性があ

ると、そういうことを勉強会を通じてお話をさせ

てもらっているということがあります。 

○高木委員 

 今、説明していただいたことをホームページの

ほうで見せていただいて、各町内がこういう勉強

会をやってみえること、この委員会になりまして

初めて知りました。これを見たときに、これは安

心安全課じゃないかというふうに思いました。そ

うしたら、とても熱心に、本当にやっていてくだ

さるのを見て、じゃあ安心安全課は来ないのかと

いうことをお聞きしましたら、一部分お見えにな

るということをお聞きしましたけれども、もうち

ょっとタイアップしてできるということは、そう

いうことは考えられないのでしょうか。 

○建築課長 

 当然、安心安全課のほうにも私のほうの勉強会

を通じて、最後のまとめだとか、必要なときには

私のほうから出席依頼をしまして、町内会の防災

について安心安全課で答えるべきことは答えてい

ただくということで、タイアップしながら進めて

おります。 

○高木委員 

 先ほどから、実を言うと、ちょっと前のときで

すが、所管ということを言われたんですけれども、

市民にとっては何々課じゃないんですね。本当に

知立市挙げて、安心・安全に取り組んでいただき

たいというか、防災に対する考えを示していただ

きたいなと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして、103ページの才兼池の整備基本計

画についてお伺いします。 

 これは、この前、出していただきました概要書

というのを見せていただきましたけれども、この

費用というのはどのようになってるのか、どの部

分かを教えてください。 

○都市計画課長 

 今の費用というのは、才兼池公園基本設計概要

書を作成した費用ということでよろしいでしょう

か。 

 今回、ここの主要成果で上げさせていただいて

おります、中央コンサルタントに委託させていた

だきました661万8,150円、実はこの中に今回の概

要書の作成費用が入っておりませんでした。そう

いった意味で、今回、皆様に御提示させていただ

くのがおくれたということでございますが、そう

いった意味で、今回この概要書は、市の職員直営

で作成させていただきましたので、費用はかかっ

ておりません。 

○高木委員 

 すごいですね、やればできるのだという。 

 この内容を見ますと、中に駐車場というのが書

かれておりましたけれども、駐車場は何台分を想

定してありますでしょうか。 

○都市計画課長 
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 申しわけございません、今、駐車場と言われた

のがポケットパークのほうにございます部分の駐

車場部分のことだと思います。この駐車場は、こ

この地権者である八橋町が所有している土地でご

ざいまして、現在、この付近の方にお貸ししてい

る駐車場ということで、この公園のための駐車場

というものではございませんでした。ただし、八

橋町のほうから、この駐車場に関してはもうお貸

しすることはやめたから、市のほうで整備してほ

しいということを言われましたので、今後、ここ

の部分につきましては、もうポケットパークを延

長した形の中で生け垣、園路等の整備を進めてい

きたいというふうに考えております。 

○高木委員 

 基本設計、概要を見ますと、高齢者や子供に優

しいというようなことが書かれております。ここ

で一つ、一番私がなぜかということでお聞きした

いのが、ポケットパーク、子供たちが遊ばれる、

去年整備されたところでもトイレがないんですね。

広い敷地内なんですけど、トイレがないというの

は、これはわざとでしょうか。 

○都市計画課長 

 トイレにつきましては、今トイレの設置の考え

方でございますが、一般の公園と同じように、ト

イレもやはり地元の人がやっぱり必要ということ

で、ある程度、利用頻度等も検討はさせていただ

きたいというふうに考えております。 

 それと、やはりあくまでも地元が必要だという

判断をしていただければ、検討はさせていただき

ますが、そうでない限りは、市のほうから率先し

てトイレを設置するという今、考えはございませ

ん。 

○高木委員 

 先ほどの久田委員の質問の中に、この公園の位

置づけは何ですかという質問があったので、この

公園は規模としては大きいのか、小さいのか、私

としてはちょっとどういうふうに判断をしていい

のかわからないんですけれども、池を見渡しても、

池の中もきれいにするということで、大きな敷地

面積となるんです。これは、何公園ということに

なってくるんでしょうか。 

○都市計画課長 

 都市公園ということは間違いございません。た

だ、都市公園の中の小分類の中で、近隣公園、街

区公園という分けの中で考えますと、ちょっと面

積的には結構大きいんですけども、補助の関係等

もございますが、申しわけございません、土地の

所有ですね。土地の所有は、現在、一応名義上は

知立市という形になっておりますけれども、実質

形態は八橋町の権利がございます。そういった意

味で、そういった補助金がもらえるような体制が

とれるかどうか、それによって公園の位置づけと

いうものを少し検討させていただきたいと思いま

すので、現段階では、都市公園に当てはまること

は間違いないとは思いますけども、その辺、もう

少し先のことについては、検討してからお答えさ

せていただきたいと思います。 

○高木委員 

 検討の中に、都市公園となって広い敷地であれ

ば、子供連れのお母さん、子供たち、本当に狭い

ところならまだすぐ家に帰れるかもわからないけ

れども、ぐるりと回って楽しんで、遠くのほうに

行ったけど、トイレがなくて家まで帰るのにとい

う失敗があってはいけませんので、何とかこの辺

も大きい意味で考えていただいて、高齢者や子供

たちに優しい公園にしていただきたいと思います

けれども、いかがでしょうか。 

○都市計画課長 

 現在、才兼池基本設計の概要書という形になっ

ております。今後、実施設計、詳細設計のほうに

入っていくわけでございますが、その段階におい

て、地元の方とよく協議させていただきまして、

実施設計のほうを進めたいと思います。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

○佐藤委員 

 それでは、成果報告書の96ページで、ここに委

託関係ということで、放置自転車防止パトロール

委託という形でありますけども、ちょっとこれを

御説明ください。 
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○土木課長 

 これは、駅周辺の放置禁止区域における放置自

転車のパトロールの委託業務ということでござい

ます。 

○佐藤委員 

 私、余りしっかり承知してないんですけども、

駅周辺の放置禁止区域と、これはどのぐらいの広

さ、どの程度の範囲なのか、その辺はどうでしょ

う。 

○土木課長 

 主に、駅周辺の区画整理事業区域を含み、あと

駅から半径が、ちょっと済みません、200メート

ルぐらいだったかなと思うんですけど、そのぐら

いのエリアの道路の区域を放置禁止区域としてお

ります。 

○佐藤委員 

 それで、放置自転車ですね、これは放置自転車

防止パトロールほかとなっていますので、ほかと

いうのは何ですか。 

○土木課長 

 自転車対策事業ということで、放置自転車の委

託のほかに、移動ですとか、処分ですとか、いろ

んな委託が入っております。そういった内容をひ

っくるめて、ほかと言っておりますが、あと無料

駐輪場の管理委託ですとか、そういったところの

除草ですとか、そういったものが、そのほかの委

託が入っております。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それで、この前、議案説明会のときに、放置自

転車の台数だとか、廃棄の数だとか、リサイクル

だとか、ちょっと報告がありましたけど、ちょっ

と私、書き取れずにおったものですから、その辺

の御報告をいただければと思います。 

○土木課長 

 平成24年度の放置自転車でございます。 

 移動する前に、放置自転車かどうかということ

で札づけするんですけど、そういった作業が

2,417台でございます。撤去した台数が714台でご

ざいます。あと、所有者に返還したのが206台、

それからリサイクルに譲与した台数が115台、廃

棄処分の台数が399台、済みません、この台数は

路上分も含んでおります。知立市内全部の台数で

ございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、全体で年間、札づけということで、

2,417台、あちらこちらで、駅の周辺だけじゃな

くて、全体ではそんなにたくさんあるんだという

ことがよくわかりましたけれども、そういうこと

なんですけど、一つ聞きたいのは、雑入のところ

で、先ほどの放置自動車と一緒ですけれども、放

置自転車移動保管料ということで、23万9,200円

というものが雑入で上がっているわけですけど、

これがいわゆる返還した206台に相当する金額と

いうことになるんでしょうか。 

○土木課長 

 206台のうち、放置禁止区域の部分が188台ござ

います。その部分につきましては、駅前駐車場の

１区画に保管いたします。その部分について、移

動保管料をいただいております。その分でござい

ます。 

○佐藤委員 

 そうすると、これを雑入の23万9,200円を188台

で割り戻すと、保管期間とかそういうこともあろ

うかと思いますけども、割り戻すと、１台当たり

の移動料という形になるんですか。 

○土木課長 

 それを割り戻せば、平均の移動保管料になると

思います。 

○佐藤委員 

 平均というと、保管料のでこぼこはあるんです

か。押しなべて一律ではなくて、平均と言われる

ものだから、どうでしょうか。 

○土木課長 

 移動に関しては1,000円でございます。保管料

に関しては、１日100円でございます。２週間ま

で保管しますので、最大2,400円でございます。 

○佐藤委員 

 この金額が妥当かどうか、私は判断できません

けれども、しかし206台のうちに放置自転車の禁
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止区域の分については、こうした形で対象にする

わけですけれども、それ以外のところは移動した

りそういうことはないんですか。そのまま路上に

札をつけて、書き置いて、所有者が見つけて持っ

て帰れば、それでよしと。持って帰らなければ、

それはどういう処理なるんですか。 

○土木課長 

 そのほか駐輪場等がございますけど、それは２

週間、２週間ですかね、注意札、確認札というよ

うな形で、２週間、２週間札を張りまして、それ

でも移動がないものについては、すぐ処分いたし

ます。 

○佐藤委員 

 そうすると、禁止区域以外のところは、実質的

にはそこで２週間、２週間、ちょっとそれはとも

かく、そこへ札を張って置いておいて、本人が持

ってけばそれでよしと、持って行かなければ、２

週間たったらそれは撤去して、廃棄処分という形

になるんですか。そういうことなので、移動保管

料は、それは徴収しないと、こういう考えでしょ

うか。 

○土木課長 

 ４週間で移動しますけど、駅前駐車場じゃなく

て、別の保管場所、放置自動車と同じように、露

天の保管場所へ移動いたしまして、もしあらわれ

るといけないもので、３カ月は保管しておきます

けど、その後、処分させていただきます。 

○佐藤委員 

 要するに、先ほどの放置自動車と一緒で、移動

料は取るけれども、保管は露天なので、野ざらし

なので、保管料、移動料を取らないと、こういう

考え方で一緒だということですかね。 

○土木課長 

 そのように扱っております。それと、条例でも

そのようにうたっておりますので、そのとおりに

させていただいております。 

○佐藤委員 

 そのところはわかりました。 

 それで、もう一つですけれども、リサイクルで

115台、平成24年度実績であるわけですけれども、

もちろんこれは禁止区域においても、またその他

区域においても、廃棄に該当しないものについて、

区域は両方あるけども、その中でリサイクルに回

せるものは115台、廃棄が399台と、そういう形で

すけど、リサイクルと廃棄の分かれ目というのは、

どこで判断されてやられるのか。 

○土木課長 

 撤去した台数が結構あるんですけど、返還台数

も結構ありまして、あと残りの台数につきまして、

自転車協会、そういったところに見てもらいまし

て、リサイクルが可能かどうかの判別をそちらで

していただきまして、リサイクルが可能だという

ものにつきましては、リサイクル譲与という形で

譲与いたしまして、リサイクルに回しています。

残りの部分については処分です。 

○佐藤委員 

 そうすると、この自転車協会というのは、市内

の自転車の業者の団体ということでしょうか。 

○土木課長 

 知立市の自転車協会及び刈谷市のＮＰＯが一つ

ございます。 

○佐藤委員 

 それで、リサイクルが115台ということで、先

ほど譲与というようなことを言われておりました

けれども、このリサイクルの自転車はどのような

形で、欲しい人に無償で譲渡をされるのか、それ

が有償に、雑入もないわけですので、リサイクル

で、その辺の関係、ちょっとどういう仕組みなの

か、どういう流れなのか。 

○土木課長 

 これにつきましては、無償譲与しておりまして、

リサイクル業者に市のほうから無償譲与しており

ます。それに手を加えて、幾らぐらい手を加える

のかが自転車の程度によって違うと思いますけど、

自転車の販売店のほうで、特に私のほうからは指

定しておりませんので、そちらのほうで直して、

修理代込みで販売されているということになって

おります。 

○佐藤委員 

 リサイクル業者というのはちょっとわかりませ
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んけども、自転車協会が判断をするということな

ので、パトロール自体はシルバーですけれども、

実際のリサイクルはどういうところでやるんです

か、リサイクル業者とはいうものの。リサイクル

をするのは、どこの業者ですか。シルバーですか。 

○土木課長 

 だから、自転車協会のグループで判断していた

だいて、そちらのほうへ譲与する、この自転車な

らリサイクルできると思う自転車を持っていって

いただいて、修理して、独自にまた自分たちで販

売していただくという形になります。 

○佐藤委員 

 わかりました。そうした形で、可能なものは有

効利用されているということがよくわかりました。

だからといって、どうのこうのじゃなくて、その

流れがちょっとわからなかったものですから、こ

こを聞きました。 

 もう１点、同じページの駐車場費について、こ

れは駅前駐車場のことだと思いますけど、これに

ついて御説明ください。 

○土木課長 

 駅前駐車場費につきましては381万2,443円とい

うことで、指定管理は大成が行っておりまして、

運営そのものにつきましては、大成の収入支出と

いう形になりまして、私のほうには売り上げの中

から6,600万円の納入していただくということに

なっております。この381万2,000円につきまして

は、施設そのものの維持管理の費用ということで

計上させていただいております。 

○佐藤委員 

 それで、施設の維持管理という形で、いろいろ

トイレやったり、それはわかりました。 

 それで、指定管理料が、平成23年度決算は

7,000万円の指定管理ということで納入されてい

るというふうに理解しておりますけれども、平成

24年度は、自動車そのものでいけば、910台ふえ

ておると。自転車が減っておりますけれども、そ

うした関係の中で、6,600万円という納入金だっ

たわけですけども、その辺は何が影響して、そう

いうことになったのかなと。大成のほうも、そう

した利用をしていただくために、さまざまなサー

ビスをやっているかというふうに思いますけども、

そうした点についてはどんな感じで。 

○土木課長 

 駅前駐車場につきましては、平成23年から平成

27年までの５年間につきまして、平成22年度に公

募いたしまして、応募者からのいろんな提案を受

けた中で、指定管理者を指定するわけですけど、

事業計画の面でいいますと、そのほかのいろんな

要因の中から指定しているんですけど、事業計画

の中に、平成23年度、7,000万円、平成24年度か

ら平成27年度が6,600万円という提示額、それを

出していただいておりまして、他よりすぐれてい

る、それからそのほかの業務内容も他よりすぐれ

ている、そういった内容により指定しております

ので、特にほかの要因がなければ、その事業計画

に合わせた形で市へ納入していただくということ

にしておりますので、平成23年度は7,000万円、

平成24年度から平成27年度は6,600万円、何が違

うかという話ですけど、リース機械、全ての駐車

場の機器がリースでもってやっておりまして、５

年ごとのリースでやっておったんですけど、平成

23年までが、リース切れをまだ使えるから、７年

ぐらいまでは故障なしにある程度使えるという、

そういった目安を持っていたものですから、実際

には、本当はもう２年早くリース期間が切れてい

たんですけど、リース切れの機器を２年間使って

いただくという条件で、その分、リース期間が過

ぎると、10分の１ぐらいにリース代が減額されま

すので、その部分は市へ入れてくださいよと、そ

ういう条件で事業費を出していただいておりまし

たので、それが6,600万円と7,000万円の違いでご

ざいます。 

○佐藤委員 

 たしかそこのところを議論した覚えが、今、答

弁になってるので思い出しましたけれども。ただ、

この中で実際に利用台数が伸びて、収益が大幅に

伸びるようだと、その分についてどうのこうのと

いう取り決めもなかったですかね。 

○土木課長 
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 そうです。基本協定、年度協定等ございますが、

当初の公募のときに、そういった運営仕様の中に

は、計画利用料を上回った分の２分の１について

はそれぞれが収入するという、そういう約束にな

っておりますので、しかし平成23年、平成24年に

つきましては、計画利用料を上回ってございませ

んので、定額納入という形になっております。 

○佐藤委員 

 計画利用料というのは、どのラインでしたかね。 

○土木課長 

 たしか１億1,500万円だったと思いますけど、

応募者が利用料を推定して、その納入額を決めた

ときの数字でございます。 

○佐藤委員 

 それで、その辺が私もちょっと思い出せないわ

けですけども、ただ、平成23年、平成24年、計画

利用料について達しなかったという形で、6,600

万円ということですけども、今現在のあそこの、

大成から聞かなわからんという側面があろうかと

思うんですけれども、さまざまな改善やそういう

ことがなされて、利用が、平成24年度でいくと、

自転車は大幅に落ち込んでいるものの、自動車そ

のものは910台という形で伸びているというよう

なことを思うと、そうした可能性は平成25年、平

成26年、平成27年の中で、それはやってみなわか

らんとして、ただ、そういう可能性もあるなとい

うことが今わかりました。 

 ちょっと計画利用のところだけ、もうちょっと

わかりやすく教えてください。 

○土木課長 

 計画利用料につきましては、平成24年から平成

27年が１億1,500万円でございます。たしか平成

23年もそうですけど、平成24年につきましては、

１億1,500万円を上回らず、約５％ぐらい下回っ

ておりました。これは、平成20年のリーマンショ

ック、トヨタショック、景気不況の中で、平成20

年12月まではすごく好調だったんですけど、それ

以降、落ち込んで、１年後に若干上向きのきざし

を見たんですけど、東北大震災でまたがたんと落

ちまして、去年少し持ち直して、ことし４月から

はやや持ち直して、また平成19年度、平成20年度

ぐらいのところまでいくのかな。でも、ちょっと

１億1,500万円を超えるか超えないか、際どいと

ころで、いろいろあの手この手を使って、客を寄

せて、リピーターも寄せていただいておるんです

けど、届くか届かないかの瀬戸際ぐらいまで努力

していただいております。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それで、もう１点お聞きしますけども、大成が

管理しているわけですけれども、ここの場合は、

障がいをお持ちの方の利用について、利用料とか、

それはどんな扱いになっていますか。 

○土木課長 

 指定管理のほうにそちらのほうをまけてくれと

いうわけにはいかないもので、そちらのほうは長

寿介護課、そちらのほうとタイアップさせていた

だいて、福祉カード、そういったようなもので、

福祉課のほうでやっていただいて、私のほうは正

規の料金を取って、福祉課のほうで値引いている

というような状況でございます。 

○佐藤委員 

 わかりました。ちょっと所管外なので、大変恐

縮です。 

 それで、次にお聞きしたい中身ですけれども、

道路維持費ですけれども、さまざま維持管理費、

それから委託、設計、ありますけれども、こうし

た中において、どこということはちょっとここの

中で指定できませんけれども、道路交代について、

知立市は寄附が前提ということですけれども、平

成24年度実績は、どこの項目でそういうものを受

けて対応しているのか、その辺はどうですか。 

○土木課長 

 道路橋梁費ではないので、８款、１項、１目の、

主要成果には載せてはございませんが、道路管理

の部門の委託料というような形、そちらのほうで

対応させていただいております。 

○佐藤委員 

 道路管理と。そうすると、ここには載っていな

いですけど、項目はないですかね、ここの中。ち
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ょっと申しわけないですけど。 

○土木課長 

 決算書の167ページになります。 

 ここの13節の委託料、ここの2,078万8,752円、

このうちの一部の委託費を使い、後退部分の所有

権移転とか、そういったことを。登記関係は、こ

の委託料を使っております。 

 失礼いたしました。工事の関係につきましては、

数少ないということで、97ページの道路維持費で

はございますが、載せてはございません。 

○佐藤委員 

 それで、平成24年度はそうした形で、セットバ

ックで寄附を受けたとか、そうした実績はどのよ

うな状況になってるんですか。 

○土木課長 

 平成24年度につきましては、総件数、道路交代

の届け出件数が32件ございまして、寄附につきま

しては７件でございます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そうすると、寄附の７件ということについては、

くいを打って舗装したという、こういうことでし

ょうか。 

○土木課長 

 寄附の７件につきましては、私のほうで舗装し

た分もありますし、それから御本人が舗装整備ま

でやっていただいたというのもございますので、

ちょっと７件のうち、そういう区分けができてお

りませんので、申しわけございません。 

○佐藤委員 

 それで、32件のうち寄附がされたのが７件とい

うことで、あとの残りについては、セットバック

は実質、道路中心点から２メートル離れて家は建

てないかんわけだけども、実質、道路として通さ

れておるかどうかは不明だということだと思うん

ですけどね。ただ、新しい住宅で、前もって交代

して、あらかじめその後、市に寄附するというも

のあろうかと思うんですけども。それで、この問

題については、この間、お聞きしてきたわけです

けれども、前の建設部長が寄附ではなくて、私も

買い取りをなかなか実態として進まないというこ

とで、買い取りを求めてまいりましたけども、さ

まざま問題があるということで、結論に至ってい

ないですけども、今、実際として、こうした点で

どのような検討状況と見通しになってるのか、そ

の辺はどうでしょう。 

○土木課長 

 この件につきましては、６月議会でも報告させ

ていただいたと思います。それにつきましては、

いろんな問題点がありまして、その整理がまだつ

かずにいるという中で、まだ現在、検討中でござ

います。それと、法的な中身につきましても、総

務部のほうとの調整等が必要になってきて、自治

法上、県とも協議が必要ということになってきま

す。いろんな問題、またさらにいろいろ検討した

中で、今、平成16年から区切って、それを買い取

りするのが本当にいいのかどうかという、その辺

の議論もありますし、既存で本体部分が個人名義

のまま残っている部分もあるというところから、

交代部分のみ、なおかつ平成16年以降のみ買い取

りという、そういう問題が本当に公共として公平

かどうかというその辺も踏まえて、さらにちょっ

と考えを検討・研究していかないといけないかな

ということで、現在、私が考えている内容としま

しては、とりあえずと言っては何ですけど、安

城・刈谷方式の一部を取り入れて、測量費に対す

る一部補助という形で割り切って勧めていったら

どうかという、その辺をちょっと今、検討中でご

ざいます。 

○佐藤委員 

 刈谷市は買い取りもやられてるんじゃないです

か。それと、分筆や塀の取り壊しだとか、そうい

うのは補助という形で、二本立てじゃないですか。

買い取りとそうした分筆や測量、二本立てでやら

れてるんですよね。買い取りは買い取りでやられ

て、補助は補助でやられてるということで、知立

市は、平成16年というのは今の要綱が定められた

以降のやつも買い取りだけをやるのは問題で、そ

れ以前、寄附してもらったやつも多分あるので、

そことの整合性が難しいということを今言われた
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んですよね。 

○土木課長 

 そのとおりでございます。 

 それと、刈谷市は補償もありますけど、補助と、

それから買い取りと選択性になっておりまして、

安城市につきましては、測量費の補助のみを施行

されている、そういった状況でございます。 

○稲垣委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後３時57分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後４時08分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○佐藤委員 

 そうした形で、以前寄附された方と今の現要綱

ができて以降の方とどうかということですけども、

その辺もうちょっと詳しく御説明を願いたいなと。

整合性が公平かという点で、ずっとさかのぼって

ということまで対象にしないで、それ以後につい

て買い取りということですけども、その辺は、例

えば刈谷市なんかは、今、補助と、それから買い

取りと選択性だというけど、刈谷市でもそうした

問題はあったんじゃないですかね。どうなんです

かね、その辺は。 

○土木課長 

 刈谷市のその辺の状況はちょっと伺ってないの

で、選択性の過渡期にはそういった問題があった

のかなというのは想定されますけど、その辺の実

情は伺ってないのでわかりません。 

 問題点としては、平成16年に寄附をせずに道路

交代をして舗装だけしたのと、平成16年に寄附を

して現在まで来ている方、それを要綱の改正によ

って、良心的に寄附をしていただいた方に支払い

ができずに、寄附を拒んだ方に恩典を与えるとい

うその辺の公平さがそういったことでいいのかと

いうのと、平成16年以前の問題も、ちょっと調べ

てみないとわからないですけど、かなりの数がご

ざいます。そういった内容からすると、現在いろ

いろ窓口で言われているのが、分筆費用とか所有

権移転費用は大した費用にはならないけど、寄附

するに当たっての土地を確定する、その測量費に

大金が要るんだ、だからその補助をして、何でも

らえないのか、寄附をするんだからという声が多

いという中から、そういったところに着目して、

一定の日をもって、そういったものに補助ができ

る体制に持っていけるのが、測量費の補助、土地

を買うという話ではなくて、測量費の補助をして、

土地を寄附していただくというそういうことが一

番。それでも不公平は若干出ますけど、それはや

っぱりわずかなそういった差にありますので、一

定の期日をもって法律基準を変えたんだというと

ころで、そちらのほうが理解しやすいのかなとい

うふうに今、私のほうでは考えております。 

○佐藤委員 

 確かに土木課長が言われるような形で、積極的

に寄附をされた方、そうじゃない方、そうじゃな

い方に対して買い取りをするという点では不公平

じゃないかと、それ以前のものもあるかと。しか

しながら、セットバックを求めていても、土地そ

のものはその人のものだもんで、そこにセットバ

ックしなさいということと、同時にセットバック

した部分については法律で買い取りをするだとか、

もしくは地権者が拠出をせないかんとか、そうい

うふうになっていない、これはそこで割り切って

やれない権利者の問題があるもので、問題として

寄附してもらうか、寄附しないか、そういうとこ

ろでそれぞれの判断があって、それはずるいとか、

ずるくないという問題ではなくて、今の第42条で

すかね、持っている矛盾じゃないですか、それは。

だから、それはその方たちが公平か、ずるいかず

るくないかということではなくて、もともとのと

ころが矛盾をはらんだ問題だということで、こう

いうことが生じているわけで、そうした点では、

買い取りをしたからといって、確かに現象面でい

けば不公正さが生じるけれども、そうした措置も

ないと、確かに駅は立派になって、駅周辺の区画

整理は立派になったと。しかしながら、そういう

区画整理もおぼつかない地域においては、そうし

た問題が、一向に改善されんという問題が出てい
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るわけだから、安全やそういうことの問題を含め

て、そうした取り組みを私はせないかんのじゃな

いかという、そんなことを思うんです。 

 それで、土木課長がそう言われるのであれば、

どこの自治体でもそうした矛盾をはらんだ問題だ

と思うんですよ。刈谷市の買い取りの要綱は日が

浅くて、まだ４年ぐらいしかなってないかという

ふうに思いますけども、それ以前だってセットバ

ックして寄附した方たちは、そういう方たちがい

たはずだもんで、その辺も調査研究して、買い取

りも可能かどうかぜひ検討してもらいたいなとい

うふうに私も思いますが、どうでしょうか。 

○土木課長 

 愛知県内53市、いろいろ聞くところによると、

まだ後退部分の舗装すら市でやっていない、そう

いう整備をやっていないところもございます。片

や岡崎市ですと、買い取り、補償、対策室を設け

て、全ていらっしゃいという形で受けているとい

うところもあります。そもそも第42条第２項道路

というものが、４メートル道路がないと建築でき

ないというのが本来、本筋でございます。たまた

ま４メートル道路にしたら建築できるよじゃなく

て、一定の道路につきましては、４メートルとみ

なして建築できるよというそういった、その辺の

法律のふぐあいからこういったことが生じている

のかなということなんですけど、だからやり方が

53市千差万別で、皆さん違う方法でやっておりま

す。私どもも、やっぱり将来的に交代したけど、

所有権は変わってないで、代が変わると俺のもの

だというものでまた主張されても困るということ

もありますので、できるだけ所有権の移転を促す

という方法で、どういった方法がいいだろうかと

いうことで研究はさせていただいていたわけです

けど、いろんな方向から考えて、やっぱり公平で、

今からそういった矛盾点をできる限りなくした形

で公平にもって、どういったサービスができるの

かなというところで、再度研究していきたいと思

います。 

○佐藤委員 

 それで、その点については公平性ということで、

土木課長の担当部の認識はそういうことなんです

けど、先ほど言った、寄附するにしても、自分の

土地の境界確定をしなきゃいかんと、その測量費

が大変かかるということで、なかなかすぐに寄附

しますと、いやいや、これでは境界確定、測量、

あなたのところはやっていないので、境界確定を

やってくださいと、その測量費がべらぼうにかか

って、結局寄附したいという意向の方もお金との

バランスの関係で寄附をためらうと。私も、そう

いう方で相談を受けてる方もみえますけれども、

そうした方向で今、検討を、買い取りは買い取り

で検討してもらいたいけれども、そうした方向で

検討しているということですか。 

○土木課長 

 ２項道路ですと、２メートル以上の道路で４メ

ートル未満の道路ということになりますと、交代

部分もそんなに多い面積ではないということで、

10万円、20万円、30万円、土地代としてもそのぐ

らいのレベルのものもございます。ですから、一

定の補助をすれば、その土地代に見合うぐらいの

補助になるのかなということからすれば、１筆測

量すると、40万円、50万円、多いところでは70万

円ぐらいかかるかもしれませんけど、その一部を

補助するということで、寄附部分の土地代に見合

う分なら寄附するわというような方がどんどん出

てくればいいというようなことも考えられます。

そういったことから、過去からの例もございます

ので、そういったところを加味しながら、もう少

し検討したいというところでございます。 

○佐藤委員 

 そこのところで、例えば買い取りはまだ理論的

になかなか難しいということですけども、境界確

定をする測量費用について補助すると、刈谷市も

そういう形ですかね。ちょっと教えてください。 

○土木課長 

 聞くところによりますと、刈谷市は土地代の一

部もしくは測量費の一部ということで、安城市に

つきましては、測量費の一部を補助して寄附を受

けている、そういうふうに聞いております。 

○佐藤委員 
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 そういうことであるならば、今、土木課長が言

われたような、すぐに買い取りということになら

ないにしても、速やかな具体化でそのことが効果

が上がるものなら、それでいいわけだけれども、

それは実施をしてみないとわからん話で、それは

早急に具体化をなされて、要綱の改正をなさった

らどうでしょうか。そうしてる間にも、毎年毎年

こういうものが発生していくと思うので、どうで

しょうか、それは。 

○土木課長 

 私としては、そういった意味合いの要綱の改正

をしていきたいなということで、年度内にそうい

ったことを仕上げていきたいというふうに考えて

おります。 

○佐藤委員 

 そうすると、今年度中にそれをまとめあげて、

来年度からそうした境界確定のための測量費につ

いて、どれぐらいの補助率になるか私はわかりま

せんけれども、そうした補助を実施をするという

ことでよろしいですかね、来年度。 

○土木課長 

 私としてはそのように思っておりますけど、一

応財政的な問題もございますので、内部調整を図

りながら、その辺を検討していきたいと思います。 

○佐藤委員 

 今、財政的にそれは出さないかんと、補助制度

をつくれば、それに見合ったやりますよという方

がみえれば、お金を出さないかんもので、財政当

局と調整せないかんということではありますけれ

ども、これは懸案事項で、買い取り制度を私も提

案させてもらって、当時の建設部長もそのことを

検討していたさなかで、たしか前建設部長が在任

中の年度内に結論を出したいという一つのテーマ

でしたよね。それが在任中には結論が出なくて、

その後も今言われたような問題を抱えて、ずっと

引きずっているということですけども、そうした

点で、建設部長はどうですかね。今、土木課長が

言われたような内容で実施をされて、成果が上が

るものなら、それでいいわけですけども、建設部

長としてはどういうふうにお考えを。 

○建設部長 

 今、土木課長が申しましたように、私、佐藤委

員が前の建設部長からという懸念というか、その

引き継ぎをということで、私もその内容をある程

度聞いた中で、前建設部長は、本当に平成16年か

らの寄附の今の要綱がスタートして、新たな買い

取りを含めた要綱に変えるという考え方の中で、

先ほど土木課長が申しましたように、平成16年の

ときに寄附していただいた方、平成16年のときに

は寄附を拒まれた方、その方たちの思いが入らな

いという中身が、相当そのときに、前の建設部長

が苦労されていたと思うんですよ、そういった交

渉の中身も多分入られておった中で、そういう思

いがそういったところにあったわけなんですけど、

ただ、その中身を取り入れていこうとすると、先

ほど土木課長が申したように、それ以前に、今の

現道の中に既に道路敷の個人名で残っている分が

たくさんありまして、ここ最近になって、ちょこ

ちょことそこの買い取りをしてくれと。その中身

だとかそういった部分を考えますと、そういった

対応は今まででもしてこなかった、そういったも

のがスタートしますと、その部分の何万平方メー

トルという、たしか私が聞いてる範囲だと、何万

平方メートルという、そういったまだ道路敷に個

人名が残ってる敷地があるという中で、そういっ

たものが吹き出てくると、大変私どもも、とても

対応できる中身ではございません。ですので、今、

土木課長が申しました、そのような近隣の刈谷市、

安城市の中身も考慮した中で、測量の一部を補助

していくという中身のスタートがいいのかなとい

う思いはしておりますが、ただ、要綱はつくるに

しても、来年度スタートとなりますと、実計で予

算を確保していかなきゃいけないと。実計につい

ては既に、まだ最終というところまでは来ていま

せんけど、私どもがその要綱を詰めるまでの間に

は、実計は確定してしまうものですから、その辺

のところは、しっかりとこの場で担保されている

中身ではございませんので、そういう御返事がし

っかりとできないというふうに私自身は思ってい

ます。 
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 考え方としては、私も土木課長が申したような

中身で、まだ議論はさせてもらうつもりでござい

ますけど、その辺のところで何とかスタートが切

れたらなという思いでございまして、確実にそれ

が今年度中にこういうふうにやれるという、まだ

この先の問題等をしっかりと整理してございませ

んので、そういった部分はございますけど、努力

させていただいて、かつ財政的にもそういった要

望をさせていただくつもりでございますけど、し

っかりと平成26年度当初からやれるかどうかとい

うところについては、しっかりとした御返事がで

きないということでございます。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 これは懸案事項なので、その方式がどうかとい

うことはともかくとして、私としては、確かに実

施計画の議論がもう始まるのかな。そうすると、

そこに乗せるというのは非常に困難だということ

が言われましたけれども、ただ、これもずるずる

と先延ばしでやるわけにはいかんというふうに思

うんですよね。来年度からやれれば一番いいです

けれども、そうじゃないとしても、その次の年か

らはスタートできるぐらいのものにしていかない

かんじゃないかというふうに思いますけれども、

その辺で副市長、今、土木課長、建設部長がその

ような形で答えられて、大変苦慮しながら煮詰め

ていこうという、境界確定のための測量に対する

補助という形で、実計には間に合わんということ

ですけれども、ぜひそれは平成26年度に上げれれ

ば一番いいですけれども、そこにできなくても、

次年度ぐらいには予算づけをして、ちゃんと対応

してほしいなと思いますけど、その辺のお考えは

どうでしょうか。 

○清水副市長 

 この件は、昨年の９月の本会議の中で、前建設

部長も今の現状の中で、特に知立市の場合、生活

道路の整備というのは非常におくれておる、安

心・安全というような面も含めて、これは整備を

していく必要があるという同じ認識のもとでござ

います。 

 もろもろの課題につきましては、先ほど土木課

長が申し上げましたような課題がいろいろござい

まして、ちょっと時間をいただいているというよ

うな現状なわけですけども、そんな中で、やはり

制度が変わっていくわけですので、どこかで割り

切らなくちゃいけない、どこかのある時点でとい

うこともありますけども、やはりいろいろ事情を

聞いていますと、なかなか奥の深い部分がござい

ますので、そういったものとの、土木課長の言葉

で言えば、公平性の確保というんですかね、そう

いうことを言いますと、安城方式がいろんな面で、

知立市が実施するにとっては現実的な選択なのか

なというのが今、私もいろいろ説明を聞く中で思

っております。ですので、ここ１年以上の懸案と

して、いろいろ内部でも調整させていただいてお

りますので、具体的に一歩踏み出さないかんなと、

そういう時期だというふうに私も認識しておりま

す。ただ、これからいろいろ来年度予算の編成に

向けて、要綱の整備等も含めて、今、総務の法規

担当にも何か照会をかけて、内部の調整もしてる

というふうに聞いておりますので、そんなものが

整えば、できるだけ早い時期に一歩踏み出してい

きたいなという思いでございます。 

○佐藤委員 

 できるだけ早い時期と。とは言っても、担当部

長ですね、来年度の実計に上がる可能性がゼロで

はないというふうに私は思いますので、年度内に

要綱を早目にまとめあげていただいて、ぜひ反映

される努力を私はしてほしいなというふうに思い

ます。どうでしょうか。 

○建設部長 

 努力をしてまいりたいと思います。 

○佐藤委員 

 それで、もう一つお聞きするわけですけども、

山屋敷町の桐山地内、ちょっと番地、地図も示せ

なくて大変恐縮なんですけど、従前、田んぼだっ

たところが住宅になりまして、１反ぐらいあった

のかな、４宅地ぐらいになって、実際に家が３軒

ぐらい建ってるのかな、その部分で、従前狭い道

路だったやつがセットバックをされまして、家が
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建ちました。しかしながら、排水路の整備はなか

ったんですよね。従前は近所の水は、一部側溝が

あるところもありますけど、側溝がないというこ

とで、雨水は田んぼに全部流れておったんですよ。

ところが、前のあのときの話みたいで大変恐縮で

すけれども、流れておったんですけども、結局排

水設備、側溝整備がされないために、雨が降ると、

セットバックしてもらったことはいいことなんだ

けども、排水設備がないものだから、雨があふれ

て、そこに大きい水たまりができてしまうと、民

地の側に逆にまた流れ込むという問題があるんで

すよね。だから、そうした点で、住宅を建てると

きに、開発に充当するかどうか私も調べてないん

ですけれども、少なくとも事前にそういうものは

わかっていただいて、対応してもらうということ

が必要ではないかなと。前のときの議論の中で、

それは努力義務だということを言われたんだけど

も、実際にそういう大きな水たまりができてしま

って、なおかつ民地側に流れ込むような事態が、

開発によってセットバックはしたものの、そうい

うものが整備されないということで、起きてるん

ですけども、その辺についての考え方はどうでし

ょうか。 

○土木課長 

 一般的には、セットバック部分の整備につきま

しては、申し出があれば整備をさせていただくと

いうことで、舗装については、建築と同時にはや

れないんですけど、建築が終わって、一定の量が

出てきた時点で舗装はさせていただくということ

ですけど、側溝につきましては、流末があればい

いんですけど、なかなか流末がないとか、ちぐは

ぐにセットバックがある場合、側溝を入れても、

側溝つながらないというような状況があった場合

は、側溝も入れれないという状況がありますけど、

反対側に側溝があれば、そちらのほうに片勾配で

水を流すとか、いろいろな、ケース・バイ・ケー

スでセットバック部分の舗装整備についてはやら

させていただいております。 

○佐藤委員 

 ちょっと事前に場所やそういうことをお示しし

てお話をすればよかったんですけども、いずれに

しても、そうした形のふぐあいが、セットバック

はしたものの、そんなふぐあいが発生するという

ような事態もありますので、また一度お話をさせ

ていただいて、またこれも側溝整備なので、区長

申請という形になろうかというふうに思いますけ

ども、またぜひ相談に乗っていただきたいなとい

うふうに思います。よろしくお願いします。 

 それから、次ですけれども、99ページのところ

で、河川費という形でありますけれども、ここに

は載っていなくて大変恐縮ですけども、猿渡川の

河床をしゅんせつする事業が、県事業です、これ

はね。ですけども、ちょっとお聞きしたいなとい

うふうに思っているわけです。猿渡川がずっと河

床を１メートル掘り下げるという工事をやってき

たかと思いますけども、現在の状況と今後の見通

しをちょっと教えてもらえたらなと思います。 

○土木課長 

 ちょっと本会議のほうで説明はしなかったでし

たかね。 

 現在の現状としましては、猿渡川につきまして

は、下流から順次整備をしてきております。平成

20年ぐらいに一度、ＪＲから上流、高水敷の部分

を西中町部分を掘削していただきました。河床は

まだ掘削していない、そういった状況の中で、下

流の三ツ又橋周辺の整備だとか、もっと下流で巡

見橋とかいろいろあるんですけど、そういったと

ころの護岸工事だとか、いろいろ順次進めてきま

して、一昨年ほどぐらいからやっと河床の掘削に

取りかかってきまして、去年から知立に入ってき

ております。去年は、23号線の上流、50メートル

ぐらいからありますかね、間瀬口川のちょっと上

流までですね、そこまで河床掘削ということで、

高水敷掘削して、なおかつ河床を１メートル掘り

下げるというような状況で、50ミリ対応がやっと

完成するという状況ですけど、そこまで実施して

きて、去年の繰越事業でそこまで実施してきてお

ります。６月の雨季前に終わっていると思います

けど、今年度につきましては、そこから上流に、

弘法橋までたどり着きませんけど、弘法橋の下流
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の、前にミミズ養殖があったところですけど、

200メートルぐらいまだ下流になろうかと思いま

すけど、その辺ぐらいまで今年度やっていただけ

るということを伺っております。防災安全交付金

という防災事業でやってくるということを伺って

いますので、引き続き、これはやっていただける

ということで、私のほうの要望としては、八ツ田

橋、アピタの通りの橋まで、あそこまで早急にや

っていただくように要望はさせていただいており

ます。ただ、今からが護岸をつくったり、やって

いかなきゃいけなくて、矢板を打ったり、架設に

すごくお金がかかるということで、大金を投じて

も、なかなか延長が伸びないという年次に今から

なってきますので、今まではとにかく掘削をやっ

てきましたけど、今からはちょっと護岸整備も含

めてやっていきますので、ちょっとお金がかかる

ということで、八ツ田橋に行くまでにはもう少し

三、四年かかるのかなというような気がいたしま

す。 

○佐藤委員 

 今まではしゅんせつするのみと、それも船でし

ゅんせつを今までやってきたんですね、下流はね。

これについては、護岸で23号線まで、今できてい

るわけですよね。23号線からアピタの通りの八ツ

田橋ですか、あそこまでの間は、今、護岸を矢板

を打ったりとか、そういうことを言われたんです

けども、ちょっとその辺、わかる範囲で御説明お

願いします。 

○土木課長 

 護岸整備をしながら進めてくるということは、

真ん中に矢板を打って、右をやるときは左側に水

を通して、左側をやるときは右側に水を通して、

この水の仕切りをやらなきゃいけないとか、仮設

道路を設けなきゃいけないだとか、いろんな仮設

的な工事にお金をもう半分以上費やしてしまう、

それから残土を持っていけば、そちらの処理費も

かかるということで、本体工事に余りお金を入れ

ることができないような工事の中身になってきま

すので、なかなか延長が伸びない状況ではありま

すけど、できるだけ早くやっていただくように要

望しているということでございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、川の真ん中に矢板を打って、片方

をやって、片方をやってと、そういう感じでやっ

ていくんですけど、それも船でやられるんですか。 

○土木課長 

 そちらのほうは水がないものですから、下流の

ほうは、干潮時でも水が結構のぼってきておりま

すけど、ＪＲより上流はそういうのがないもので

すから、パワーショベルとかバックホーで土を出

すという、そういった作業になろうかと思います。 

○佐藤委員 

 そうすると、のり面がなだらかであればいいわ

けですけども、バックホーやそういう重機を川の

中に入れるんですかね。川の中に渇水期なのか、

入れるということになると、そうすると川の中に

矢板を打つというしゅんせつのための工事もあり

ますけれども、重機を入れるためにそうした護岸

のそういうことも整備するという、こういうこと

なのか、どこから重機をそんな形で入れていくの

かなというふうに思いますけども。しゅんせつす

れば、さっき言ったように、土砂が出る、それを

ダンプなりで運ばないかん、それは形でやられる

のか、どの辺でやられるのか。 

○土木課長 

 やはり重機とかダンプは、川の中へ入れていか

ないと作業ができないということで、川の中で作

業していくということですけど。あと、矢板を打

ったり護岸の整備は最終段階になりますので、あ

る程度、掘削とかそういったときに川の中に入る

ということで、最終的には低水部というんですか、

水の当たる部分に護岸を施して、しゅんせつした

後、上流に上がっていくというような形になりま

す。 

○佐藤委員 

 そうすると、23号線から当面八ツ田橋と。平成

25年度中が弘法橋までですかね。そこはどうでし

ょう。今年度は弘法橋までですか。 

○土木課長 

 今年度は、間瀬口川の上流50メートルぐらいか
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ら弘法橋の下流200メートルぐらいまでですので、

約300から400メートルぐらいかなと思います、今

年度につきましては。だから、弘法橋までは、今

年度はいかないです。 

○佐藤委員 

 そうすると、弘法橋から200メートル下という

ことですので、実際には、その区間についてはど

こからそんな形で、のり面もそんな、河川敷もそ

う広い川ではないわけで、そうしてみると、どこ

からそんな形で重機を入れてやられるのか。当然、

堤防道路を掘削した土砂を入れて運ぶんだろうと

思うけど、そんな取り回しはどんな感じになるん

でしょうか。 

○土木課長 

 だから、重機やダンプを入れるのは、終点のと

ころの堤防に土を腹付けしたりして、仮設道路を

つくって入っていくと。掘削した後は、仮設道路

も撤去して完了するというような形になります。 

○佐藤委員 

 そうすると、弘法橋まで来ないというものの、

そうすると23号線の向こう側から上流に上がって

くるわけですので、今年度についてはね。弘法橋

より200メートルぐらいの範囲ということになる

と、23号線の下のほうからそうしたところを使っ

て重機を入れていくということになるんですかね。 

○土木課長 

 重機はちょっと起終点のどちらのほうから入れ

るかわからないですけど、そういった堤防に腹付

けして、進入路をつけて、重機を入れて、ダンプ

につきましては、弘法橋のほうから空で入って、

積んで、23号線のほうへ出ていくのかなという、

具体的なその辺のやり方までちょっと伺ってない

もので、今はそんなような形かなということで概

略を聞いてはおりますけど、詳細についてはちょ

っと伺ってないので済みません。 

○佐藤委員 

 今年度は、弘法橋から200メートルぐらいのと

ころまで来るということですよね。来年度は、弘

法橋の200メートルぐらいのところから八ツ田橋、

そういう形でやってくると。いずれにしても、堤

防道路に接している住宅というのは余りないわけ

ですけど、ただ弘法橋から下のところは若干の住

宅があって、あの道路を使って重機を入れたり、

もしくはダンプがそこを走ったりということがあ

るので、住民との関係は、ちゃんときちっとした

説明がないとやっぱりいけないんだろうなという

ふうに思いますけど、その辺の説明は県はちゃん

とやられるんだね。 

○土木課長 

 そういった隣接住民の方にはもちろん話をして

いただけると思いますし、していただくようにお

話はさせていただきます。 

○佐藤委員 

 それで、もう一つお聞きしたいんですけども、

猿渡川がしゅんせつをして、時間50ミリ対応とい

う形で今ずっと進めてきてるわけですよね。これ

は先ほどそういうことを言われたので、時間50ミ

リの雨量に対応した工事だということでよろしい

ですか。 

○土木課長 

 そのとおりでございます。 

○佐藤委員 

 それで、猿渡川があり、逢妻川もあるわけです

けども、昨今の雨はゲリラ豪雨、気象庁はそうい

う言葉は使ってないみたいですけども、ゲリラ豪

雨という形で、時間50ミリどころじゃなくて、大

変な雨が降られるというような事態で、50ミリ対

応で本当に、とりあえず50ミリのやつを完了せな

いかんかもしれんけれども、50ミリ対応で本当に

いいのかなということを私、昨今の川の災害を見

ると思うんですけども、その辺はどうですかね。 

○土木課長 

 これは費用対効果といいますか、じゃあ100ミ

リ対応にするにはどうしたらいいかという話にな

ると、もう川の幅を２倍も３倍も広げていかない

といけないというような状況になってきます。そ

うすると、また付近の関係の住民の協力とか要り

ますし、土地の提供とかも要りますし、時間もお

金も莫大にかかるという状況の中で、現在は50ミ

リ対応の中で、現河川の中の河床を掘削するとい
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うことで、そういった対応ができるということで、

少しでも被害を少なくするということで整備をし

ていただいております。50ミリ対応で大丈夫かと

いうことを聞かれますと、ちょっとそれは私にも

わかりませんけど、流域全体に50ミリ降った場合

の降雨強度の計画ですので、それがスポット的に

知立市だけに降った、豊田市だけ降った、刈谷市

だけ降った、新林だけ降った、谷田だけ降ったと

いう話になれば、それは大丈夫だと言えると思い

ます。50ミリ対応で計画しても、河川の余裕断面

というのが若干ございますし、そういうことから

すれば、90ミリ、100ミリ、それがどれだけの時

間降ったかという話と、何分降ったか、そういっ

た話といろんな条件が絡み合って災害が起きてく

るんですけど、だから大丈夫かと言われると、今

よりは大丈夫になりますということしか言えない

ですけど、かなり、今が大体、全然50ミリ対応に

なってないもので、10ミリとか30ミリ対応ぐらい

な現況河川です。それを50ミリ対応にしていただ

けるということになれば、かなり安心できるので

はないかなというふうに思っております。 

○佐藤委員 

 そういうことで、とりあえずそれは50ミリ対応

でやらざるを得ないということですけど、私も専

門家じゃないですけども、昨今の雨の降り方やそ

ういうことを見ますと、集中的な地域に一気に長

時間、島根県のほうでもそうですし、京都府でも

そうですし、そんな形で降られる雨があって、あ

んな事態が、深く私は分析したわけじゃないけれ

ども、本当にそれで大丈夫かなという思いはして

るので、その辺については、もうちょっと住民が

安心できるような、そうした広報の仕方やそうい

うことも県と一緒に考えてほしいなというふうに

思って、逢妻川については、たしか逢妻町付近は

堤防を時間50ミリにかさ上げしたかというふうに

思いますけども、そうですよね。 

○土木課長 

 平成12年の東海豪雨のときに、まずかさ上げを

しておりまして、平成18年のときに河床掘削をし

ておりますので、逢妻川については50ミリ対応が

完成しております。 

○佐藤委員 

 わかりました。しかし、50ミリ対応ということ

でありますけれども、例えば市内、排水路の関係

や、例えば水干川がありますよね、西町のほうを

通って、西町の神社の裏を通って、あそこのとこ

ろにも排水路があって、かつてあそこが崩れて、

補修して、北を掘削するどころか、逆にかさ上げ

して堤防と河床を整備したということがあって、

ああいうところでも、例えばスポット的にばっと

降れば、今でも多いときに住宅地のほうに冠水し

てくるわけですよね。そういう点も含めてあの地

域、それと本田地域もかなり冠水して水が流れて

いくという、あの一帯について、水干川の容量で

いいのかなというふうに思いますけども、あの辺

はどう考えられますか。 

○土木課長 

 水干川も、知立市境を境に刈谷市側は改修が済

んでおりまして、ポンプ排水で逢妻川に流してお

ります。知立市側につきましては、全然まだ準用

河川当時の未整備のままでございます。だから、

あのままではまずいので、河川整備計画をつくっ

ていただいて、早急な河川整備をただいま県のほ

うに毎年要望させていただいておるところでござ

います。 

○佐藤委員 

 毎年要望されて、刈谷市のほうは、それはうち

から始まって、そうした形になってきたんですか。

当然、刈谷区間と、もちろんされれば容量は大き

くなるので、ばっと流れるので、水位が下がると

いうことは当然ありますし、西町ポンプ場では排

水もあるということですけれども、それにしても

整備は必要だという認識で毎年要望してるんです

けど、刈谷市がそうした形で整備をされたという

ことは、知立市部分についても整備の見通しがあ

るのかなという期待を、これは昔から言われてい

た一つのテーマですよね、これは。なかなかそう

ならないということですけど、刈谷市がそういう

形でやられて、県がやられたということは、知立

市でもそうしたものが見通しが出てきたのかなと
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いう感じするんだけど、その辺はどうでしょう。 

○土木課長 

 刈谷市につきましては、区画整理とかほ場整備

に合わせて河川改修が行われているようなふうに、

ちょっと私わかりませんけど、そういうようなこ

とが想定されますので、そういったことから一定

の整備がされているのかなと思います。そのまま

知立市のほうへ入ってくると、２倍から３倍の河

川断面が要りますので、その分、用地買収、物件

等の御協力がないとなかなか進まない状況があり

ますので、そういった整備計画をまず、ルート的

にも、それから断面的にもその辺の計画をつくっ

ていただかなきゃいけないということから、河川

整備計画の作成と河川整備の工事の要望をさせて

いただいているということでございます。 

○佐藤委員 

 わかりました。ぜひそんな形でやってほしいな

というふうに思いますけれども。 

 それから、もう一つお聞きしたいんですけども、

この河川費の中には、排水路の河川のしゅんせつ

だとか、さらに河川の改良と排水路の改良という

ような形でありますけれども、この点についてち

ょっとお聞きしたいんですけど、100ページにあ

ります排水路の調査設計委託を実施しましたとい

うことで、山屋敷排水路80メートルということで

すけど、これをちょっと説明してください。 

○土木課長 

 この排水路委託業務ですけど、これは先ほど言

いました、山町の区画整理の区域内の排水路の整

備、グランドの中の排水を通した後にそちらのほ

うへ流れていきますので、そちらのほうの断面整

備も合わせてやっていきたいということで調査委

託をかけております。 

○佐藤委員 

 それで、私、排水路について一つ、住民の方か

ら、今、雨が多いということで、桜木町のところ、

排水路がありますよね、中町のほうから来る。あ

そこのところを近所の住民の方が言われるには、

大雨が降ったときにあふれて、例えばあそこに白

い丸い鉄パイプの柵があるんだけども、そうした

大雨になったときに、川に、排水路に落ちたりと

かそういうことが懸念されるので心配だという声

があったんですけども、そんなことから、私、あ

そこについては、住宅地ですよね。それから、知

立小学校の裏もずっとつながっているんだろうと

思いますけれども、ああしたところの整備という

のはどのように考えられておるのかなというふう

に思うんですけど、どうでしょうか。 

○下水道課長 

 今おっしゃられる桜木の排水路の管理は、下水

道課のほうでやっております。今現在は、そこに

泥が大分たまりますので、年に１回清掃をして、

なるべく水が通るような形で、今のところそうい

う対応をしております。 

○佐藤委員 

 そうすると、私が聞いたことについては、下水

の決算認定で聞かないかんということですかね、

これは。今、聞いてしまいましたけど。どうでし

ょう。私は排水路ということで、あの部分につい

ても土木が管理しているのかなというふうに思い

ましたので、知らなかったので、また改めてお聞

きいたします。 

 その部分と、桜木のところもそうですけど、知

立小学校の裏もそうですか。 

○下水道課長 

 そうですね、桜木排水路がありまして、Ｐの字

でボックスといいますか、それがずっとつながっ

ておるわけですけども、そのボックスの管理も下

水のほうで、一応主には、今現在は泥だとか、そ

ういったごみで水の流れを阻害しちゃいかんもの

ですから、そこら辺の対応を今しております。 

○稲垣委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後４時58分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後５時08分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○佐藤委員 

 もう１点、排水路については掃除をやったり、
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新設改良をやったり、改良をやったり、いろいろ

してますけども、安全対策という点で私はさっき

聞こうと思ったわけですけど、例えば排水路とい

うよりも、山屋敷の中に、通学路になっている、

あれは用水ですかね、排水路というよりも。あの

点について、雨が降ると冠水をされるということ

があって、そういうときに、普通冠水していると

きに子供が通ったりはしないと思いますけど、い

ずれにしても用水と境界がわからなくなって、例

えば将来は管路化するとかそういうことがあるか

もしれんけれども、網をかぶせるとか何かそうい

った形で対応を、安全対策をとれんもんかなとい

うふうに思うんですけど、あれは明治用水ですか

ね。どうなんでしょうか。 

○土木課長 

 明治用水の小用水ということで、排水関係者の

管理という形になっております。 

○佐藤委員 

 排水管理者の管理というものの、あそこのとこ

ろの上部については、かつてふたをして整備をさ

れて、通学路できてるわけですよ。通学路になっ

てる今のところの一部だけが開渠のままになって

いて、冠水すると、あそこは目の前の住宅の人た

ちも通るわけで、川のほうと道路側の境界がわか

らなくなるような事態があるので、私はそうした

安全対策、もちろん地元の声も聞かないかんとい

うことですけど、事故が起きてからでは遅いので、

例えば集中的に雨が降って、よく側溝でも流され

たとかそういう事故で、死亡事故とか発生する事

例も幾つか出てるわけですよ。確かに通常は浅い

側溝で、ザリガニとりをやったり子供たちがする

のでどうかという御意見もあるんだけれども、何

らかの安全対策を通学路になっているところでと

らないままで、ずっと開渠のままになるというの

は、どうもいかんじゃないかということがあって、

ぜひ、かつては明治用水の管理だとはいうものの、

側溝のあそこの整備をしてふたをしたのは市の事

業で行ったわけですよね。どうですか。 

○土木課長 

 上流のほうは、たしか山屋敷用水は加藤さんの

ところからこっち、北側へ曲がっていきますので、

あの上流がどういう用水形態になっておるのか、

ちょっと私もわからないんですけど、過去にはそ

こを通学路整備ということでやっていると思いま

すけど、ちょっと私、どういう経緯でやったのか

というのは認識不足ですけど、山屋敷用水につい

ては、こちらで全てオープンでございます。 

○佐藤委員 

 いずれにしても、明治用水の管理だというもの

の、そこの点については明治用水ともよく話して

いただいて、必要じゃないということであればそ

うかもしれんけども、でも事故が起きてしまって、

ああ、しまったなということでは遅いんじゃない

かということなので、調整していただいて、どう

いう安全対策がとれるかわかりませんけれども、

私の田舎では、そういうところ全部網をかぶせて

いるところがあるんだね、危ないということで。

そうしたグレーチングをやるとかそういうことは

ないですけども、有効な、そういうときに子供が

落ちたり流されたりしないような安全対策を、私

はぜひ明治用水と調整していただいて、検討して

いただきたいなというふうに思いますけども、林

市長、どこの場所かということはわからないかも

しれませんけれども、梶川組のところがあるんで

すよ。梶川組があって、そこに山屋敷のちょうど

桐山公園の脇を通る通学路、そこも昔は開渠でし

たけども、向こう側の市道、幼稚園の通りが交通

が大変狭くて危ないということで、そこの明治用

水の上にふたをかけて、通学路として整備されま

した。しかし、その先の155号線に至る手前のと

ころは、そうした整備がなされていないんです。

ただ、そうした点で通学路になって、冠水があり、

事故が懸念されるところなので、そうしたところ

は現地をよく見ていただいて、明治用水とも調整

していただいて、そうした対応を私はすべきでは

ないかというふうに思うんですけども、一遍現地

を見ていただいて、対応してもらえませんか。通

学路になっています。 

○林市長 

 通学路になっておるということで、一度現地を
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確認させていただいて、安全対策、できることが

あれば、やっていきたいなと思っております。 

○佐藤委員 

 お願いします。 

 それで、もう１点、ミニバスについて、100ペ

ージですけれども、この前の説明では、24万

3,000人余が平成24年度利用されたということの

説明がありましたけども、その辺について、どん

な状況かちょっと御説明ください。 

○まちづくり課長 

 ミニバスの利用状況の御質問かと思われます。 

 こちらの主要成果のほうでは、前年比14.2％増、

24万3,722人が平成24年度に乗っていただきまし

たと、この記載でございます。平成23年度は21万

3,000人から今回の上昇率でございまして、ちょ

っと説明のほうを負担金補助、こちらのほうの詳

細・子細についての御紹介をさせていただきまし

て、かえさせていただきます。それでよろしいで

しょうか。 

 今回、御指摘を受けまして、負担金の明細とい

うものを少し、運行協定額というものを書かせて

いただきまして、ここで引き算をすれば、幾らの

支払い額だというのを明確にさせていただきまし

た。こちらのほうを復唱させていただきますと、

ミニバスは、１から３コースと４・５コースの２

契約をしております。二つの協定額が5,219万

1,300円でございまして、そこから料金収入、こ

ちらのほうが1,526万1,384円とありますけども、

この内訳でございますけども、１乗車100円と、

それから１月1,000円の定期券の運賃収入が1,370

万1,384円でございます。あと、運転免許証返納

者の方につきましては、２カ年の定期券を安心安

全課のほうにやっていただいておりまして、その

方の今年度の人数が65人、２カ年ですので、定期

券金額ですと、１人２万4,000円、かけ合わせま

すと、156万円ちょうど、先ほどの運賃収入1,370

万1,384円と156万円を足しました金額が1,526万

1,384円でございます。それと、業者に払う車両

整備等、こちらのほうは昨年平成24年12月にダイ

ヤ改正を行いまして、その関係上、バスのアナウ

ンスとかバス停関係でのお金、それと、それ前に

平成23年12月に行って、それまでの４コース４台

から５コース５台に変わったことに対してのバス

アンケート、何が目的かといいますと、今回のそ

れに変わって、どういうふうな改正が必要だと、

12月の改正ですね。かいつまんで、そのアンケー

トなんですけども、どんなことかといいますと、

やはり５コース５台、イエローコースができたこ

とに対しての好評という利点でございまして、あ

とここでのデメリットですけども、常習的なおく

れがあるよということが明確に出ましたので、そ

れを受けまして、平成24年12月にダイヤ改正メー

ンの、平成23年12月の改正時に比べて、直した点

は、おくれの解消をメーンに改正させていただき

ました。 

 以上が今回の説明でよろしかったですか。 

○佐藤委員 

 そうした形で充実をされてきて、利用者もふえ

ていると、大変いいことだなというふうには思い

ますけれども、私、以前、高場市営住宅ができた

ので、あの前にバス停を設置できないかというこ

とを提案させてもらいましたけれども、そのとき

の答弁は、道路が高場市営住宅の前を通って、旧

155号線に至る道路が大変狭いので、交通安全上、

よろしくないというような答弁だったかなという

ふうに思いますけども、それでよろしいでしょう

か。 

○まちづくり課長 

 やっぱりバス事業について一番大切なのは、安

全なバス運行だと私は思っておりますので、あの

路線、道路につきましては、道路事業が大変悪う

ございますので、そういった回答で、バスについ

ては、そちらのほうのルートについては少し障害

があると思っております。 

○佐藤委員 

 それで、無理やり１個そこへつくれということ

は私は言いませんけれども、そうすると、例えば

宮代地域なり、あそこら辺に１号線から斜めの道

を入ってきて、不燃物処理場の脇を通る道があり

ますけど、堤防に上がる道がありますけど、あそ
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こを通って、公園の前の道を左折をし、また１号

線に出ていくというような形で、そうしたところ

に設置は可能ではないかなと。あそこは道路も大

分広いところがありますので、マンションが建っ

たり、高齢者の方がおったり、高場市営住宅から

もそう遠くないところで設置が可能じゃないかと。

そうした点も、ダイヤ改正したばっかりだという

ことでありますので、すぐにということにならな

いにしても、一つ検討していただきたいなという

ふうに思いますけども、いかがでしょうか。 

○まちづくり課長 

 御提案いただきました路線等につきまして、地

元要望とバス路線として安全かということも踏ま

えまして、一つの課題というふうに受けとめさせ

ていただきます。 

○佐藤委員 

 ぜひよろしくお願いしたいなというふうに思い

ます。 

 次、決算書の167ページですけれど、土木費の

中の土木総務費、１節で報酬という形で４万

1,000円計上されて、支出がなかったということ

で、不用額が４万1,000円になっているわけです

けど、これは平成24年度当初には予算計上がされ

てなくて、どこかで補正を組まれた中身だなとい

うふうに思いますけれども、その点、一つ確認さ

せてください。 

○土木課長 

 これは、放置自動車対策の対策委員会を、もし

放置自動車があれば、その委員会を開かなきゃい

けないということで残しておきましたけど、結果

的に放置自動車の処分がなかったものですから、

委員会を開かずに不用額となったものでございま

す。 

○佐藤委員 

 わかりました。結果的になかったということで、

不用額となったと。これはたしか平成24年度当初

予算では計上されていなかったと思うんですけど

も、計上されてましたかね。 

○土木課長 

 平成24年度の当初から計上しております。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それから、173ページですけれども、ここの都

市下水路という形であります。それで、まず需用

費、それから委託料、工事請負費というふうにな

っていますけども、まず需用費でいくと、40万円

の予算に対して21万円という形で、19万円という

ことで、残し率が47.5％、半額近い不用額という

形になりましたけど、この需用費はどうした内容

でこうなったのか、その辺はどうですか。 

○下水道課長 

 この需用費は、都市下水路修繕ということで、

昭和地区のマンホールぶたの修繕があった場合に

行うものということで計上した予算でございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、昭和地区のマンホールぶたの修繕

ということですけれども、実際には40万円計上し、

21万円しか歳出をしなかったという点では、どう

してこういう形になったんですか。例えば前年度、

平成23年度ですね、実際に支出をされた額が40万

円ぐらいあって、それにならって当初予算で計上

されて、結果的に修繕が少なくてこうなったと、

こういうことでしょうか。 

○下水道課長 

 おっしゃるとおり、そういう形で、この当初予

算は前年にならったような形で、結果的にこの額

で済んだということでございます。 

○佐藤委員 

 マンホールぶたの修繕というのはどういうもの

ですか。例えば、40万円というのは当初マンホー

ルのふたを、それぞれ違うかもしれませんけれど

も、何件ぐらいのマンホールの修繕を予定された

のか、その修繕の中身はどうした必要性で修繕に

なるのか、その辺はどうでしょうか。 

○下水道課長 

 済みません、今の内容でございますが、今、マ

ンホールぶただけじゃなくて、陥没等も含めてお

りまして、そういった陥没はいつ起こるかわから

ないものですから、そちらのことも含めた予算で

ございます。 
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○佐藤委員 

 結果的にはそうだけども、当初予算の積算の仕

方がちょっと課題ではなかったかなという感じも

するんですけども、これは前年度、この間の実績

でそれを計上して、結果的にこうなったというだ

けの話なんですか。 

○下水道課長 

 そうですね。先ほども同じように申しましたが、

佐藤委員のおっしゃられるとおり、前年に倣った

ような形で予算をとって、結果的にこういう額で

済んだということでございます。 

○佐藤委員 

 結果的にそうなったと。 

 それで、委託料についてもマンホールの関係で

こういうふうになったんですか。これは、この委

託料についても、33.1％の残し率と、こういうふ

うになっていますけれども、これはどういうこと

ですか。 

○下水道課長 

 こちらの委託料については、排水路の施設清掃

ということで、一応、先ほどちょっと桜木でも出

ましたけど、ああいったものにも対応しておる予

算でございます。 

○佐藤委員 

 具体的には、54万円の予算に対して36万780円

という形ですけども、排水路の施設、委託料です

ので、これはどういう形の委託料ですか。工事を

任すとか、ちょっとわかりませんけど。 

○下水道課長 

 こちら、排水路施設清掃ということで、もうち

ょっと詳しく申しますと、開水路もそうですけど

も、ボックスの中のボックス形状のものだとか、

そういったものの堆積物の清掃、そういったもの

も含めております。そういった内容でございます。 

○佐藤委員 

 これ、所管は下水ですかね。ちょっとお手数で

すけど、ちょっと越境してしまって申しわけない。

下水ですかね。そうすると、次のところで聞くと

いうことですかね。一般会計ですね。その辺がち

ょっとどういうふうだったか、下水のほうの課長

がお答えになったので、一瞬戸惑ってしまいまし

た。 

 清掃ということで、しかしこれが54万円という

形で、これは排水路の施設清掃、何でこんなに残

られるんですか。どこをやられたのか。 

○下水道課長 

 ここの需要費だとか、委託費だとか、こちらに

ついては、全部陥没と掃除等がセットになってい

まして、そういった急に起こるものに対応するた

めの予算でもございますので、そういった意味で

ちょっと予備費的な形で残ったという形でござい

ます。 

○佐藤委員 

 そうすると、予備費的な、緊急対応が必要だと

いうことで、予備費として計上されていると。そ

れが緊急対応か、なかったのか、少なかったのか、

そういう関係でこういうふうになったということ

はわかりました。 

 それで、これについては都市下水路ということ

で、排水路の開渠式のやつもそうでしょうけれど

も、ボックスということで、開渠式じゃないやつ

のそうした清掃や、例えば物がつまったとか、そ

ういうことも含めて対応するということでしょう

か。 

○下水道課長 

 ボックスでも、結構古いボックスもあったりし

まして、急なやっぱり、ボックスの上に舗装が乗

っておるような部分もありまして、穴があいてい

るとか、そういったのにも対応するという形でご

ざいます。 

○佐藤委員 

 それで、もう一つ、その下の工事請負費ですけ

れども、工事請負費70万円で、執行がなくて、不

用額が丸々残っていますけど、これはどういう内

容で残られたんですか。 

○下水道課長 

 やっぱり大きな、今言いました陥没等がありま

すと、修繕とかそこら辺の対応ではちょっとでき

ない部分もありまして、工事になりますと70万円

ということで考えておりました。 
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○佐藤委員 

 そうすると、この分については、陥没するとい

うことを言われたので、緊急的な対応で工事をせ

ないかん、それに備えるための予算で、そういう

ものがなかったためにこれは不用額になったと、

こういうことでしょうか。 

○下水道課長 

 委員のおっしゃるとおりでございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、これは70万円という金額の根拠は、

例えば陥没が、先ほどのマンホールのふたという

ことじゃないですけど、陥没ということを言われ

ましたけども、具体的には、過去にそうした事例

が発生して対応したということもあるから、こう

いうものが予算化されているんだというふうに思

うんですけども、陥没というのは、道路が陥没し

たとか、都市下水路において陥没というのは、マ

ンホールの車が上を通って、そこがへこんでしま

うということはあるけれども、この工事費という

のは、どういうものに対応する工事費ですか。 

○下水道課長 

 先ほどちょっと申しました中で、やっぱり旧の

ボックス形態のものがありまして、そこに昔のボ

ックスで、ちょっと管理用に穴がわざとあけてあ

るようなところがありまして、そうしたところか

ら陥没しちゃって、そこをちょっと入れ直すとか、

そういったのが過去にありました。 

○佐藤委員 

 そうした緊急対応的なものだということで、な

かったということで不用額になったということは

わかりました。 

 それで、都市下水路の費用は、今こういう形で

需用費、委託料、工事費というふうな形がありま

すけれども、今言った陥没や排水路の清掃という

ことになりますと、先ほど私は下水の決算認定で

聞かないかんかなというふうに思いましたけれど

も、桜木の用水もここで聞くことが可能だという

ことですか。 

○下水道課長 

 桜木の排水路については、雨水の維持管理のほ

うの予算になっておりまして、これは都市下水で

す。 

○佐藤委員 

 どうも済みません、勉強不足で。そんな形でな

ったということはよくわかりました。 

 それで、駅のことですけれども、連立について

ちょっとお聞きをしたいと思いますけれども、こ

このところで、決算意見書のところの35ページで

すけれども、残事業費というような形で残ってい

ますし、それぞれの名古屋本線、三河線という形

で、それぞれの事業についての進捗、残事業、そ

れから事業費についても残っておりますけれども、

これについてちょっと御説明ください。 

○都市開発課長 

 まず、名古屋本線につきましては既に工事が始

まっておりますが、ここで上げておりますのは、

主に用地の内容でございます。名古屋本線につい

ては、ほとんど完了をみてきておりますが、三河

線、これは碧南方、海側でございますが、ようや

く測量調査が終わりまして、対象となる面積等が

わかってまいりました。そのために、今年度初め

てここに計上されております。1,664平方メート

ルで、物件が３件という内容でございます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 細かい話はともかくとして、私が聞きたいのは、

かつていただいた事業の工程表、それから事業計

画、これらを見てみますと、仮線工事は平成22年

から平成24年の33カ月で終了する計画だというこ

とでありましたけれども、実質的には平成24年度

末も若干入って、実質的に３年間のおくれになっ

ているわけですけれども、このおくれの原因は、

どうしたことでこんなにおくれたんですか。 

○都市開発課長 

 まず、早い段階におきましては、やはり国庫補

助、交付金等がつかなかったということが一つの

原因であります。もう一つが、並行して進んでお

りました愛知県下の太田川連立、こちらのほうが

完了に近づいておりまして、そちらに集中投資が

必要であるということから、これは愛知県のほう
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の判断でそちらに投資がされたということ、それ

ともう一つが、知立連立につきましては、仮線工

事のおくれというものが若干あるかと考えており

ます。 

○佐藤委員 

 それで、いろいろ事情があったにしても、結果

的に仮線を完了させるのが３カ年という計画で、

仮線に着手したのは、実質的には今年度からとい

うことになるわけですよ。この３年間のおくれが

あるわけですけれども、この計画が平成35年とい

う形になりますよね。ちょっとその前にお聞きし

ますけれども、事業認可期間が平成26年までとい

う形で、これが平成35年で、三河知立駅の移設の

問題等を含めて、国のほうに事業期間変更をされ

るということを特別委員会でも聞いていますけれ

ども、これはちょっと忘れましたので、いつそれ

を事業変更を国とやられて、なるんでしょうか。 

○都市開発課長 

 結論から申しますと、今年度中には事業認可の

変更がされるということです。現状を申しますと、

結構大きな話でございますので、認可変更だけの

事務手続ではなくて、その前段の詳細設計協議と

いうようなものがございます。そちらについて国

と協議をしてまいりました。その詳細設計協議は、

おおむね了解が得られたということで、今月から

事業認可変更の申請手続に入るということを聞い

ております。 

○佐藤委員 

 それで、３カ年、仮線工事がおくれたわけです

よ。今、事業認可は前にお示ししたとおり、正式

に今まで示されてきた中身で、平成35年をゴール

ラインにして、認可を変更しようということです

けども、この３カ年のおくれをどこで取り戻すん

ですか。 

○都市開発課長 

 なかなか苦しい答弁になるかと思いますけれど

も、やはり仮線工事はどうしても３年かかるとい

うことは、今、鉄道事業者からも聞いております。

したがいまして、高架工事に入りまして、どれだ

け短縮できるかということですが、平成35年の完

了というものは、もう間違いない事実でございま

すので、それに向けて何とか、どこかで短縮をす

る、高架工事の中で短縮するというようなことで

進めてまいりたいと思っております。 

○佐藤委員 

 それでは、仮線敷設には３年はかかるというこ

とですので、具体的には、平成25年度から施行さ

れたというふうに、基本的にはね、平成24年度に

一部ありますけども、実質的には平成25年度と。

そうすると、仮線が施工されて、仮線ができるの

は知立駅部の仮線と、それから名古屋本線の仮線

と二つあるわけですよね、知立駅部の仮線、そち

らのほうが示された中身で見ればね。これだと、

知立駅部の仮線ということになりますと、どうい

う仮線かなというふうに思いますけども、知立駅

部というのは、どこからどこを指すのかちょっと

わかりませんけれども、前、増減率の資料をいた

だきましたけれども、駅部というのは、685メー

トルということですかね。駅部の仮線を３カ年か

けてやるわけですよね。それから、名古屋本線の

仮線を３カ年かけてやると、三河線は別として。

これは、両方ともあるわけですけども、駅部の仮

線というのは、どこからどこまでですか。 

○都市開発課長 

 まず、仮線の施工の段取りでございますけれど

も、今、駅部、一般部ということでおっしゃられ

ましたが、工事としては一括で発注されるという

ふうに考えております。駅部はどこからかという

ことですが、155号線の知立方から豊橋方につき

ましては、トキワマンションって御存じでしょう

か、駅北にある。名鉄テニスコートの北側あたり、

そのあたりが、我々が言っております駅部という

ことになります。 

○佐藤委員 

 そうすると、これを一括発注でやられると。お

くれたからといって、おくれなくても、これは同

時並行で駅部と名古屋本線は一緒の施工時期です

ので、そうしたやり方でやられるんだろうなとい

うふうに思うんですよ。それで、私は、これがい

ただいた資料で見れば、平成25年度から、仮線は
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平成27年度ということになりますよね。仮線施工

にはそれだけかかるということを言われているの

で、そうすると、本体工事は知立駅部の名豊のぼ

り線、三河線豊田方、それから名古屋方上下、豊

橋のぼりとか、こういう形でありますけど、これ

が３年間スライドしてずれていくということです

よね、本体に工事については。そうではないんで

すか。 

○都市開発課長 

 おっしゃられるように、ずれてしまいますと、

平成35年の完了というものが難しくなってまいり

ますので、平成31年か平成32年ぐらいまでには名

古屋本線の高架化を完了しないと、平成35年完了

は難しくなります。したがいまして、その間で、

高架工事をする間でスケジュールを調整する、そ

んなことが必要になってくるかと思います。 

○佐藤委員 

 この仮線が３年間ずれ込むわけだから、残事業

はここで金額的には約490億円、平成25年度を除

いてですけども、そういう形でいくと、具体的に

どういうスケジュールでやるのか、全然３年間、

もうこの間おくれてきたわけなもので、その説明

が全然ないんだよね。本当にできるかと心配なの

かなと。ただ単にスケジュールがおくれただけで

はなくて、平成35年を終着点とすれば、当然単年

度の財政計画も含めて増額されるわけですよね。

そうした財政計画も、前、平成22年に示してもら

ったこういう財政計画、基金の取り崩し等を含め

て、こういう計画があるんだけど、今、おくれと

同時にどういうスケジュールでこれが施行されて

いくのか、そこのところと財政計画の大幅な見直

し、連立は起債がほとんどで、一般会計を入れな

いということであったにしても、基金と起債と。

だけど、単年度の起債が大きく膨らむわけでしょ

う。後年度、財政的にそこへみんな影響していく

わけで、公債よりも、膨らめば膨らむほど返す額

も大きくなるわけだから、そうしてみると、私は

この段階でスケジュール、おくれたやつの工事施

工の手順、スケジュール、それから財政計画、こ

れを示さないというのは、ちょっといかんじゃな

いかというふうに思うんですよ。そうした考えに

ついては、どういうふうに思っているのかなとい

うふうに思うんですけど、どうでしょう。 

○都市開発課長 

 おっしゃられること、我々も実は気にしており

ます。愛知県にも投げかけてはおりますけれども、

聞いておりますのは、平成35年はもう間違いない

ということを聞いておりますので、その間のスケ

ジュールについては、実は私どももまだ把握をし

ておりません。我々も知りたい内容ですので、こ

れから県、名鉄と協議してまいりたいと思います。 

○佐藤委員 

 我々も知りたいということよりも、それだけ３

年余おくれてきたわけですので、それについて名

鉄の受託事業でやられてるわけなものだから、名

鉄は県との関係の中で工事が本当にどうなってい

くのか。県にしたって単年度の負担金、知立市も

そうだけど、負担金の額ははね上がるわけでしょ

う、平成35年ということで、３年間おくれた分を

一挙で取り戻すというものの。そうしてみると、

非常に重要な問題で、おくれました、まだわかり

ませんというようなレベルで議論している場合じ

ゃないと私は思うんですけども、これは早急に工

事工程表と、それから事業計画の財政計画含めて

出していただきたいなというふうに思いますけれ

ども、都市整備部長、どうですかね、この点は。 

○都市整備部長 

 連立事業の工程でございますけども、これも私

がもともと大変一番心配をしていた案件でござい

まして、これまで私どもも含めて、議会も含めて、

財政検討の部分の議論がかなり集中しておりまし

て、実際の現場のおくれという議論がなかなかで

きていなかったということで、私どもとしては、

今の現状、非常に厳しく認識しておりますので、

県のほうに今後の工程計画についてしっかり詰め

ていただきたいと。これ、私どものほうで工程額

をつくるわけにはいきませんので、私どもとして

は、県にお願いするしか現状としてはありません。 

 いま少し認識違いがあるなと思っているところ

は、３年おくれているという今御発言がございま



 

- 62 - 

したけど、３年おくれていると。これ、今、仮線

については平成22年に工事協定を県と名鉄が結び

まして、それから具体的に、現実には仮線工事に

着手しておりまして、一定の進捗はあるわけです

が、ここ平成24年度に１年間、大きな進捗がなか

ったということで、その分を私も、やはりこれは

おくれているなという実感を持っています。これ

をどれだけで吸収できるのかということについて

も、県にこれは投げかけていくしかないわけでご

ざいますので、都市開発課長は今、中で短縮でき

るのではないかというような、そういう答弁もあ

りましたけど、これはお金がつけば全てできると

いうものではございませんので、やっぱり一定の

最低限必要な時間があるわけでございますので、

そういうことも含めて、県には改めて今後の工程

計画をしっかり立てていただいて、示していただ

きたいということは投げかけていきたいと思って

おりますので、少し時間をいただいて、改めてそ

ういった今後の計画についてはお話をさせていた

だきたいと思っております。 

○佐藤委員 

 ぜひ、それは早く出してもらわないかんという

ふうに思うんです。 

 それで、平成35年が終着点だよといいますけれ

ども、今の都市整備部長の言葉をかりれば、お金

さえつければどんどん進捗するものでもないとい

うことを思うと、事業認可区間を平成35年に変更

だということで、来年度中にはそれは可能だよと

いうような話をするけど、本当に平成35年でいい

のかどうかということを、県はそういうふうに言

ってるかもしませんけれど、実際に工事に取りか

かり、財政との関係を見たときに、本当にそれで

いいのかということを私、思うんですよ。ただ、

平成26年と言っていたものを平成35年に延伸した

わけだから、これをさらに公として延伸するなん

てことは、皆さんは言えないと思うんです、県も

言えないと思うんです。ただ、実際問題として、

そうした中身を見たときに、事業の進捗状況の中

では延伸することだってあり得るじゃないかとい

うことを、正式には平成35年だということで、こ

こがゴール地点だと。多分、答弁をどう聞いたっ

て、県もそうだけども、そうやって言うに決まっ

てるんだけれども、だけど実際の中身を見たとき

に、本当にそれでできるのというのが率直な私の

思いなんだけども、その辺は都市整備部長は心配

しているというけれども、その可能性はなきにし

もあらずではないですか。 

○都市整備部長 

 その点は、先ほど申しましたとおり、私どもで

どうこう憶測できるものではございませんので、

これは県のほうに、今回、事業認可変更で期間延

伸も正式に国から認可をとるということでござい

ますので、当然そういったバックデータといいま

すか、工程計画をつくられた中で申請をされると

思いますので、そういうところも含めて、県のほ

うに再度資料提出をお願いしてまいりたいと思い

ます。 

○佐藤委員 

 ぜひそれは、工程表と財政計画についてちょっ

と出してください。ただ、単年度に大きく膨らむ

ということになりますと、もちろん担当部局だけ

でなくて、知立市全体にかかわる問題になるわけ

です、幾ら起債と基金で充当するとは言えないけ

どもね。今は、いろんな長寿命化計画にしても何

にしても、学校にしても何にしても、単年度にで

きるだけ足を長くして、薄くして、単年度の費用

負担が少ないような平準化を図るという方針でや

られているわけでしょう。それは起債も含めてだ

と思うんですよ。ところが、平成35年で、この予

算で489億円ですか、残事業という形を圧縮すれ

ば、事業期間はそうであったとしても、仮線がお

くれた分だけ事実上の圧縮ダウンで、そこの平準

化は図れないわけですよね、膨らんでいくわけで

すよ。ですから、そんなことも含めて、早くそう

したものを出していただきたいなというふうに思

います。この点で、都市整備部長がそういうふう

にして答えられてましたけども、100年に１度の

事業ということを盛んに言われておるわけですけ

ども、市長として、このおくれについてはどんな

認識をお持ちですか。 
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○林市長 

 この事業は、私も議会の中でたびたび平成35年

はしっかりとやらないかんなということを言って

おりました。これは、私が想像するところによる

と、二元代表制ですので、議会、そして市長部局

と一緒に100年に１度のまちづくりを完成させて

いくわけでありまして、今、都市整備部長が申し

上げましたように、今までの議論の中で、県事業

であります、透明化とか負担割合の見直し、それ

はそれ、事業をもっと早く進めてくださいよと、

この土俵の中で、佐藤委員も、例えば相手の立場

に立ったときに、なかなかそれがですね。だから、

私は両軸足で、一方で当然ながら負担割合を見直

ししろよと、もう一方で事業を早くやってくれよ

と。これはある意味では、二律背反する、要する

にもう負担割合見直しをせよと言ったときには、

ちょっと立ちどまってやれと、ちょっと立ちどま

って考えてくれということを言っているようなも

のなんですね。私がもし相手の立場だったら、あ

あ、そういうことを言うと。もう一方で、いやい

や、平成35年守ってくださいよと。それはだから、

非常に難しいことをやらせていただいているんで

すね。それがおくれにつながっているかどうか、

私はわからないんですけれども、いずれにしまし

ても平成35年にはやらないかんということは、私

は再三申し上げておることでございまして、今、

佐藤委員が非常に大きな問題意識でもって、平成

35年までにしっかりやれよという激励をいただい

たことは、非常に大きな励みになっておるわけで

ありまして、これはしっかりとやり切らないかん

なと思っております。 

○佐藤委員 

 やれよということじゃなくて、延伸する危険性

をはらんでいるんじゃないかと、そこのところに

対しての認識はどうかと。皆さんは公式に、これ

をさらに何年か延伸しますなんてことは言えない

わけですので、口が裂けても言えない、平成35年

死守だということは言われるんだけど、実際の工

事をやったり、財政計画その他を含めたときに、

そうした可能性もはらんでいるのではないかなと

いうことを私は危惧をしてる、そういうことをお

聞きしたわけです。 

 もう１点、お聞きしますけれども、今、事業費

ベースでこういう形で、ここに国費だとかそうい

うことはいいんですけれども、これ、自分で調べ

てやればいいわけですけど、ここのところの内容

で、本線、仮線、こういう形になってますけれど

も、事業費ベースでどれだけ進捗をされて、どれ

だけ残事業がそれぞれあるのかということが私は

わかると、非常にいいなというふうに思うんです

よね。下で財源について、込み込みでなっている

わけですけれども、これだけでは、どれだけ進捗

をされているのか非常にわかりにくいなというの

が私な率直なところで、この計画です、残事業は

490億円近くありますけども、事業費ベースでど

れぐらいおくれているのか、その辺の把握はない

ですか。仮線工事が終わっていれば、平成24年度

で終わったということになれば、ここで127億

2,000万円余の工事が施工されたはずです。前に

いただいた工事協定の愛知県との締結の中につい

ていた資料の中では、そういうふうになっている

わけですけども、その辺はどうなっていますか。 

○都市開発課長 

 仮線の工事がどれだけ進捗しているかという内

容かと思いますけれども、実際615億円のうち、

仮線工事が幾らというものが明確に私ども、わか

っておりませんので、それに対して幾ら今使って

るかというのは、使ったお金はわかるにしても、

分母になるお金は把握しておりませんので、実際

にはわからないというのが現実でございます。ト

ータル的な進捗率として、615億円に対して20％

の進捗ということ以外ございません。 

○稲垣委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後５時59分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後６時07分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○佐藤委員 
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 それも出ないということですね。 

 それで、もう一つお聞きをしたいんですけれど

も、これを見ますと、用地物件という形で、全体

の進捗率は、用地については100％、それから物

件については93％と、こういう中身ですよね。そ

れで、もう一つお聞きしたいんですけれども、そ

こで用地を見ますと、用地費という形で見ますと、

本線用地、関連側道用地、つけかえ、仮線という

ことで、工事協定のときにお示し願った中身で、

そのうちの用地費については55億8,000万円余と

いう中身ですよね。そのうち47億6,000万円余が

都市側での用地買収です、これが。用地は都市側

が14億4,900万円余、名鉄が２億3,800万円余、あ

わせて用地費が16億8,000万円余というふうにな

っているんですよ。それで、物件の補償費という

ことを見ると、都市側が69億円余という形になる

んです。名鉄負担が11億円余、トータルで80億円

余かかるんですけど、こうした中身を見るときに、

少なくとも都市側が透明性の確保ということを言

われて、住宅工事費について、入札にかかわる問

題については予定価格やその他を含めて、それを

公表すると、その後の工事、業者との関係で支障

が生じるということで、なかなかそこのところは

公開を拒んできたわけですよね。私らはそれを公

開せよと言ってるわけです。私は、それとは別に

都市側負担でやられている、それから名鉄負担で

やられている用地物件について、それぞれここで

見ると、工事協定の中身で見ると、用地費につい

てそれぞれ分解されて、本線用とか書かれている

わけですよ。それに基づいて、現在の進捗率を見

たときに、名鉄も用地の買収については拒まない

はずなので、それが工事の先ということで執行さ

れていないかもしれませんけれども、また県もこ

のことについては拒まないはずですよ、はっきり

言って。そうしてみると、私はそこの部分につい

て、ここにかかわる部分で、さっきと繰り返しで

悪いけども、用地は100％だと、それから物件補

償については93％ということですよね。現時点で、

用地にかかわる問題、補償にかかわる問題で明ら

かにすることは何ら入札案件ではないので、明ら

かにできると思うんですよ。この点はどうでしょ

うか。 

○都市開発課長 

 用地費、補償費につきましても、鉄道負担が入

ることはおっしゃるとおりでございます。今まで

負担していなかったのは、工事協定を締結してい

なかったので、鉄道が負担していなかったという

ことです。今後、その負担をしていなかった部分

につきましては、これからの名鉄負担金の中でそ

れを用地費に充当するということでございますの

で、名鉄の負担金は工事費だけではなくて、これ

らの用地費に対してもこれから負担をしていくと

いうことでございます。 

○佐藤委員 

 そのところは私、ゆずったとしても、実際には、

さっき言ったように、鉄道側負担は確かにありま

すよ。しかし、ここで言うところの公が負担する

部分、これは受託工事費に用地までは入ってるか

どうかちょっと私はわかりませんけど、少なくと

もこれは入札案件とは関係のない用地費であり、

物件補償であります。だとするならば、ここの意

見書にあるところのこれに合わせて、当初予定し

ていたこの金額、それから再算定のときにお示し

いただいた増加額等ありますよね。それに照らし

合わせて、一つ一つの用地費、補償費がどうなっ

ているかということは、現時点で明らかにできる

はずじゃないですか。私がなぜそういうことを言

うかというと、例えば平成21年７月に再算定をし

ているわけですよ。それで、用地費についても、

補償費についても、用地は余りないんだけど、用

地費は8,700万円余が増加額で、補償費がふえた

ということで、10億円ほど。だけど、これについ

ては入札とは関係のない話で、現在の進捗率に合

わせて、それぞれのものについて、この項目に従

って、何件で、当初の工事費の積算の積み上げが

ありますけれども、幾らかかるという予定の中で、

都市側負担分について実際に執行された額は予定

どおりいってるのか、減ってるのか、その辺ぐら

いは明らかにできるんじゃないですか。私は、こ

の点は表か何かにしていただいて、ぜひ明らかに
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してほしいなというふうに思いますけども、どう

でしょうか。 

○都市開発課長 

 その辺は明らかにできるかと思います。まず、

一つお話することは、用地補償につきましては、

鉄道側の負担はいただきますが、実務を行うのは

知立建設事務所と我々ですので、用地補償の内容

については全て我々が理解をしています。その

我々が買った物件や土地に対して名鉄が負担をす

るということですので、その辺は御理解を願いた

いと思います。詳細については把握をしておりま

すが、誰々が幾らというような表現はできません

ので、工種ごとの分類になるかと思いますけども、

その辺は御了承願いたいと思います。 

○佐藤委員 

 いやいや、公私ごとというのはどういう意味か

ちょっとわからんですけど、ここにもらった工事

協定の中には、用地費の補償費ということで、用

地費として、本線用地費、関連側道、つけかえ、

仮線と載っているわけです、それぞれの科目につ

いて、それぞれの予定額というか、これだけかか

るだろうということが載っている、補償費につい

てもそうです。ですから、今、執行されているの

がかなり100％に近いような段階になってきたの

で、私は少なくとも当初予定していた再算定をや

って、膨らんだこれらのものと実際に用地を購入

された、補償費を支払ったその決算額を出してい

ただいて、当初の積算の根拠になっているこれら

と照らし合わせたときに、減っているのか、ふえ

ているのか、それぐらいは明らかにしていただく

ことが必要だというふうに私は思うんです。これ

は、名鉄のものが一部お金が入っているか、入っ

ている部分があるにしたって、いわゆる入札とは

関係のない話なので、これは明らかにしてもらい

たいなというふうに思います。どうでしょうか。 

○都市開発課長 

 全て我々は把握しておりますので、出せるかと

思いますが、ただ委員にお示ししている数字です

けれども、知立連立全体額の数字をお持ちだと思

っております。名古屋本線で幾らというのは多分

おわかりになっていないと思いますので、今買っ

ているものは名古屋本線についてのみですから、

名古屋本線のうち、我々はこれが100％というこ

とで表示しておりますので、615億円に対しての

率というものは、我々が示す数字では出てこない

ということは御了承願いたいと思います。 

○佐藤委員 

 わかりました。それで結構ですので、まだ三河

線の海側は全然いっていない話で、それはわかり

ました。しかし、その部分については、ぜひ私は

お出しいただいて、検証できるようにしてほしい

と。これは、順次出してもらいたいなというふう

に思うんです。それは、いつぐらいまで出しても

らえますか。 

○都市開発課長 

 この工事協定にあります分類ですね、本線の用

地、関連側道の用地、つけかえ側道の用地、そう

いった分類でよろしければ。 

 今、都市整備部長からちょっと忠告いただきま

して、県にちょっと確認をとります。出していい

かどうかを確認をとりまして、対応させていただ

きます。 

○佐藤委員 

 私ね、それは確かに県が事業主体なので、そう

であったにしても、今まで工事の透明性というこ

とを工事協定で言ってるわけですよ、第11条か何

かで。そう思うと、入札以外の部分ですので、そ

んなことはちゅうちょしないで、県が待ったかけ

ても、いや、これは議会から強い要望ですので出

しますといって早急に出していただきたいと。遅

くても、まだ特別委員会が今年度、新しくなって、

まだいつ開くということは言われていませんけれ

ども、少なくとも特別委員会の開かれるかなり前

までには、ここは出してもらいたいなというふう

に思います。 

 都市整備部長、これでよろしいですかね。 

○都市整備部長 

 佐藤委員もおっしゃったとおり、事業は県事業

でございますので、契約の基本的な相手方は県で

ございますので、県のデータをお出しするという
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ことですので、県にまずは了承をとらなきゃいけ

ないということと、県に資料を出していただかな

いといけないわけですので、時期的なところは、

県と調整をさせていただいて、できる限り特別委

員会には間に合うように、出せるように努力させ

ていただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 お願いします。 

 それで、もう一つ、この中からお聞きをしたい

んですけれども、ここに市の全体事業費の中で、

事業費ということで、市の計として118億円とい

う形になっています。これは、交付金が10分の５

から10分の5.5になったということでの算定だと

いうふうに思いますけど、そこを一遍確認させて

ください。 

○都市開発課長 

 おっしゃるとおりでございまして、交付金化に

よる11億円のマイナスと事務費の県の単独費化に

なったということで、12億円がマイナスされた

118億円でございます。 

○佐藤委員 

 ここには、ちょっと説明がわからなかったんで

すけど、私の認識では、かつて県の中３階の部分、

3.3億円、それから三河線の３階へのすりつけ、

ここで7.9億円と、体積で案分したという説明で

したけれども、これについては、ここでカウント

はされてないですよね、まだ。これ、一遍確認さ

せてください。 

○都市開発課長 

 ここにお出しした表は、昨年度の監査資料とい

うことでお出しした表でございまして、この時点

ではまだ直通運転乗りかえ階に対する軽減の覚書

を締結しておりませんでしたので、ここには盛り

込んでおりません。 

○佐藤委員 

 そうすると、覚書を締結をしました。覚書には

金額表示はなかったわけですよね。だけど、金額

表示はなかったですけれども、中２階部分と、そ

れから三河線のすりつけについて、知立市負担か

ら除外するという項目が入っていたかなというふ

うに思います。それで、この間の覚書で、名鉄の

三河線の高架ができるころだとか、いろいろ言わ

れていて、すぐにつくわけじゃないですけど、来

年度は、例えばこの決算資料の中で覚書が締結を

されたわけですので、その部分について、知立市

負担の軽減分については、ここに記載されますか。 

○都市開発課長 

 今回、覚書で約11億円、今後の精査にもよりま

すけれども、軽減する内容というものは固まりま

したので、工事を実施していく段階で、現在では

約11億円ということを言っておりますが、その数

字を用いまして、107億円というような表示にな

るかと思いますけれども、今後はその数字を用い

ていきたいと考えております。 

○佐藤委員 

 そういう形で、今年度はならなかったわけです

けども、来年度の決算資料の中には載るというこ

とですよね。 

 それで、もう一つお聞きしたいんですけれども、

そうした形になって、さらになるわけですけども、

私が聞きたいのは、再算定のときに何が幾ら上が

るかとか、そういうことが示されておったわけで

すけれども、ここへ来て、来年度消費税が８％、

次の年が10％というそういうものが出てきました

けれども、この615億円ですかね、それと工事協

定の額514億円、執行済みのものもありますけれ

ども、それが消費税が８％になり、10％になり、

これは現計画の中で吸収されていくというふうに

お考えなのか、いやいや、工事協定の中には物価

の変動、労務単価の変動であったときは協議しま

すよというようなことも工事協定の中にうたわれ

ているんですよね。ですから、それはどうした感

じになっていくのかなということを私は思うんで

すけども、その点はどんなお考えでしょうか。 

○都市開発課長 

 連続立体交差事業への消費税の影響ということ

でございますが、鉄道事業者への消費税分の支払

いということはありません。これは、鉄道事業者

は受託工事を発注する際には消費税を払いますけ

れども、最後の申告の段階でその分が控除される
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ということですので、実質ゼロということになり

ますので、委託側からする消費税の支払いはない

ということになります。ただ、県が発注する工事

等につきましては消費税がかかってまいりますの

で、その分の若干の増加はあるかと思います。金

額的にはまだ把握しておりません。 

○佐藤委員 

 そうすると、受託工事については消費税の増加

分はないということですね。県がやる事業という

ことで、県がやる事業といっても、道路工事費等

が若干あるのかなという程度の話なので、それだ

け消費税がかかっても、そう膨らむことはない、

こういう認識ですか。 

○都市開発課長 

 佐藤委員のおっしゃるとおりの認識でおります。 

○佐藤委員 

 それで、もう一つ、私、教えてほしいんですけ

れども、県が11億円負担軽減するという形ですけ

れども、これは以前いただいた資料で、今回聞く

のはどうかと思うけども、ここで中３階の部分に

ついて、対象工事費が186億円というふうになっ

てるわけです。そして、知立市負担分から除外す

る都市側対象土木費を体積案分したということで、

数式が載ってるんですけども、この186億円とい

う工事対象箇所はどこですか。どうしたらこうし

た結果になるのか、ちょっと教えてほしいなとい

うふうに思うんですけど。 

○都市開発課長 

 乗りかえ階を設置いたしますと、その分、厚み

が増します。高架構造物が高くなります。という

ことから、高架構造物の高さが変化する地点、申

しわけない、はっきり申し上げられませんが、

155号線のあたりかと思います。それと、三河線

につきましては、ちょっと三河線がはっきりしま

せん、申しわけございません。何しろ縦断が変化

した区間の事業費ということでございます。 

○佐藤委員 

 この186億円というのは、どこからどこまでの

工事で、どういう内容なのかなということを私は

知りたいんですよ。数字だけ示されて、こういう

金額ですよといっても、どこの対象工事費でこう

なるのか、これはどこの工事かなということなん

ですけども、どうですか。 

○都市開発課長 

 繰り返しになりますが、縦断が変化した部分で、

構造物のボリュームがふえます。そのふえたボリ

ュームのお金、それがそこに示されたお金だと思

います。 

○佐藤委員 

 そうなんだろうと思うんだけれども、だけどこ

れは対象工事費があって、そこに体積案分したら、

中２階の部分が7.9％だということでしょう。

7.9％ということは、全体としては186億円があっ

て、その中の7.9％が中２階部分だよということ

ですよね。それで、7.9％というのは、14.7億円

だということですよね。それで、地方負担分につ

いて10分の5.5と、それを県と知立市が２分の１

負担したら３億3,000万円だということ、これは

わかるんです。でも、もとになる186億円という

のは何ですか、これは。どこの工事ですか。 

○都市開発課長 

 ちょっと申しわけございません、資料なしでお

話しておりますが、中３階を設けたときの事業費

がおっしゃるような事業費でありまして、中３階

を設けたことでふえるボリュームが７％に当たる

と思います。申しわけございません、ちょっと資

料手持ちでないので。 

○佐藤委員 

 私の計算が正しくないかもしれませんけれども、

これは駅部の土木工事そのものじゃないですか、

これは。これに事務費がおよそ計算すると、13億

円ぐらい、計算が間違っているかもしれんけれど

も、事務費を引いた分の173億円前後が土木工事

費で、本体工事に当たるところのこの部分の駅部

の工事の土木工事費じゃないですか、これは。そ

うじゃないですか。私がいろいろ計算して推計す

ると、そんな感じのところじゃないかなというふ

うに思うんですけども、どうでしょうか。 

○稲垣委員長 

 しばらく休憩します。 
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休憩 午後６時30分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後６時30分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○都市開発課長 

 今、数字が出ている資料を確認しましたが、こ

の事業費がどの部分かというのはちょっとここで

は即答できませんので、後日、回答させていただ

きます。 

○佐藤委員 

 そこがないと、３億円減るということを言って

るんだけども、本当にそうかなということを、向

こうの県と言い値でなってるのかなということも

疑いたくなるので、そこについては、どういう工

事で、体積が何ぼあって、どうなのかなというこ

とまで僕らがわかれたらいいなというふうに思う

んですよ。 

○都市開発課長 

 今、資料を提供していただきました。 

 まず、対象区間が判明いたしましたので、報告

いたします。 

 155号線の少し名古屋方が起点になりまして、

知立駅部、先ほど申しましたテニスコートの北あ

たりまで、それと三河線につきましては、山側が

三河知立駅を過ぎたあたり、伯栄さんのあたりで

しょうかね。海側が南陽通のあたりまで、これが

今回影響する区間でございまして、この区間内の

事業費が186億円となります。これに対して、乗

りかえ階でボリュームがアップする部分が7.9％

となりますので、したがって乗りかえ階設置に伴

う増加額が14.7億円となります。 

○佐藤委員 

 そうすると、工事だということですけど、これ

は私が思うに、駅部の土木工事に対応した内容だ

と、ちょっと若干、南陽通とかいろいろあるんだ

けれども、土木工事費に事務費を足した額が186

億円だと、駅部の土木工事費、こういうふうに私

は思うんです。 

 それで、もう一つお聞きしたいんですけども、

下の137億円というのは、土木工事費が事務費を

引いた分で、土木工事費が幾らかかるかなという

ことを計算すると、本線と三河線の高架事業、そ

してそこには137億円だけど、土木で約50億円ぐ

らいのお金を費やして、電路60億円、駅舎18億円、

こういう構成で、それに事務費が10億円ぐらいつ

いて、これが137億円という、こういう工事です

か。その辺、教えてください。 

○都市開発課長 

 この直通運転機能によりまして増額する区間で

すけれども、本線と三河線が分岐するところ、こ

れも155号線のあたりです。それから、これは区

間が短いところでございまして、知立駅のホーム

が終わるところまで、これが直通運転機能で増加

する部分でございます。この部分の全体の工事費

が137億円でございまして、乗りかえ機能による

増加分が20.9％、28.6億円が増加額と、そういっ

た計算をしております。 

○佐藤委員 

 私はそういうことを聞いているんじゃなくて、

186億円にしても、137億円にしても、どういう工

事が対象なんだと。私は、186億円については、

土木費と事務費13億円ぐらいの話で構成されてい

るんじゃないかなということを思ってるんですよ。

137億円については、本線と三河線の高架工事、

電路工事、駅舎で土木工事という形で137億円が

構成されてるんじゃないですかと、ここを聞いて

いるんですけど、どうですか。 

○都市開発課長 

 この137億円は土木工事のお金でございまして、

全部ですね。この構造物をつくり上げるのに137

億円かかるということです。下に電路工事とあり

ますけれども、28億円が電気工事等のお金でござ

います。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 ちょっとわからんけど、全部137億円が土木工

事費ですか、これは。ちょっとこれ、電気とか、

駅舎とか、186億円も含めて、ちょっと分解した

内容を教えてください。 
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○都市開発課長 

 今回、影響が出ますのは、土木工事分だけでご

ざいます。電路工事はありますけれども、上の

137億円については、構造物の増加分でございま

すので、ホームだとか、駅舎だとか、そういった

ものはこの中には入っておりません。構造物自体

で増額する分でございます。電路につきましても、

影響する部分だけの金額となっておりますので、

御理解願いたいと思います。 

○佐藤委員 

 そうすると、影響する部分だけだということを

言われるんだけれども、土木工事費だけだと、若

干、電路が入るということを言われるんだけども、

この186億円と137億円、およその事務費が30億円

ぐらい入っていると思うんですけれども、それに

したって、土木工事費だけで323億円、310何億円

もかかるんですか。ここで見ると、これとすり合

わせをすると、土木工事費だけで、本体の土木工

事費は265億円ですよ、本体。仮線は別だもんね。

この金額は仮線は関係ないでしょう。本体だけだ

と、土木工事費がトータルで260何億円なんです

よ。そうすると、ここで土木工事費だけで323億

円ということを言うと、帳尻が合わないんじゃな

いですか。 

○都市開発課長 

 この186億円と137億円は、一部重なった部分を

あらわしています。186億円のほうは、名古屋方

から早く始まった部分から三河線までを含めた全

体の築造費、土木工事費です。そのうち、乗りか

え機能にかかる部分が、区間は若干違いますが、

137億円ということですので、それぞれのお金で

はなくて、ここでは区間のお金を示しています。 

○佐藤委員 

 これらを見ても、いろいろ考えて聞いたわけだ

けども、なかなかわかりづらい内容だなというふ

うに私は思っているんですけれども、もうちょっ

とこういう中身も分解した中身で教えてもらうわ

けにいかんのですか。どうなんでしょう。 

○都市開発課長 

 分解すると申し上げましても、今言った説明の、

区間で幾らというような表現しかできないかと思

っております。 

○佐藤委員 

 そうすると、この186億円と137億円は土木工事

費だけだと、一部電路費が入っているにしても、

トータルしたものが土木工事費じゃないと、オー

バーラップしていると。実際の金額は、この土木

工事費にかかるお金は幾らなんですか。この区間、

今示された155号線手前、本線から三河知立３階

部分にすりつけ、出ていく線路とおりる線路があ

って、テニスコートの裏側までということを言っ

てるでしょう。そうすると、それ以外のところと

あるわけですけども、この区間にかかわる土木工

事費、駅部と若干のここのところ、準駅部ですよ、

ここは。ここで言うところの増強率があるところ、

駅部とちょっとないところがありますけども、こ

れで実際に、私らは素人なもので、186億円と137

億円なんだなと、足せばそういう金額なんだなと

いうふうに思うわけだけども、実際には、土木工

事費はこの区間、今説明した区間は幾らかかるん

ですか。 

○都市開発課長 

 この資料の平面でいいますと、青い色がついて

おりますでしょうか。青色部分と黄色部分を合わ

せたこの区間が137億円の土木工事費ということ

でございます。そのうち、この黄色部分が直通運

転機能で増加した部分でございますので、それが

20.9％となります。 

○佐藤委員 

 そうすると、これが土木工事費だということだ

と、そうですね、さらにこれは三河知立駅から先

の話、それからテニスコートがある辺から先の海

側の話はここには入ってないので、だけどそれを

トータルすると、土木費だけでは266億円余、そ

ういう形だということですよね。ちょっと済みま

せん、いろいろ聞きましたけど、分解して、工事

費がどこからどこまでということがよくわからな

いものだから、ぜひその辺を出して、お知らせ願

いたいなということなんですけどね、私自身は。 

 それと、もう一つ、残事業があるというものの、
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残事業を裏づける中身で見ると、こうしたものの

進捗率やそういうことがどうなっているかな、こ

の工事がどれだけかかるかなということが大変心

配になるので、そのことをお聞きをしました。 

 それで、もう一つ、駅周にかかわって聞きたい

わけですけども、この表の中で、駅部の増強率は、

この区間とこの区間の中で増強率がありますけれ

ども、この予算書の中で、計画の中ではどういう

ふうになっているか、ちょっと私、わからんので

すけど、それぞれこういう形にずっとなってて、

全てのところに同じ割合で掛けられて、増強率に

ついて、そして工事費という形になってるんです

けども、この辺について、この資料に基づいて、

増強率の工事費と増強率の関係でわかるような資

料を、これを見ただけじゃわからんので、区間別

に示してもらうというわけにはまいらんでしょう

か。 

○都市開発課長 

 かなり込み入ったお話でございますので、はっ

きり申し上げて難しいかと思います。 

○佐藤委員 

 話の進展がなかなかなくて。ただ、用地費、補

償費については出していただきたいと、そこは確

認できました。 

 それで、次ですけれども、区画整理についても

こういう形で、ここのところの上の表が載ってま

すけども、これについて実際問題、197億円で、

今が平成25年度を入れると、残事業が91億円とい

うような形になってますけれども、これは消費税

やその他はここも影響しないわけですかね。 

○都市開発課長 

 区画整理の場合は影響は出ます。昨年度、試算

したものがございますので、お話をさせていただ

きます。 

 まず、５％から８％に増加した場合につきまし

ては、全体で約３億円ほど消費税によって増額い

たします。そのうち市の負担にいたしますと、約

１億4,000万円余り、これは５％から８％でござ

います。ちょっとこれ、比較になるかどうかわか

りませんが、５％から10％に一気に上がった場合

ですけれども、全体額で約５億2,000万円増加い

たします。市負担にいたしますと、２億4,000万

円増加するということになります。ただ、段階的

に上がるようですので、一概にはこのような形で

はないかもしれません。 

○佐藤委員 

 そうすると、消費税が、ただ政府がどのような

形で、私らは増税ストップと言ってるけども、消

費税の増税がどういう形になっていくのか、来年

度８％、１年間８％の分が上乗せになると、その

次の年から10％ということですので、その翌年度

から事業期間終了までが10％かかるということで

すので、そうしてみると、５億円よりは３％部分

があるので少ないにしても、それでも２億円を超

える額が新たな負担増というふうになるというこ

とですよね、これは。そういうことがわかりまし

たので。 

 試算をされた積算の根拠になっている事業とか、

そういうことが、トータルでやられたということ

ですか。それぞれの割合だもんで、トータルにし

ようが、細分化してやろうが、トータルすれば一

緒の話になるんですけども、その辺はどうなんで

しょうか。 

○都市開発課長 

 積算した中身で、除いておりますのが我々の人

件費ですとか、これは既に済んでおりますけども、

原価先買いの買収費、これらを全体事業費から除

いた額で積算をしておりまして、各項目ごとでど

れだけ上がるのかなというシミュレーションをし

ております。 

○佐藤委員 

 ぜひ、各項目ごとでシミュレーションしたやつ、

資料をちょっともらえませんか。 

○都市開発課長 

 提出させていただきます。あくまでも概算とい

うことで、御理解を願いたいと思います。 

○佐藤委員 

 わかりました。ここでも負担増になっていくの

かなということが確認できました。 

 それで、連立と区画整理について、これで終わ
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りますけれども、もう一つお聞かせ願いたいんで

すけども、公園の102ページですけども、ここに

は載ってないですけども、公園パトロール事業と

いうのがありますよね。公園パトロール事業はど

んな内容でやられてるのかなと、ここには載って

ませんけれども、これは臨時賃金なので違うね。

公園パトロール。 

○都市計画課長 

 公園パトロールについてでございます。 

 これは、公園緑地の緑地費の中で。 

 ちょっとお時間いただけますか。 

○稲垣委員長 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後６時48分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後６時49分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○都市計画課長 

 公園パトロール事業につきましては、臨時職員

で対応させていただいております。それで、土木

課と道路パトロールとあわせた形で、半日ずつと

いう形で執行させていただいておりまして、私ど

ものほうの公園パトロール事業として支出させて

いただいているのが182万4,216円でございます。 

○佐藤委員 

 私、何でこれを、成果報告書には載っていない、

当初予算には載っていて、こちらのほうの予算書

を見れば賃金で載ってるということがわかってる

んですけども、公園パトロール事業をやられて、

トイレだとかその他について、破損状況だとかそ

ういうことをパトロールの方がつかまれるという

ふうに思うんですよ。実は、前にも紹介しました

けれども、桐山公園でも、できてすぐのときに、

どなたがやられたかわからんですけども、鏡を破

損されたということもあって、公園パトロールの

中でそうしたことがどのぐらい発見をされてるの

かなということなんですけども。 

○都市計画課長 

 公園パトロールによるそういった被害の状況の

把握でございますが、平成24年度のパトロールに

よる実績といたしましては、施設の累計といたし

ましては、昨年度、平成24年度の年間で57件を発

見といいますか、確認はさせていただきました。 

○佐藤委員 

 それは、平成24年度のパトロールの中で57件の

破損といいますか、そういうものを発見したとい

うことでよろしいですか。 

○都市計画課長 

 済みません。これは施設のみでございまして、

遊具の破損と同時に、パトロールで簡易に修繕が

できるものもございます。そういうものも含めま

すと、遊具をあわせますともう少しふえた形で83

件になります。 

○佐藤委員 

 そうした形で、もちろん公園パトロールもある

し、利用者からの通報もあるだろうというふうに

思いますけども、いずれにしても、これは123カ

所の全ての公園を対象にしてパトロールをされて

るんですかね。臨時職員で、賃金という形ですの

で、これはどれぐらいの頻度で、どのぐらいの時

間でこれをやられてるのか、その辺も含めてお知

らせください。 

○都市計画課長 

 平成24年度において公園パトロールを実施した

回数は、全部で123公園に対して2,504回となって

おります。１日平均で10公園程度の施設をパトロ

ールを実施させていただいておりまして、それの

回数で2,504回という形になっております。 

 パトロールの公園数としましては、おっしゃっ

たとおり、全ての公園を対象としております。 

○佐藤委員 

 月に10公園という形で、もちろんそれは10公園

ですので、簡易な補修がそこでやられるというこ

とで、そういうことだろうと思いますけれども、

これは時間帯的にはどんな時間で、例えば午前中

とか、午後とか、臨時職員でやっているというこ

とですので、その辺はわかりますか。 

○都市計画課長 

 臨時職員で朝９時から夕方３時半まででござい
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まして、午前中を道路パトロール、午後から公園

のパトロールという形で実施しております。 

○佐藤委員 

 午前中は道路パトロール、午後は公園パトロー

ル、こういう形でやっているということですよね。

わかりました。 

 それで、公園の使用の方が夜遅くに騒いだり、

そういうことがあったりということもあって、夜

間も、全部の公園ということではないですけども、

そうした対応ができないものだろうかなというこ

とも御意見もいただいているんですけれども、昭

和のほうですけれども、その辺はどんなふうに、

初めて言う話なので、すぐ答弁と言われても困る

んですけれども、そうしたことも時間差の中で、

そうした対応ができないものかなというふうに思

います。 

○都市計画課長 

 夜間、公園でのそういった苦情、昭和だけでは

なく、他の公園からもいただいております。そう

いった中でも巡視、パトロールを夜間やらないと

いけないんじゃないかということも言われており

ますが、臨時職員という形の中での対応だと、ち

ょっと今の段階では難しいと思います。夜間パト

ロールを行うという形になると、やはり正規職員

の中で対応せざるを得ないのかなというふうに考

えております。ですけど、やはり他の地区のそう

いった御意見が出ている公園も、警察も入ってき

てはいるんですけども、いたちごっこで、なかな

か対応に苦慮しているのが現状でございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、今言ったような地域ばかりじゃな

くて、夜間にやっぱりそうした御要望がほかでも

あるということですね。すぐに、きょう、あすと

いうことではないにしても、そうした御要望が出

てるということになると、頻度はともかくとして、

そうした対応が何らかの形で必要ではないかなと

いうふうに思いますけれども、その辺は、そうし

た声が出ている中で、これからすぐに実施するか、

せんかということは、どっちにしても検討の余地

はあるということですよね、その方法はともかく

として。今後、そういうことも含めてやられてい

くわけですかね。 

○都市計画課長 

 現在やはり、正直、私どもから言いまして、使

用者のモラルの問題ということになると思うんで

すけども、私どもでできる範囲、啓発看板、そう

いったものは当然設置させていただいております。

そのほか、たまり場ができないようなそういった

方策も今後は少しは検討していかなくてはいけな

いのかなというふうに考えております。 

○稲垣委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後７時00分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後７時07分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○都市計画課長 

 先ほど公園パトロールの中で、佐藤委員からの

御質問の臨時職員の１日の勤務時間でございます

が、先ほど午前９時から午後３時半というふうに

お答えいたしましたが、午前９時半から午後４時

の間違えでございました。どうも申しわけござい

ません。 

○佐藤委員 

 方法はともかくとして、特定な地域ばかりじゃ

なくて、その他の地域からもそんな声が出てると

いうことであれば、ぜひ検討をお願いしたいなと、

その確認させてください。よろしいでしょうか。 

○都市計画課長 

 夜間パトロールも含めた形で、今後何らかの方

策を検討していきたいと思います。 

○佐藤委員 

 近隣公園やいろいろ、こういう形で公園があっ

て、維持管理や遊具設置やいろいろな事業をここ

で展開していますけども、公園利用に対する近隣

からの苦情だとか、そういうものがどんなものが

ありますか。 

○都市計画課長 

 公園の利用に対する地区からの苦情といいます
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か、御意見でございますけども、やはり一番多い

のがグランドですね、公園広場でのボール遊びに

対する近隣の方からの御意見が多くございます。 

○佐藤委員 

 それで、平成24年度はそうした苦情はどのぐら

いあって、何らかの対応が、どこどこの公園でこ

うした対応をしたというものがあったら、それは

維持管理に当たるだろうというふうに思いますけ

れども、その辺はどうでしょう、実際の状況は。 

○都市計画課長 

 今、グランドに関する要望の苦情の件数、申し

わけございません、数としてはまだ確認させてい

ただいておりませんので、一度、再度確認してか

ら、また後ほど御連絡させていただきます。 

○佐藤委員 

 ボール遊びということで、小さい公園、ふれあ

い広場等を含めてボール禁止という札が立ってい

たり、そういうことがします、借地公園なども。

桐山公園の件で、前にお話させていただいて、大

分改善されたみたいですけれども、それでも全然

一時的なものになるかもわかりません。そうした

点でのネットの設置については、どのような検討

をされておるのかなということですけども、その

辺はどうですか。 

○都市計画課長 

 現在、知立市の公園、グランドを併設している

公園がございますが、決してグランドという大き

さを持った公園はございません。グランドとして

貸し出しできる公園は、草刈公園、それと昭和６

号公園、御林公園、この３公園が貸し出し公園と

いう形で、公園広場をグラウンドとして利用して

いるのが現状でございまして、今、佐藤委員から

お話がありました桐山公園、これも現在、グラン

ドというか、広場は併設させていただいておりま

すけども、ボール遊びができる広さはございませ

ん。それで今回、近隣の方からそういったボール

が入ってくるという御意見をいただきまして、一

応あそこに４メートルの高いフェンスに、平成22

年度かと思いますけども、変えさせていただきま

した。でも、それでもまだ対応されていないとい

うことで、現在、直接フェンスにボールを蹴らな

いような形で防護柵を設置させていただいて、ち

ょっと様子を見させていただいております。ただ

し、やはりボールを蹴る遊びだけではなくて、野

球でバットで打つとなると、やはり飛び越えてし

まいますので、そういったところは防球ネット、

もう４メートル以上高い形になりますと、ネット

フェンスでは対応できませんので、防球ネットと

いうもので対応させていただきたいと思いまして、

来年度からちょっと実施計画のほうに上げさせて

いただきたいと思って、そちらのほうで対応させ

ていただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 わかりました。いずれにしても、あの公園ばか

りじゃなくて、ある程度の広さのあるところはボ

ール遊びをやったり、そういうことを制限すると

いうよりは、そうした苦情が来ない対策をすると

いうことのほうが大切だなというふうに思います

ので、ぜひ桐山公園はそういう形で対応していた

だくということがよくわかりました。 

 それで、次に、耐震改修についてお聞きをした

いわけですけれども、ここの民間木造住宅のまち

づくり勉強会一式という形がありますけど、これ

を簡単に説明していただいて、そのことと勉強会

を通じて、耐震改修に結びついたというようなも

のがあれば、ぜひその点を御紹介願いたいなと思

います。 

○建築課長 

 まちづくり勉強会に御質問をいただきました。 

 概略をちょっと説明をさせていただきます。 

 耐震改修支援委託料でございます、325万5,000

円、これは知立市の耐震改修促進計画に基づきま

して、重点的に耐震化を図る区域について、実施

に対する地域の防災意識や関心を深めて、地域ぐ

るみでの耐震化を促進するものということで、委

託、サポート、今回の場合、玉野総合コンサルタ

ントでございますが、そこにサポートをお願いし

たということであります。 

 具体的に紹介しますと、第１回から大体５回ま

であるわけですけど、これは８月にやりまして、
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大体30名の方に出ていただきました。テーマとし

て、勉強会についてということで、具体的には地

震に対する備えに関するビデオを20分程度上映し

ました。勉強会の趣旨とか目的、町内会の状況、

それから最後に質疑応答ということであります。 

 勉強会の開催の趣旨は、先ほども言いましたよ

うに、大規模地震に対する備えが必要だというこ

とと、最大の備えは地震に強い建物、建物の耐震

化は地域で取り組むことが効果的だという話でご

ざいます。それが第１回ですね。 

 ２回目には、まち歩きということをやります。

これは、町内会の出てくれた人を班ごとに分けて、

区域も班ごとに分けまして、それぞれの地域を市

の職員もついて一緒に回って、町内会の自分たち

の様子をそれぞれ見ていただくと。わりかし町内

会の人でも、ここは通ったことないなというとこ

ろも、細い道も通っていきます。帰ってきてから、

そのまち歩きについて地震の防災上の問題ですね、

そういうものを出してもらって話し合うというこ

とです。 

 それから、第３回目、これは地震に強いまちづ

くりにするために何ができるだろうかということ

を考えていただくということで、町内にふさわし

い方策、取り組みはないでしょうかということを

話し合ってもらうと。 

 これが平成24年度の取り組みですね。これを新

地町と、それから弘法町にやっていただいたとい

うことであります。 

 それから、別に耐震ローラー作戦、これも各町

内会でやっております。これは、同じように班ご

とにグループを組みまして、声かけを町内会の人

にしてもらうと。誰々さん、頼むよというぐらい

の話ですね。そこでかわってから、市の職員が、

地震が来ますので、ひとつ耐震診断、無料ですの

で、自分の家がどのぐらいの耐震になるのかとい

うことを知っていただけませんかと、無料ですの

でお願いしますよぐらいのことを言います。いろ

んな専門的なことが出てくれば、一級建築士の人

もいますので、そこでかわってもらうということ

でお願いをしていくということであります。その

ときにぜひともお願いしたいということがあれば、

その時点で申込書をもらっていくということであ

ります。 

 いろいろその中で話すわけですけど、各戸でで

きる対策、こういうものに何があるだろうかとい

うと、今まで出てきたものを見ると、家族で防災

会議をしたいと、それぞれに家に戻って、家族会

議をすると。それから、家具の固定、転倒防止、

ガラスの飛散、家族間の通信方法を確認すると。

もし遭った場合には、どこどこで待ち合いましょ

うとか、そういうことを話し合ったらどうだろう

かということですね。それから、地震に備えた備

蓄ということで、各家庭の備蓄の強化、今までは

３日分と言ってましたけど、１週間分と最近は言

われてますので、飲料水とか食糧ですね。それと、

地域で取り組みということに関しては、自主防災

組織の強化、訓練で避難所の運営を確認するとか、

組の中の緊急連絡網を作成するとか、高齢者への

声かけ、地域の巡回と、こういうことが町内会か

らの、その会に出席してくれた方から出たという

ことですね。 

 それから、４点目に１人では避難が困難な方の

把握ということで、高齢者の把握、回覧板で高齢

者などの異常を察知すると。それから、学生の力

をもっと借りたらどうだということも話に出まし

た。同様の内容について、同じ町内会で話したと、

ざっとですけど、そういう中身でございます。 

○佐藤委員 

 それで、有意義な中身で、いろいろ防災の取り

組みをやっていると。ただ、ここの表題の中には、

耐震改修を促進する支援委託料という形で、メー

ンはそこだと思うんですよ、いろいろあったにし

ても。しかし、これまでいろんな地域でこれをや

ってきて、なってますけど、実際にそれらが耐震

改修なり新たな補助制度で、例えば耐震シェルタ

ーなり、ベッドなりに結びついていくということ

が一つの眼目なもので、ほかも有意義な中身があ

ったにしても、そういった形での成果はどうだっ

たのかなということですけども、どうでしょうか。 

○建築課長 



 

- 75 - 

 耐震診断につきましては、やっぱりお願いに行

けば、ある程度はその時点で申し込みがあると。

しかしながら、当初、始まったころのものと比べ

ると、ある程度、限界が来たのかなということが

ありますので、1,700件近く無料耐震診断をやっ

てますので、現在に至っては、きょう現在で17件

の耐震無料診断しかありませんので、勉強会を通

じてでも、多少は効果はあるわけですけど、その

割に飛躍的にどんということにはなっていないの

かなという感じはしております。 

 改修のほうは、勉強会をやったからといって、

そこがちょっとふえたなという感じは、私自身は

余り持っていません。やっぱり回っていきますと、

年金暮らしだから、息子たちがいないからとか、

それをやるにはなかなか手間もかかるし、ちょっ

とごめんねというぐらいの感じのものが多いです

ね。 

○佐藤委員 

 これで、私、ある方が耐震改修をやられたとい

って非常に喜んでました。その方は、補助を設計

その他入れて120万円を、本年度やられたのかな、

いただいて、補助金をもらって、自己資金30万円

の150万円でやられたといって、それで改修内容

を見ると、かなり基礎のところからコンクリート

を打ったりを含めてやられて、自己資金が30万円

ですけど、本当に助かったと。これなら地震が来

ても大丈夫だなという声を私、聞きましたけども、

高齢者の方だとかいろいろ条件があって、すぐに

耐震改修には結びつかないかもしれません。しか

し、私が聞いた方はお年を召した方で、そう経済

的にどうかということ、年金暮らしだけども、い

ろいろあるんですけども、私、ＰＲの方法として、

一つはそうした今まで改修をされた皆さんの喜び

の声だとか、一般的には200万円かかるとかあり

ますけれども、そうした実際に補助を受けて施工

をされた人たちの声を紹介するとか、そういうこ

とも大切じゃないかなというふうに私は思うんで

すよ。 

 それと、耐震シェルターも伸び悩んでおります

けども、30万円ですかね、ベッドが25万円ですか

ね、そうすると、ほとんど、家の形状にもよるけ

ど、生活空間、いつも寝ているところとかそうい

うところであるけれども、自己資金なしで設置で

きるような中身もあるわけですよ。若干の上乗せ

が必要かもしれませんけれども、耐震改修に至ら

なくても、そうした形で少なくとも寝てるときに

身を守るようなところ、そういう設置をされた方、

これは耐震ベッド、耐震シェルターは少ないです

けども、だけども心配されて、自己資金30万円で

大体済んでる話だもので、そうしたやってよかっ

た、これで安心だというような声も聞き取りをし

て、そういうものを皆さんのＰＲに介していくと

か、ただやりなさい、やりなさいということじゃ

なくて、実際に地震が来たらどうなんだろう、心

配だなと、思い切って市の補助を受けてやりまし

たという、そういう喜びの声やそういうこともや

らないと、生きた声が伝わらないと、なかなか対

象になってる方というのは厳しいだけに、そう簡

単には進まないと思うんですよ。ですから、そん

なことも含めて、私は取り組みを、ＰＲ方法等も

含めて改善してほしいと思いますけど、今ＰＲは

どうやってやっているんですか。 

○建築課長 

 今までの取り組みをちょっと紹介をさせていた

だきます。 

 まちづくり勉強会は、先ほど言ったように、町

内会を決めて年６回、土日にやって、参加してい

ただいた方の意識を高めて、また家に戻ったとき

には、いろんな機会があるごとに広めてほしいと

いうことをお願いしております。 

 それから、７月１日に広報にて、市の耐震の改

修補助金の制度を広報で流しております。100万

円から120万円にしたよという話と、それから25

戸から40戸にしましたという話ですね。それから、

回覧におきましても、同じ中身を広報とは別に回

しております。これは、市内全区域内の地区の回

覧にて周知をさせていただいております。それか

ら、８月16日は相談会の案内ということで、耐震

診断を受けた人、過去５年ですね、ダイレクトメ

ールを送りまして、補助の相談会がありますけど、
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どうですかという問い合わせをしております。そ

れから、９月１日、耐震相談会、これはこの前の

防災のときですから、知立東小学校に行ってもＰ

Ｒをさせてもらったということです。それから、

最近ですけど、相談会を実施しまして、建築士の

方、耐震診断員の方ですね、その人に入っていた

だいて、いろいろ相談に乗りたい方が来ています

ので、広報はどういうふうにするんだとか、そう

いうことをお話したということですね。要望がま

あまああったものですから、もう第２回目も開く

よということと、毎年いろいろやってるんですけ

ど、ちょっと伸び悩みということがありましたの

で、耐震診断をやったところに電話で問い合わせ

をして、相談会がありますけど、どうですかとい

う、手紙を送っているものですから、それにも声

かけをして、ちょっと新たな取り組みということ

をやっております。それと、診断がちょっと少な

いものですから、もう一回、耐震診断のほうをダ

イレクトメールで送ろうかなと検討しております。 

 ホームページにも載せております。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 さまざまな取り組みをしていることはわかりま

した。 

 ちなみに、平成25年度は、耐震改修は今現在ど

のぐらいの件数ですか。 

○建築課長 

 ９月25日現在で、耐震診断が17件、耐震改修が

７件でございます。 

○佐藤委員 

 補助金が増額されたわけだけども、なかなか伸

び悩んでいるというのが実態みたいですね。です

から、私、今さまざまダイレクトメールを送った

り、相談会に来てくださいということもあります

けれども、私は先ほども言いましたけども、実際

に施工された方たちの事例紹介などもあるといい

のかなというふうに思います。ですから、その辺

を検討いただきたいということと、それから地元

の業者さんなんかも一緒に勉強会をやってもらっ

たりする中で、地元の業者さんも市の補助金があ

るのでどうですかというようなことを、行政の側

じゃなくて、業者の側からもそういう働きかけが

できるような中身も考えて、ＰＲとそういうこと

も考えていただいて取り組みをやってほしいなと

いうふうに思いますけど、そういった点、検討い

ただけませんか。 

○建築課長 

 先ほど佐藤委員のほうから耐震の促進にいいヒ

ントをいただきましたので、そういうことも１回

検討したいなと思います。 

 それから、建築関係の業者さんについては、当

然100万円から120万円になったものですから、そ

ういうこともＰＲして、どんどん当たってくださ

いよということは周知をさせていただいておりま

す。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 わかりました。ぜひそうした点で、なかなか厳

しいような状況もありますけれども、お願いしま

す。 

 それで、もう一つだけ聞きたいと思いますけれ

ども、105ページの公営住宅の長寿命化というこ

とで、委託関係、それから工事関係という形にな

ってますけど、この中身について概要を教えてく

ださい。 

○建築課長 

 知立市公営住宅長寿命化計画に基づく委託関係

451万5,000円、この件につきまして御説明申し上

げます。 

 市営住宅改善工事の設計委託でございまして、

修繕・改善を必要とする箇所の設計書用の図書の

作成をお願いしたということでございます。契約

日が平成24年７月５日でございます。契約金額が

同じでございまして、12月までにつくったと。こ

れは、次の直すところ、修繕をかけるところの設

計発注するためにこういうものをかけて、次の準

備をするために委託をかけたという中身でござい

ます。 

 それと、もう一つ、市営住宅改善事業、こちら

のほうは中山住宅のＣ棟、Ｄ棟、こちらについて
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屋外防水と、それから外壁改修にお金を使ってお

ります。業者名が知立木材、Ｃ棟の屋上防水、外

壁改修、Ｃ棟の場合の面積が、屋上防水が1,100

平方メートル、それから外壁改修は210平方メー

トル、それとＢ棟が66平方メートルと外壁が151

平方メートルということです。屋上と外回りをリ

ニューアルしたというイメージでございます。 

○佐藤委員 

 そこで、長寿命化計画という形で、中山住宅、

それから本田ということで、長寿命化でそうした

工事を施行するということになりますと、この住

宅はそれぞれ大分古いわけですけども、いつまで

それは使えるわけですか。 

○建築課長 

 いつまでということではありませんけど、かな

り老朽化しているところもあるということで、こ

れも実計に乗せながら直していくという方向を持

っておりますので、なるべく実施計画のほうでも

頑張って、修繕すべきところは修繕していきたい

と。水周りだとか、その辺がちょっと老朽化して

いるところも目立つということであります。 

○佐藤委員 

 本田については長寿命化で使える、補助金もら

ってやるわけですので、去年の12月議会の中で中

島議員の答弁について、ストック計画に基づいて

新たな住宅をどうするかという議論の中で、本田

については長寿命化すれば32年ということが言わ

れ、中山については35年というような形で言われ

てますけれども、そうした中で、ストック計画で

は30年まで、50戸のうち高場が30軒建ちましたよ

ね。あとの20軒をどうするのかという問題と、例

えばこれを、本田が32年ですので、これを前倒し

して30戸建てたらどうだという提案を中島議員が

させてもらったんですよね。場所は、あそこの実

計メニコンに出たアピタのところの駐車場という

ことでありましたけども、その辺については、今

現在、20戸は死守するという答弁は皆さんもされ

てるわけですけども、そうした関係の中でどうさ

れるのかなということですけども、そうした検討

状況、前向きに検討したいという答弁がたしか副

市長も中島議員に対して言われたんですけれども、

今現在、そうした新たな市営住宅、これはストッ

ク計画では20戸建ってますけども、これを何戸に

していくのかという点では、どんな検討がされて

るのかなというふうに思うんですけど、どうでし

ょうか。 

○建築課長 

 一昨年、実計メニコンで発表させていただきま

して、ある程度、賛同を得られたのかなという感

触は持っております。 

 ストック計画のほうで50戸の話がありまして、

前期で30戸、高場をつくったと、あと残り後期分

ということで、20戸をどうするかという話なんで

ございますが、実計メニコンには場所をあそこと

いうことであげてはいるわけですけど、まだ場所

を決定したわけではありませんので、次に進むに

は場所を決定して、決定してないことには何も絵

も描けませんので、それを市としていけるかどう

かというところが次のステップかなと思っており

ます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 場所があそこに決まったわけじゃないというこ

とですけれども、あそこも一つの可能性として、

実計メニコンで建築課のほうが勝手に出したよと、

知らんよという話もその後はありましたけれども、

あそこも候補地の一つであることには間違いない

ですか。 

○建築課長 

 市街化区域内で土地を買って、そこへ建てると

いうことになれば、それはまた今以上に費用がか

かるということでございますので、建築課が思う

には、どこか市の持っている土地、そこを利用し

て建てさせてもらうということで、実計メニコン

であげたアピタの東のところですね、あそこをあ

げさせてもらったわけですけど、その後まだ実施

計画の段階で、顔は出してますけど、まだ今後の

これからというところで、決定したわけではない

ということでございます。 

○佐藤委員 
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 例えば、この20戸のストック計画では、遅くて

も平成28年という説もあったけども、平成30年ま

でにはやりたいということをおっしゃってました

よね。そうすると、平成30年に工事やるのか、平

成29年工事やるのか、その辺のスケジュール、基

本設計やって、実施設計やって、工事という、大

抵３カ年かかるわけですけど、その辺のスケジュ

ールはどのようになってますか。 

○建築課長 

 建築課が描いたスケジュールだけをちょっと述

べさせていただきます。 

 平成25年、平成26年において、建設地の決定を

何とかしたいなということがまずあります。それ

で決定した場合、建設基本計画の設計の一式を平

成27年度にしたいなというところでございます。

平成28年度には、実施設計、確認申請等を出して

いく、それで平成28年度から工事のほうも着手し

たいぐらいの予定でございます。しかし、まだ実

計でこれからというところでございます。 

○佐藤委員 

 所管の考えているのはそういう形と。実施設計

終わって、平成28年度中には着手をしたいという

ことですので、そうすると高場の住宅もああいう

感じでしたけれども、平成28年のどのぐらいか知

らんけど、平成29年度に工事をし、平成30年には

供用開始できるようにしたいと、こういうスケジ

ュールですか。 

○建築課長 

 勝手に描いているということにはなるわけです

けど、平成28年度に工事が単年度で終われれば、

平成29年度の４月に入居と、最短でそういうこと

かなと。工事がおくれてくるようであれば、もう

１年延伸すると思います。 

○佐藤委員 

 ストック計画は遅くても平成30年というような

ことが書いてあるんでしたか。平成28年というふ

うに私は理解しとったけど、いずれにしてもこれ

に向けて平成25年、平成26年度に用地を買うと。

新たな用地を購入して建てるという方針ではない

ということですけれども、この点は所管として考

えてますけれども、副市長、今、建築課長が新た

な用地を購入して建てることではなくて、市が保

有してる土地を使って建設をするというような考

えみたいですけど、この点はいかがでしょうか。 

○清水副市長 

 私も、以前の委員会の中でもストック計画、こ

れは前期・後期での50戸というのは、これは市の

基本的な考え方でございますので、これをできる

だけ計画に沿った形で実現したいということでご

ざいますけども、実計メニコンの中でもありまし

たように、いわゆるアピタの南側のあそこが、担

当としてはあそこでいきたいなというお話もある

わけですけども、これはまた庁内全体の中でしっ

かり詰めていかないといけないというふうに思っ

ておりますので、これは引き続き調整をさせてい

ただきたいなというふうに思っています。いずれ

にいたしましても、平成28年、平成30年、ちょっ

と私も今、見ておりませんのでわかりませんが、

いずれにしてもストック計画の中身は、これは市

としての基本的な考え方ですので、しっかりクリ

アをしていかなくちゃいけないというふうに思っ

ております。 

○佐藤委員 

 そうすると、もう１点、副市長にお聞きしたい

んですけども、所管課のほうは土地を買って建て

るということじゃなく、市が持っている土地でも

って建てたいという意向みたいですけども、その

点についてはどんな御意見でしょうか。 

○清水副市長 

 それは、そういうことも選択肢の一つだという

ことは私は排除しておりません。 

○佐藤委員 

 そうすると、排除しないということですので、

市の持っている土地以外で土地を新たに購入して

建てるということもあると、正式にはどちらとも

決まっていないと、こういうことでしょうか。 

○清水副市長 

 先ほど建築課長も申しましたように、場所の決

定というふうに至っていないわけです。そういう

中では、今の市街地にございます普通財産の処分
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とか、そういうものとあわせて別のところに土地

を求めるという考え方もあると思いますので、そ

れもまだまだ検討の段階だということでございま

す。 

○佐藤委員 

 そうすると、まだ用地も、先ほどの答弁では平

成25年、平成26年に所管課では用地決定というよ

うな形で、平成27年、平成28年と、早ければ平成

29年４月１日に供用開始と、こういう流れで、こ

れが平成30年に供用開始になっても、ストック計

画の範囲の中だというふうには思いますけど、こ

こは死守をされるということは今までも明言をさ

れてきたので、それでよろしいですか。もう一度

確認します。 

○清水副市長 

 先ほど建築課長が言いましたように、平成29年

４月に入居ができるかどうかというのは、ちょっ

と私、確約はできませんが、先ほど申しましたよ

うに、ストック計画は市の基本的な考え方でござ

いますので、これをクリアするようにやっていく

というのが考え方でございます。 

○佐藤委員 

 新たな20戸については、遅くても平成30年ぐら

いを設定してるかなというふうに思いますけども、

それをずるずる先に延ばすということはないとい

うふうに思いますけども、この点はどうですか。 

○清水副市長 

 先ほど申し上げたとおりでございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、もう一遍、担当課長に聞きますけ

れども、ストック計画では少なくとも20戸という

ことでありますけど、これはいつまでに供用開始

という位置づけですか。 

○建築課長 

 ストック計画の中には明言まではしてありませ

んけど、後期に20戸の計画をしていきますと、明

言まではしてないですけど、今の実施計画の予定

でというぐらいが妥当かなと思います。 

 ちょっと一つ訂正させてください。 

 実施計画の中で誤りがありました。平成28年度

が建設実施計画でございますので、平成29年度か

ら工事ということになります。したがいまして、

平成29年で工事を１年でやる場合なら平成30年４

月、２カ年でいけば、もう少しおくれるというこ

とでございます。ちょっと訂正させてください。 

○佐藤委員 

 そうすると、実施計画には片足が乗って、今、

建築課長が言われたように、平成30年と、こうい

うラインだということですよね。そこはいいです

か。 

○建築課長 

 先ほども言いましたように、建設場所がまだ未

定でございますので、決まってからレイアウトを

起こしてやっていくということになりますので、

年次のほうはまだはっきりと言うことはできない

ということで、その辺にやっていきたいというの

は建築課のほうの意向でございます。 

○佐藤委員 

 それで、そこはこの間いろんな議論があって、

遅くても平成30年というのが、ストック計画には

明言はしてないというものの、そういう答弁の中

身だったわけですよね。そこはぜひ守っていただ

きたいなというふうに思いますけども、ただ長寿

命化をやる本田についても古くて、平成32年まで

は使用せないかんと、こことの関係で新たな20戸

を、例えば平成32年度までということがあるので、

その辺との関係もあって、20戸がいいのか、それ

を本田の部分を前倒しして30戸にして、試用期間

が32年ということになりますと、平成30年だと２

年間早いということになると、その辺の考え方や

そういうこと、さまざまなことを検討されておる

と思うんですけども、その辺どうですか。 

○建築課長 

 本田とか中山の建てかえとか、そういうことも

頭の中にはあります。しかし、今言った、今回20

戸建てる場所、これについても20戸しか建てれな

いのであれば、それはそれでまた別のところを考

えなければいけないということになりますので、

建てかえについて、今とりあえず20戸の建設場所

が決まらないことには、次の建てかえの話もちょ
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っとそれはできないのかなということを私のほう

は思っております。 

○佐藤委員 

 そうすると、堂々めぐりしてもいけませんので、

担当課では、とにかく用地選定は今、ちょっとそ

の辺、用地選定ができてないということで、全体

をオブラートに隠したみたいで、この間の答弁が

ちょっと後ろにいっちゃうんじゃないかというこ

とを大変私は心配しますけど、平成25年、平成26

年で用地の選定はするということですか、担当課

では。そこは守っていただけるということですか。

いずれにしても、市が所有してる土地にするにし

ても、買うにしても、１年半以上あるわけですの

で、それは可能だと思う。それまでたっても用地

選定ができないということであったら、これはい

かんわけでしょう。建築課長、そこは平成25年、

平成26年で用地選定だということを言われました

ので、そこはしっかりと担保していただけるとい

うことはいいですか、１年半あるんだから。 

○建築課長 

 そこの土地の担保というところは非常に難しい

話でありまして、建築としては、高場みたいに市

の公共用地があるところに建てた場合を想定して

おります。用地をほかに求めてということになれ

ば、当然それに用地費が加算されてきますので、

高いものになるのかなということを思っておりま

す。したがいまして、今ある市の中で持っている

保有の中で、何とか話がまとまればと思っており

ます。ほかに、例えば調整区域に活路を見つける

ということもあるわけですけど、それは市営住宅

ということになりますと、不特定多数の人が利用

するということにはなりませんので、今聞いてお

る中ではちょっと難しいという話があります。し

たがいまして、ちょっと答えがなかなかできない

わけですけど。 

○佐藤委員 

 担当課は市の持っている土地と、これが一番現

実的ですよね、はっきり言って。ただ、市のほう

は持っている土地を売却したいということがある

ので、その辺は市の持っている土地ということで、

クッションを明言はされませんでした。市の土地

を活用することも一つの選択肢だということで、

そこを鮮明にしませんでしたよね。だけど、そこ

を鮮明にしないということは、そもそもこの事業

そのものを後ろに延伸させるような、そんなニュ

アンスに受けとめられるんですよね。ですから、

担当課でいけば、そういうことだということであ

るのでね。例えば、市営住宅にふさわしい土地と

いうのは、市が持っている土地は、具体的にはア

ピタがありますけども、この間、給食センターの

跡地も売られたと、南保育園のあれも、一般質問

の答弁に答えて売りますという答弁をしてる。そ

うすると、まとまった土地というのはそんなにな

いじゃないですか、アピタ以外選択肢はないじゃ

ないですか。例えば、市の土地を使うということ

であれば。どうなんでしょうか。 

○建築課長 

 今言われた市の保有について、建築課のほうも

打診をさせていただきましたけど、なかなかそれ

は難しいということでございますので、なかなか

決まらないという状況であります。 

○佐藤委員 

 堂々めぐりしてもいけませんけれども、決まら

ないということでストック計画にある目標を何か

後継に押しやるようなそんなイメージがされてお

るんだけれども、その点、どこの土地にするか、

20戸にするか、30戸にするかはともかくとして、

市有地にする場合は、アピタ以外の土地というの

はありますか。 

○建築課長 

 私どもが把握してる中では、アピタの東しかな

いのかなと思っております。 

○佐藤委員 

 新たな土地を購入してということになりますと、

これは出費になるわけなので、そうすると、所管

課が言うようにアピタのところの土地に建てるの

が一番現実的な選択肢ではないかと。所管課は、

そこのところでもうちょっと調整をしていただい

て、用地が決まれば、住宅建設の見通しが立つわ

けなので、そこはもうちょっと所管のところで調
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整していただけませんか。決まらん、決まらんと

さっきから、この住宅20戸が霧をかけたような話

ばっかりなんだね。建設部長、どうでしょうか。 

○建設部長 

 市営住宅の新たな場所ということで、今お聞き

している中身では、実計メニコンにも私ども、出

してるものですから、その点は市内部では調整は

必要でございます。そのこともありますけど、私

ども、今、実計に出してきた中身でございますの

で、その辺のところは私どもなりにお願いをして

まいりますけど、市全体の中身の調整がございま

すので、大変難しいという話も聞いてますので、

私どもとしては、そういう格好ではお願いはして

いきたいという考えでおりますけど、先行きはち

ょっと不透明な部分がたくさんあるのかなという

感じはしております。 

○稲垣委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後７時56分 

――――――――――――――――――― 

再開 午後８時04分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○佐藤委員 

 なかなかそこがはっきりしないままのところで、

でも従来のいろんな答弁の中には、遅くても平成

30年というような内容だというように私は理解し

てましたけども、きょうの答弁ではそういうこと

も含めて、ちょっと霧のかかったような状態だな

というふうに思います。私はぜひ、そこは死守し

ていただきたいというふうに思いますけれども、

前期に30戸、後期に20戸の計画と。前期は何年か

ら何年までで、後期は何年から何年までなんです

か、これは。 

○建築課長 

 平成19年度のストック総合活用計画書でござい

ますので、平成25年からぐらいが後期かなという

ところですね。だから、佐藤委員が言われるよう

に、平成30年というころには、ある程度の形が見

えるということには、入居のことまで出てくるか

なというところでございます。 

○佐藤委員 

 普通、前期、後期といった場合は、いろんな計

画がありますけれども、10年スパンぐらいの中で、

そこのところで前期、後期というような中身にな

るんだろうというふうに思いますので、そうした

範囲の中でストック計画にある20戸は建設をと。

それと同時に、本田等を含めて建てかえの必要な

ところもありますので、そうした検討を加えてい

ただいてやってほしいなというふうに思いますけ

れども。 

○建築課長 

 建築課としては、市営住宅が他市に比べて非常

に少ないということは認識をしております。だか

ら、建築課が要らないということは必ず言うわけ

ではありませんので、頑張っていきたいと思いま

す。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第１号について、挙手により採決いたしま

す。 

 認定第１号は、原案のとおり認定することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第１号 平成
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24年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について

の件は、原案のとおり認定すべきものと決定しま

した。 

 認定第３号 平成24年度知立市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算認定についての件を議題と

します。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 一つだけお知らせください。 

 公共下水道の供用開始、また公共下水のほうで

ありますけれども、端的にお伺いしますけれども、

１点は、公営企業に移行するということで、この

間やられてきて、そしてこれの見通しは70％ぐら

いが一つの目安だというふうに言われてましたけ

ども、この点と、もう１点は、ずっと供用開始、

全域は計画地域ですけれども、実際には私の住ん

でる山屋敷町だとか、牛田町だとか、西中町だと

か、上重原町の一部だとか、さらに逢妻町、西丘

町という点では全然見通しが立ってないわけです

よ。これらについては、30年先、40年先というこ

とを言われてますけれども、これらの地域を入れ

なくても、70％は確保できるという見通しで公営

企業会計のほうにシフトをしていくような流れな

んですか。ここだけお知らせください。 

○下水道課長 

 まず、公営企業会計の件でございます。 

 こちらについて、佐藤委員おっしゃるように、

やっぱりまだまだ普及率が57.3％ということで、

そういった中での企業会計化は厳しい面も、財政

的にですね、ちょっとありますので、やっぱり佐

藤委員おっしゃるように、70％ぐらいは出してな

いと厳しいかなとは思っております。 

 それから、あともう１点、まだ未整備の部分と

いいますか、認可をされてない部分がございます。

そうした中での今現在の認可エリアでの計画にお

いて、70％がいけるかということでございますが、

今57.3％でございます。今年度は2.4％、率とし

まして、１年で施行しました。そうしますと、今

57.3％でありますので、６年ぐらいはまだかかる

かと思われますけども、今、認可拡大エリアにつ

いては、今から５年間での計画ということで、平

成29年までの計画でございまして、そこで整備を

進めれば、そういった数値は大分見えてくるとい

う状況ではございますが、全体計画がありますの

で、まだ認可してない部分も、整備が進みますと

認可を拡大できるということになっておりまして、

整備のほうも進めることによって、新しいエリア

を整備できるということでございますので、そう

いったところで努力をしていきたいと思っており

ます。 

○佐藤委員 

 ここに知立市の下水道の、７ページのところに

公共下水道の整備普及状況という形で、西丘幹線、

逢妻も入ってますけれども、来迎寺でも一部とか、

こういう形でありますけども、これらについて進

めるとは言ってるものの、何年先になるかは見通

しが立たないような話もこの間、議論をされてき

ましたけど、例えば山屋敷でいけば、どのぐらい

に可能性があるのかなということを思うんですけ

ども、これはまだ30年先というようなことでしょ

うかね、これらの地域は。 

○下水道課長 

 先ほど申しましたように、平成29年までの認可

が今現在、決まっておりまして、そこの整備が８

割方といいますか、それぐらいまで進みますと、

次の拡大のエリアができるということで、広がっ

ていく格好になります。そうした中で、次に整備

のほうを、次にどこをするかということを考えて

いきますので、その前段になりますけども、また

どこを広げていくかということは、そんなときに

決めていくような格好になります。 

○佐藤委員 

 もう１点だけ。 

 そうすると、今、認可区域がありますけれども、

これは８割方到達は、平成29年度までの計画だと

言いますけれども、一般会計の繰入金、それから

繰越金、押しなべて８億円そこそこですかね、そ

れで見たときに、８割方到達するのはどのぐらい

先ですか、平成29年までの計画だと言うものの。 

○下水道課長 
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 今のペースといいますか、２％よりもちょっと

上ぐらいのペースでいきますと、それぐらいの格

好には近づいてくるかという形ではおります。 

○佐藤委員 

 私ちょっとまだ、認可区域を拡大するというこ

とですけれども、今の事業ペースでいくと、一挙

に全部のところはできないわけですので、もうそ

ういうところはずっと延伸されていくわけですよ

ね、区域としては。地理的にも狭隘道路が多かっ

たり、そういう地域については、なかなか困難だ

ということも聞いてるわけですけれども、そうい

うことを見たときに、私、計算したわけじゃない

ですけども、将来これから先、20年たつか30年た

つかわからんような区域について、本当に下水道

という枠組みだけがいいのかどうか。境川の流末、

下水道との関係で、加盟９市か何ぼか入ってて、

全部接続率が何％で、費用負担がどうか、採算ベ

ースがどうかということで成り立ってるにしたっ

て、30年も40年も先の話を人口が減少していくと

いう、巨大インフラになればなるほど維持管理費

が重たくかかるんですよね。人口が減っていって、

維持管理費が、供用開始区域がふえたのはいいけ

れども、逆にクロスするような形で、人口減の中

で負担増だけがいくということになるわけですよ

ね、そういうシミュレーションができると思うん

ですよ。そうしたときに、巨大インフラをどんど

ん整備して、今、認可区域はともかくとして、そ

うじゃない、20年先になるか30年先になるかわか

らんようなところをそうした手法でやっていいか

ということも、一つ、この場ではないですけども、

愛知県レベルで、これは国の認可があり、愛知県

で計画があり、そうしておりてきたものだから、

そういうことも含めて検討すべき時期に、私は知

立市でいけば、来てるんじゃないかなということ

を思うんですけども、そうしたことも議論の遡上

で検討してみることも必要ではないかと。確かに

東日本で、センターのところは被害がたくさんあ

りました、ほとんど復旧しました。管路も、被災

をしたところはほんのわずかだというふうに言わ

れてますけれども、ただ人口減と逆に維持管理費

がふえていくような内容が本当にこの時点でいい

のかどうか、人口減少時代を迎えて。だから、そ

の辺も含めて、この流域下水の中で全体としてど

んどん広めていくのがいいのかどうか。合併槽で

も対応できる時代になってきてるときに、いつま

でも20年先、30年先をそこの計画区域だというこ

とがいいのかどうか、ぜひその辺、私も答えはな

いですけども、そういうことも一つの大きな課題

じゃないですかということを提起をして、ぜひ今

後、検討の課題に乗せてほしいというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第３号について、挙手により採決します。 

 認定第３号は、原案のとおり認定することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第３号 平成

24年度知立市公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算認定についての件は、原案のとおり認定すべき

ものと決定しました。 

 認定第７号 平成24年度知立市水道事業会計決

算認定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第７号について、挙手により採決いたしま

す。 

 認定第７号は、原案のとおり認定することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第７号 平成

24年度知立市水道事業会計決算認定についての件

は、原案のとおり認定すべきものと決定しました。 

 以上で、本委員会に付託された案件の審査は全

て終了いたしました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては、正副委員長に御一任願いたいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

 以上で、建設水道委員会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午後８時19分閉会 

――――――――――――――――――― 

 

 

ここに経過を記載して、その相違ないことを証す

るために ここに署名する。 

 

 平成２６年 ３月３１日 

  知立市議会建設水道委員会 

     委員長 稲 垣  達 雄 

 


